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予算審査特別委員会記録 

（１日目 R5.3.10 13:00 ～15:16） 

 

議会事務局長  先日設置されました予算審査特別委員会を開催してまいりたいと

思います。開会に当たりまして、本間委員長に御挨拶をお願いいたします。 

本間委員長  予算審査特別委員会ということで、大変どうも御苦労さまです。今日

は先ほどからかなり雨がひどくてですね、うちも排水のほう見たりしたんですけど、

かなり増えてきているのかなというふうに思いました。間違いなくこれは春が近づい

ているということでございます。１２年前の予特の時に、ここで３．１１の地震があ

ったという話を先ほどしていたんですけれど、これからの３日間どうぞよろしくお願

いをしたいと思います。 

それでは、第１回定例会において本予算審査特別委員会が設置され、令和５年度一

般会計ほか６特別会計予算並びに関連１議案の審査が付託されております。予算審査

特別委員会の日程は、本日３月１０日と１３日、１４日の３日間の日程で、別紙審査

順序のとおり順次審査を行っていきます。各委員、説明員に申し上げます。委員が質

問を行う場合には、挙手をして委員長の許可を受け、議席番号、氏名を告げてから発

言してください。説明員が答弁する場合には、委員長の許可を受け、職名を告げてか

ら簡潔明瞭に答弁するようにお願いをいたします。私語は慎むようにお願いをいたし

ます。また、質問事項については、予算書などのページを示し、会議時間の短縮のた

め要点を簡潔明瞭に発言してください。なお、効率的な議事の運営に努めてまいりま

すので、各位におきましても御協力のほうをよろしくお願いいたします。本日の出席

人員は１０名全員であります。また、本日の会議に議長も出席しております。それで

は直ちに会議を開会いたします。 

 

それでは、審査順序１番目、第１款議会費について審査を行います。３７ページか

ら始めますのでよろしくお願いいたします。説明をお願いいたします。 

議会事務局長  それでは、予算書の３７ページをごらんください。１款１項１目議

会費、本年度予算額５，４０６万６，０００円。前年対比で４０万２，０００円の増

額となっております。説明欄をごらんください。事業名 議会運営経費では、議員報

酬、手当、旅費、政務活動費交付金など議員に係る経費と、議会だより発行に係る経

費などをあわせ５，２８２万６，０００円を計上しています。１６万円の増額となっ

ております。増額の主な内容につきましては、人事院勧告に基づく議員期末手当支給

率の改正０．１月分増に伴う増額等によるものです。次のページをごらんください。 

３８ページ、事業名 事務局経費では、議会事務局運営に係る経費として１２４万

円を計上しています。前年対比２４万２，０００円の増額となっております。増額の

主な内容は、４年ごとに行う議場音響システム保守に伴う経費の増額等によるもので

す。以上で、議会費の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑がないようですので、

質疑を終了してもよろしいでしょうか。（はいの声） 
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それでは、質疑を終了いたします。 

 

次に、審査順序２番、第２款総務費について審査を行います。それでは、①一般管

理費から防災諸費の説明をお願いします。なお、同時審査といたしまして、総務費③

諸費から監査委員費、ふれあい館管理費の説明もあわせてお願いをいたします。よろ

しくお願いします。 

総務課長  それでは予算書の３８ページをごらん願います。下段でございます。２

款１項１目一般管理費、本年度予算額１億８，８７２万４，０００円。説明欄になり

ます。一般管理経費として２，２６３万５，０００円。ここでは、行政運営全般に係

る経費として、次ページにかけまして、各委員報酬、会計年度任用職員一般事務報酬、

特別職及び職員旅費、町長交際費、消耗品費、次ページ、通信運搬費、総合健康診査、

財務書類作成業務委託料や空知町村会負担金などを計上しています。前年度との主な

相違ですが、１２節委託料におきまして、電話機器保守及び庁舎日直業務を、３目財

産管理費の庁舎等管理経費に科目を移行しています。 

次に、４０ページ下段、電算機器管理運営経費として７，０５１万８，０００円。

ここでは、電算機器全般に係る管理経費として、４２ページにかけまして、情報系及

び基幹系システム保守、町例規類集データベース年間更新、社会保障税番号制度シス

テム整備、電算機器借上料、情報系システム譲渡事業償還金などを計上しています。 

次に、４２ページ上段になります。職員研修事業として、４３８万５，０００円。

ここでは、職員の資質向上を目的に、各種専門研修への派遣経費などを計上していま

す。前年度との主な相違ですが、１３節使用料及び賃借料で、職員の内閣府への研修

派遣に係る賃貸住宅借上料を計上しています。 

次に、ふるさと応援寄附事業として８，６３８万６，０００円。ふるさと応援寄附

に係る事務経費、中間業者との業務委託料などを計上しています。前年度との主な相

違ですが、本年度のふるさと応援寄附金の歳入予算計上額の増に伴い、歳出事業費に

つきましても、増額となっております。 

次に、４３ページ、地域おこし協力隊設置事業として４８０万円。新たな謝礼品等

の発掘など、ふるさと納税額の増加に向けて、特産品コーディネート活動を行う地域

おこし協力隊員１名を配置するための経費を計上しています。前年度との主な相違で

すが、前年度におきまして、地域おこし協力隊員の起業に向けたアドバイザーを招聘

する経費を計上していたことから、事業費が減額となっております。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、４３ページ下段から次ページ、予算資料は８ページ

になります。２目文書広報費、本年度予算額５３８万５，０００円。説明欄、広報・

広聴活動事業では、広報なんぽろの発行に係る経費や、町内４施設に設置しているデ

ジタルサイネージ、公式ＳＮＳアカウント、ホームページの運用経費などを計上して

います。以上です。 

総務課長  次に、４４ページの上段になります。３目財産管理費、本年度予算額３

億５，１８９万４，０００円。説明欄になります。庁舎等管理経費として３，１４３

万７，０００円。次ページにかけまして、役場庁舎管理に係る経費一式を計上してい

ます。なお、役場庁舎を含めた高圧電力使用の１２の公共施設において再生可能エネ
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ルギーを導入することとしております。 

次に、４５ページ下段、公用車管理経費として１，５２１万４，０００円。次ペー

ジにかけまして、公用車、中型バスの運行管理に係る経費などを計上しています。 

次に、財産管理経費として３億５１９万３，０００円。次ページにかけまして、町

有財産に係る消耗品費、修繕料、火災保険料、複写機使用料、南幌振興公社株式取得

に伴う出資金、各種基金の積立金などを計上しています。 

次に、指定管理者制度推進事業として５万円。ここでは、学識経験者を含めた選定

委員会の開催経費を計上しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして予算書４７ページ下段から、予算資料は８ページから

１０ページになります。４目企画振興費、本年度予算額３億２０８万４，０００円。 

予算書、次ページにかけまして、説明欄、移住促進事業では、本町への移住を促進す

るため令和４年度に整備した移住体験住宅を活用した移住体験事業をはじめ、札幌圏

の子育て世帯を対象とした移住イベントや東京及び大阪へのプロモーション活動へ

の出展経費など３，８９２万 1，０００円を計上しております。本年度は、本町での

生活体験や住環境等のよさを感じて移住につなげる移住体験住宅２棟目の整備に係

る経費として、１４節工事請負費で建築工事費３，５７８万円、１７節備品購入費で

住宅用備品購入費５０万円を計上しております。 

次に、４９ページにかけまして、みどり野団地等販売管理事業として１，７３１万

３，０００円。ここでは、北海道住宅供給公社の販売施策と連動した、みどり野団地

の販売促進活動とみどり野きた住まいるヴィレッジ事業経費及び公社保有用地の管

理受託に係る経費を計上しています。減額の主なものは、１２節委託料で、みどり野

団地の販売が進んだことから、北海道住宅供給公社管理用地の草刈面積が減少したこ

とにより１９３万 5，０００円減額になるものです。なお、管理用地の草刈業務に係

る経費については、昨年度と同様に道公社から同額を受託事業収入として受けるもの

です。 

次に、５０ページにかけまして、生活路線等交通対策事業は、オンデマンド交通あ

いるーとに係る運行経費、バス停の維持管理に係る経費、まちの将来を見据えた交通

体系の構築を目指す南幌町地域公共交通計画を策定する経費、夕鉄バス路線確保に係

る負担金として２，４６３万５，０００円を計上しています。増加の主なものは、１

２節委託料で、南幌町地域公共交通計画の策定業務に係る委託料４１２万５，０００

円、１８節負担金補助及び交付金で、夕鉄バスへの生活交通確保対策負担金１７４万

１，０００円を計上するものです。 

次に、姉妹町交流事業は、熊本県多良木町との児童交流及び物産交流、さらに民間

交流を深める町民交流研修の助成に要する経費など２９９万５，０００円を計上して

います。 

次に、５１ページにかけまして、企画振興経費は、土地利用規制及び住居表示業務、

南空知ふるさと市町村圏組合負担金、空知地域創生協議会負担金、企業版ふるさと納

税を進めるためのポータルサイトへの委託経費など６８万８，０００円を計上してい

ます。 

次に、協働まちづくり推進事業は、住民自らの地域コミュニティの活性化や特色あ
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るまちづくり活動を支援する、まちづくり活動支援事業補助金として、個人町民税・

現年分の１％相当額を交付するものとして３１８万円を計上しています。 

次に、知名度向上対策事業は、道内の子育て世代をターゲットに、子ども室内遊戯

施設はれっぱを中心としたプロモーション活動、公式ＬＩＮＥアカウント南幌巡りを

活用したキャンペーンなどの経費３０５万３，０００円を計上しています。 

次に、５２ページにかけまして、学生支援推進事業は、江別４大学に通う学生の地

域定着や就職等を促進するため、江別市と南幌町を含む空知管内７市町で構成する、

学生地域定着推進協議会の負担金６３万３，０００円を計上しています。 

次に、子育て世代住宅建築費助成事業は、移住定住を図ることを目的に、子育て世

代を対象とした住宅建築費の助成に対し、交付額を見込み６，１７５万円を計上して

います。 

次に、総合戦略進行管理事業は、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管

理に対する地方創生推進会議の開催経費として、委員９名に係る報酬と費用弁償４万

１，０００円を計上しています。 

次に、賑わい創出広場整備事業は、新規事業として、子ども室内遊戯施設の開業に

あわせ、施設内だけでなく屋外においても憩いの場や賑わいの場を創出するため、花

壇や芝生広場、植栽のほかキッチンカースペースなどの整備する工事費９，１３１万

円を計上しています。 

次に、高度無線環境整備推進事業は、令和４年６月に整備完了した公設民営による

光ファイバ網の保守、支障移転・故障等に対応する経費として１，０５８万７，００

０円を計上しています。増加の主なものは、１４節工事請負費で、中樹林道路建設に

伴うケーブル架け替え工事、農地整備事業に係る支障移転の工事費として９５０万１，

０００円を計上するものです。なお、農地整備事業に係る支障移転の工事費について

は、北海道から同額の３７１万６，０００円を光ファイバ支障移転工事補償費として

受けるものです。 

次に、５３ページにかけまして、観光周遊策推進事業は、町内観光施設や公共施設

等への誘導及び周遊促進を図る、観光周遊策整備計画を基に、市街地の公共施設誘導

看板や、町境主要４か所のウエルカムサインの設置に係る経費として１，９６７万８，

０００円を計上しています。 

次に、北海道日本ハムファイターズ応援大使事業は、「北海道ボールパークＦビレ

ッジ」の開業に伴い、２０２３年は本町を含む「北海道ボールパーク連携協議会」構

成市町村が応援大使の対象となり、応援大使事業による町のＰＲや活性化のための活

動経費として、１５０万円を計上しています。 

次に５４ページにかけまして、地域おこし協力隊設置事業は、本町への移住・定住

を促進するため、移住情報発信等のプロモーション活動をはじめ、移住体験住宅の管

理運営や体験プログラム、移住者交流会等に取り組む地域おこし協力隊員１名の配置

に係る経費４８０万円を計上しています。 

次に、子ども室内遊戯施設管理事業は、新規事業として、本年５月に開業する子ど

も室内遊戯施設はれっぱの施設管理運営に係る指定管理料２，１００万円を計上して

います。なお、先般の全員協議会でもお伝えしましたように、本年度の指定管理料は、
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２年前の事業提案時の積算による額であるため、現段階までの人件費のアップ分は反

映されていないことと、昨今の著しい燃料費・物価高騰の影響により、特に光熱水費

の電気料については、今の段階でも値上げされていることに加え、さらに年度明けに

も値上げが予定されており、さらなる高騰が予想されることから、年度内に指定管理

料の見直しについて協議することも有り得ると考えております。多くの利用者に訪れ

ていただけるよう、事業者によるイベントの開催や、さっぽろ連携中枢都市圏と連携

した情報発信など、事業者と協力しながらＰＲを図り、利用拡大を進めるものです。 

次に、５４ページ、予算資料は１０ページになります。５目企業誘致推進費、本年

度予算額６，４６７万７，０００円。説明欄、企業誘致推進事業は、誘致企業で操業

されたアサヒプリテック株式会社、北海産業株式会社の２社に対する企業立地等奨励

金の交付金、町内における未利用地等や商業店舗の誘致に係る企業訪問に要する経費、

企業調査に要する経費などを計上しています。増加の主なものは、１８節負担金補助

及び交付金で、企業立地等奨励金対象の２社に対する奨励金６，３２６万円を計上す

るものです。以上です。 

総務課長  次に、５５ページの上段になります。６目公平委員会費、本年度予算額

４万１，０００円。説明欄、公平委員会運営経費として、委員３名分の報酬を計上し

ています。以上です。 

住民課長  次に、７目交通安全対策費、本年度予算額６０３万２，０００円。説明

欄、交通安全対策推進事業では、次ページにかけまして、交通安全推進員１名及び交

通安全指導員２０名の設置に係る経費、交通安全活動経費、高齢者運転免許証自主返

納支援事業委託料、交通安全運動推進協議会補助金などを計上しています。以上です。 

総務課長  次に、５６ページ中段になります。８目防災諸費、本年度予算額５９１

万１，０００円。説明欄、防災対策事業として、次ページにかけまして、防災会議委

員報酬、災害備蓄品整備計画に基づく消耗品費並びに備品購入費、戸別受信機設置等

手数料、防災行政無線保守点検、全国瞬時警報システム保守委託料、電波使用料など

を計上しています。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

熊木委員  まず４３ページ、資料では８ページの地域おこし協力隊設置事業につい

て伺います。ここは今２名分になっているのですが、全体で３名の協力隊員が配置さ

れているんですけれども、この１人４８０万円というのは、昨年の予算委員会の中で

もほかの議員から質問が出たかと思うんですけども、これには特別交付税とか何かそ

の総務省の関係でそういうのが入ってくるのか。それを差し引きすると、町の持ち出

し分はいくらになるのかをお尋ねします。 

それから、ＹｏｕＴｕｂｅとかＳＮＳやホームページなどで、協力隊員の活動が最

近報告されていて、今は広報とかにも出るようになったんですけれども、なかなかそ

の活動がＹｏｕＴｕｂｅとかを見ることができない人にとっては、３名いてもなかな

か分からないという声があると思います。それで、もう少し工夫できないのかという

ことと、それから３名の協力隊員が連携をとった活動はされているのか、それも伺い

ます。それがまず地域おこし協力隊のことで１点です。 

それから、２点目に広報・広聴活動事業で、デジタルサイネージの設置状況なんで
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すけれども、昨年の予算の中にこれが組み込まれていて、先ほど４か所という説明で

したが、令和４年度には設置されているのかどうか。また、新たなものなのか、昨年

設置されなくて今回もこういうふうになっているのか、それを伺います。 

３点目に、移住促進事業で、資材の高騰で昨年１棟の建設となりましたけれども、

前回の全員協議会のなかで今年もう１棟建てるということなんですけれども、利用料

とかそういう説明がありましたよね。それで、結構高い稼働率を設定していると思う

んですけれども、それが本当に通年を通してその稼働が見込まれるのかどうか、その

辺の見方が私はちょっと甘いんじゃないかなと思うんですけれども、その辺について

伺います。 

それから、１月に議会で厚沢部町の視察に行ってきました。そのなかで体験住宅と

かも見せてもらったんですけれども、その際の説明では、場所や条件とかが本町とは

結構異なるんですけれども、やはり要望がすごく多かったり、それからこういうもの

も用意してほしいというようなことに応えるために、いろんなものを買ったり準備し

ているというのが分かりました。それで、そういうようなことも今後出てくるんじゃ

ないかと思うんですけれども、それに対しては、何か今の段階で考えていることがあ

るのかどうかを伺います。 

４点目に、生活路線等交通対策事業なんですけれども、とても好評で、あいるーと

を活用しているということがいろいろ聞かれます。それで、昨年アンケートをとった

と思うんですけれども、そのアンケートの結果を議会では説明とかを受けていないと

思うんですけれども、どのような内容だったのか、それは公表などがされるのかどう

かを伺います。 

それと生活路線についてもう１点なんですけれども、土日の運行とか時間の延長と

か、それから近隣の駅まで乗り入れてほしいというような要望が町民の方からは結構

聞かれるんですけれども、その辺は、昨年まではまだ１年経っていないということで、

検討事項ということだったと思うんですよね。だけどもう１年経っているので、その

辺は段階的に計画を組んでいるのかどうかを伺います。 

５点目に、知名度向上対策事業の資料なんですけれども、先ほど、子ども室内遊戯

施設のプロモーション業務ということで、これは事業者に委託するということなのか。

それから担当課のなかで、プロモーション事業で何かできることというのはないのか

どうか、その辺はどういうふうに考えているのかを伺います。以上です。 

財務Ｇ主査  地域おこし協力隊の関係でございますが、まず、財源措置の関係でご

ざいます。４８０万円というものは、特別交付税の上限額になっておりまして、町の

持ち出しは基本的にはない制度となっております。 

次に、情報発信の仕方です。ＹｏｕＴｕｂｅなどで配信をされているんですが、そ

れらを利用できない方々に対しての情報発信ツールとしては、広報で地域おこし協力

隊のページが設けられましたので、それで３名の方の情報発信を随時、毎月流してい

くような形になろうかと思います。また、地域おこし協力隊の連携につきましては、

財務グループは、ふるさと納税を担当している地域おこし協力隊員がおりまして、さ

らにまちづくり課は移住、商工観光は特産品の関係ですとか、そういったものもござ

います。それぞれ知名度向上という部分もあろうかと思うのですが、ふるさと納税で
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利用できる返礼品ですとかそういったものの開発、あとは移住定住につながるような

連携活動というのは、令和４年度にアドバイザーを招聘した関係で、それらの連携を

図ることができるような体制を今後も継続してとりたいと思っておりますので、今後、

やれることを随時検討しながら、連携を図っていきたいと考えております。以上です。 

企画情報Ｇ主査  デジタルサイネージ設置業務の関係をお答えさせていただきま

す。こちらの事業につきましては、令和４年度の業務として設置を進めておりまして、

３月３１日までの工期になっておりますので、３月下旬にかけて実際に設置されるこ

ととなります。予定どおり４か所設置されます。それで、令和５年度予算の広報・広

聴業務で予算計上しているのは、設置された後のランニングコストとして掛かる費用

について計上させていただいております。以上です。 

地域振興Ｇ主幹  ３点目の移住体験住宅の関係でございますけれども、まず初めに、

利用者の稼働率というようなご質問だったと思います。全員協議会のなかでも８割稼

働を目指していきたいということでお答えをさせていただいたところでございます。

これまでの移住体験住宅における利用者ですとか、令和４年については、道内外での

住宅イベント、そして地域おこし協力隊でＩｎｓｔａｇｒａｍなどにより様々な情報

発信などを行っている関係上、この後３月中旬に、６５名に対してダイレクトメッセ

ージを送る予定になっております。これらも情報発信をしながら、稼働率の向上に努

めていきたいというふうに考えております。 

また、要望に応えるための対策というような形のご質疑だったと思いますけれども、

まず施設面については、やはり若い方々から要望が１番多いのが、住宅にＷｉ－Ｆｉ

を設置してほしいということで、この要望については対応するような形で取り進めて

おります。また、移住体験プログラムなどを通じて、移住定住につなげていくような

形として取り進めていきたいというふうに考えておりますのでご承知おきください。

以上です。 

企画情報Ｇ主幹  あいるーとの関係についてお答えさせていただきます。まず、昨

年行ったアンケート結果についてですけれども、こちらにつきましては、地域公共交

通の活性化協議会のほうに公共交通の満足度等を調査した上で報告するということ

もありまして実施しております。それ以外の公表等は今回行っておりません。 

それと、土日運行、町外の運行につきましては、なかなか難しい部分だとは思いま

す。今年度につきましても、若干時期が遅れたんですけども、今後４月にまたアンケ

ート調査の実施を予定しております。そのなかで、土日運行、時間の延長等について

も一応設問としては設けようかと思っております。その中で要望が多ければ、土日の

運行についてはすぐにというわけにはいきませんが、検討する可能性はあるかと思い

ます。ただ、町外の運行につきましては、あくまでもあいるーとにつきましては公共

交通の空白地域を埋めるために走らせているという部分でございます。町外、それぞ

れ新札幌、江別、北広島のバス路線がございますので、そちらと競合するような路線

への町外への運行というのは、そちらのバスの乗客を取ってしまうような形となり、

現状バス会社も今かなり厳しい状況にあるということで、そういったことも加味しま

すと、町外への運行については申請してもおそらく認められないと考えておりますの

で、予定はしておりません。以上でございます。 
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地域振興Ｇ主幹  ５点目の知名度向上対策ということで、子ども室内遊戯施設のは

れっぱのプロモーション業務ということで、少し内容等も含めてご説明させていただ

きたいと思います。令和５年度につきましては、はれっぱの開業、そして大型滑り台

の更新などもあって、中央公園を観光周遊の拠点としてプロモーション活動を行うと

いうことで、これは委託業務として取り進めるというふうに考えております。動画を

制作したなかで、近郊の各施設のデジタルサイネージですとか、施設のＬＥＤビジョ

ンなどの掲出、そして札幌市内や札幌近郊の小学校に、教育情報誌のＰＲなども含め

たうえで委託を行っていきたいと考えております。なお、町としては、これまで行っ

てきたＳＮＳの情報発信、ラジオの出演、各種イベントを通じた知名度向上、この辺

については引き続き行ったうえで対応をとっていきたいというふうな形で思ってお

ります。以上です。 

熊木委員  地域おこし協力隊員の設置事業で、全額特別交付税で対応ということは、

町の持ち出しは全くないということですね。それから、ちょっと聞きたかったのは、

今３名がそれぞれの所で活動しています。それで、毎日のように新聞には各地の地域

おこし協力隊員の活動が載りますけれども、そういうなかで、本町でやっているよう

なことではなくて、もっと違った形の協力隊員を設置している所が数多く見られると

思うんですけれども、今後増員するとか、配置の検討を新たなものを考えているのか

どうか、それを１点伺います。 

それから２点目にデジタルサイネージなんですけれども、先ほどの説明では、令和

４年度予算のなかで３月３１日までに設置ということですよね。もう既に設置されて

いるんでしょうか。３月３１日までに設置して、今年度予算はランニングコストだと

いうお話でしたけれども、遅れているとかそういうことではないのかどうか、その１

点確認させてください。 

それから移住促進事業では、稼働率８割という説明を先日受けて、本当に大丈夫な

のかなというふうに私自身は思いました。今、脚光を浴びていますし、いろいろ移住

定住に向けてということではあるんですけれども、なかなかその金額も１か月滞在と

かになると結構な金額になりますよね。そういうなかで、本当に８割を見通せるのか

というところが心配なところではあります。いろいろと宣伝もしながら情報発信をし

ていくということだったので、そこは一生懸命やってほしいなと思います。このなか

で、移住体験住宅の中の食器とかいろんなそういうものが５０万円の予算ですよね。

それが今いろんな物価が高騰しているなかで、予算どおりの５０万円で賄い切れるの

かどうか、その辺の見通しはどうなのかを伺います。 

それから生活路線等交通対策事業で、先ほどは、町民からアンケートを取ったのは

活性化協議会に対するものであって、実際にそこではどういうような声があったとか、

どこにそのアンケート結果は出されているのか伺います。それから、令和５年４月に

もアンケートを取るということでしたので、やっぱりその公表はきちんとすべきでは

ないかと思います。先ほどの回答では、近隣の所まで、私は先ほど近隣駅までという

ふうに質問したんですけれども、そこに行くのは難しいということで、できないとい

うような答弁だったと思いますが、町民の方にいろいろ聞くと、やっぱりあいるーと

を使ってすごく便利なんだけれども、例えばあいるーとでバスの所まで行って、そこ
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から乗り換えて病院に行くという時に、やっぱり乗り降りとかも大変だし、だからこ

れが本当に全部の所まで行かなくても、北広島と野幌とか、そういう所に行ってくれ

たらすごく助かるというような声は依然として多いと思うんですよね。だからいろい

ろバスの兼ね合いがあるから難しいというのは分かるんですけれども、そういうよう

な町民の声にどこまで町が応えていけるのかというところは今後の課題だと思うの

で、それはちょっと要望もしておきたいと思います。 

それから、知名度向上のことについては分かりました。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  地域おこし協力隊の新たな導入ということだったんですけれど

も、先日全員協議会のほうでご説明させていただきました第３次行財政改革実行計画

の中で、引き続きの重点事項ということで地域おこし協力隊の活用ということが入っ

てございます。そういうことになっておりますので、引き続き各課のほうと協議しな

がら、新たな活用でこういったものを使いたいというような要望があれば検討してい

くようなことになろうかと思います。以上です。 

企画情報Ｇ主査  デジタルサイネージの設置については、現状、今の時点ではまだ

設置はされていないんですけれども、３月下旬に予定しているということで、３月２

０日の週から各施設に設置をする予定となっております。以上です。 

地域振興Ｇ主幹  移住体験住宅の備品等の関係でございますけれども、基本的には

更新するものを更新する、今の既存の移住体験住宅の備品を使えるものは使うという

ような工夫もして取り進めていきたいと考えておりますので、備品購入費の予算計上

額の中で準備をしたいと考えております。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  地域生活交通の関係でございます。昨年行ったアンケート結果に

つきましては、特に公表はしてございません。それと、町外への運行については、公

共交通ということになりますので、運行するに当たっては運輸支局の許可というもの

が必要になります。そういったうえで、現在、南幌町からは江別、野幌、北広島へ行

くバスがありますので、そこへの重複した路線というのは、向こうの許可がおそらく

出ないかと思いますので、難しいと思っております。以上です。 

熊木委員  大体分かりました。デジタルサイネージは、結局のところ３月２０日の

週ということで、なぜこれがここまで遅れたというか、最初からこの予定ではなかっ

たと思うんですよね。それで、やっぱり令和４年度予算でやったものが、ここまで最

後のところまでいくというところは、計画にミスがあったのか、その辺はどうなんで

しょうか。やっぱり計画を履行するうえで、年度内ではありますけれども、やはりそ

ういうのは早く設置してその目的を達するというか、そういうことが必要だったと思

うんですけれども、そこについて１点伺います。 

それと、生活路線等交通対策は、重複している路線だから許可がおりないだろうと

いうことでしたけれども、いろいろ先日も、上砂川町のことが新聞に載っていました

が、これは乗り合いタクシーを町外便にということでした。そことの条件はいろいろ

違うんですけれども、やっぱり町民の要望というところには、できないならできない

なりの理由はやっぱりきちんと示しながらやってほしいなと思うので、それは要望し

ておきます。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  デジタルサイネージの関係なんですけれども、決して遅れている
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わけではございません。こちらのサイネージの運用自体が４月１日からの稼働になり

ますので、あまり早く入れてもそのままただ置いてあるだけになってしまうため、当

初の予定から３月の下旬に入れて、４月１日から動かすということで予定をしており

ます。また、特にはれっぱにつきましてはまだ施設自体もできておりませんので、施

設の建具とあわせたりということで、予定どおり３月中に導入がされる予定でござい

ます。 

それとあいるーとの町外への運行につきましては、要望ということなんですけれど

も、非常に難しいかなと思っております。次回のアンケートの中でおそらくそういっ

た声、利便性として直接駅まであいるーとで行ければ便利だというのはもう十分理解

はしているんですけれども、それをやることによって、路線バスの状況がますます減

るといった時に、最終的には路線バスがなくなってもいいのかという議論になってこ

ようかと思います。それがあったうえで、路線バスをやめてあいるーとで町外へと、

そちらにシフトするんだというようなお話が全体的になれば、そういった検討も出て

こようかと思っております。現時点におきましては先ほど来から同じように、難しい

と考えております。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

西股議員  まず資料の８ページ、ふるさと応援寄附金の関係です。４年度は１億約

５，０００万円くらい集まっているわけですが、５年度についてはどのくらいまで集

めるようなことを考えているのか。やはり今年以上の寄附金が毎年安定的に集まるよ

うな、そういうような取り組みは考えているのかをお聞きします。 

それと、今の生活路線の関係の９ページ、現在は現金ですとかＷＡＯＮを使って支

払うだとか、あとは福祉タクシーだとか、そういうようなもので対応しているのです

が、ＷＡＯＮ以外の検討だとか、例えばスマホで支払うような決済の形。それと１か

月の定期にするだとか、そういうようなものは考えられないんだろうかと思っており

ます。できるのであれば、そういうものも取り入れながら、利便性を上げていってい

ただきたいなというふうに思います。 

それと、ソフトはＳＡＶＳを使っているんですよね。今、東京都内はｍｏｂｉとい

うものが非常に出回っているということで、このｍｏｂｉは停留所式なんですけれど

も、スマホで場所をタッチするだけで２分以内に来ると。半径２キロの間を走ってい

るものですので、そういうような形で、それも月々５，０００円で乗り放題というよ

うな形のソフトも出てきているということです。ＳＡＶＳの中で動いている部分とい

うのは、それはそれでいいとは思うんですけれども、そこからこういうような要望に

応えられるような形が、ＳＡＶＳとの協議でできるのかどうか。そういうようなこと

をして、もっと利便性を上げるような形を検討していっていただきたいなというふう

に思います。 

先ほどちょっと熊木議員のほうで時間の関係を言っていたんですが、議会の懇談会

の中で言われたのは、子どもたちの部活とかが終わった時間が大体５時半くらいにな

ると。だから今５時で終わる部分が、５時半まで延びるといいよねという話があった

んです。ですから、そういうものも捉えたなかで、この運行時間の関係も考えていた

だきたいなというふうに思います。 
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それと、予算書の４９ページの草刈り委託の関係です。かなりの面積が売れたのか

なと思うんですが、実際には２００万円弱の減ということなんですが、これはいった

い単価はどのくらいになるのかなと、素朴な疑問でございます。 

それと、５６ページの防災無線の関係で、新しい方がかなり入ってきているのです

が、そこに対する対応等についてはどうなのかということをお聞きしたいのと、空き

家も増えてきているということなんですが、それらの改修の状況だとか、そういうと

ころの関係はどういうような状況になっているのかということを教えていただきた

いと思います。 

それと、免許の自主返納の関係なんですが、先日見た時に、かなりの方が免許の返

納に来ていたというのがありました。今のあいるーとがかなり浸透してきていて免許

の返納も増えてきているのかなというふうに思うんですけれども、今年度、大体予算

でどのくらいの免許返納を考えているのかというところを教えていただきたいと思

います。以上です。 

財務Ｇ主査  まず、ふるさと納税の関係でございますが、令和４年は委員おっしゃ

るとおり約１億５，０００万円の寄附が今集まっている状況でございます。令和５年

度についてどのくらいを見込むのかというところでございますが、まず、令和５年度

に向けて、新たな返礼品としまして、南幌町産のお米に関して返礼品を拡大できるよ

うに調整をしております。江別のお米の卸業者さんと現在交渉していまして、新たな

定期便ですとか、そういった部分で返礼品を拡大できるのではないかと考えておりま

す。あとは農協さんとの調整にはなるのですが、野菜のセット商品ですとか、スイカ

の枠の拡充ですとか、そういった部分も含めまして、今取り組んでいるふるさと納税

が前提にはなるんですが、１億５，０００万円から大体１，０００万円、２，０００

万円くらいの増が見込めるのではないかなというふうには考えております。 

また、安定的にどのように寄附を募るのかというところでございますが、令和４年

度も広告を打っていまして、ＲＰＰ広告ということで、実際に検索をして寄附をした

い方が、例えば楽天のページなどを検索して、そこに町の特産品などが上のほうに来

るように公告を行ったりとか、そういったことは令和５年度も継続して行います。楽

天に加えて、今度はＹａｈｏｏ！ショッピングの関係も広告を打ちまして、今の傾向

でいうと、例えばＰａｙＰａｙ祭ですとか楽天スーパーＳＡＬＥですとか、そういっ

たところで寄附が伸びる要素がございますので、そういった所への広告を打つことで、

寄附を効率的に募るような方策でやっていきたいと考えております。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  あいるーとの関係をお答えいたします。まず、ＷＡＯＮの関係な

んですけれども、こちらにつきましてはシステム導入の際に様々な電子マネーという

ことで検討してございます。その際にＷＡＯＮ以外の交通系の電子マネー等につきま

しては、システム導入費がかなり多額だったということでございます。その中でＷＡ

ＯＮにつきましては、加盟店が多い、普及率が高い、それと他自治体でも実績があり

まして、導入経費も安価であるということで、今回運行に当たってはＷＡＯＮを選定

をしております。それで、スマホの関係なんですけれども、うちのほうでも一度調べ

たことがありまして、ＷＡＯＮのモバイルＷＡＯＮというのがありまして、そちらの

アプリを入れると、スマホの電子マネーとして今のシステムでも使えるということで
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確認しておりますので、一応スマホの対応は可能かというふうに考えております。そ

れと定期券の関係なんですけれども、こちらも調べたことがありまして、バス定期と

いうものが、一般的に通勤通学で月２０日程度使って少し得をするぐらいの料金にな

るということで、それと全く同じ額にする必要はないんですけれども、一般的にそう

いうような状況だということでございまして、それであれば回数券のほうはどうかと

いうことで、今運行委託をしている新和さんのほうと、ちょっと前からお話をしてお

ります。今すぐにということではございませんけれども、次回のアンケート等で回数

券等の要望があれば、今後に向けて回数券をつくっていってもいいのかなというよう

に考えております。 

それと、システムの関係でございます。こちらは現在のシステムでもワンタッチと

いうことではありませんけれども、自分の家ですとか公共施設、買い物先等につきま

してはシステムに登録されていますので、基本的にはワンタッチに近い形で簡単に入

力できるようになっております。それ以上のことができるかどうかということにつき

ましてはまだ協議まではしていないんですけれども、事務局としましては、まずスマ

ホでの申込みがまだ１割前後ということなので、そちらを増やしていくほうに注力し

ていったほうがいいのかなというふうに考えています。そのうえでもっと使い方とい

うことで要望があれば、事業者と協議して直していければなと思っております。 

それと、運行時間の関係です。こちら議員おっしゃるとおり５時半までいくと少年

団の子も乗れるというような話は伺ったことはあります。ただ、運行時間を５時半ま

でということにした場合、時間の延長というのは予算の関係、それと運転手の拘束時

間などもございまして、なかなか難しい部分があるのかなということです。それであ

れば、今度は時間をずらすのかということになると、現状、今使っている時間の方が

使えなくなるということもありますので、なかなかちょっと難しい課題があろうかと

思いますが、こちらもアンケート等を取りながら、よりよいものにするため、時間の

変更につきましては運輸支局等からも許可は出るかと思っておりますので、要望があ

れば検討していきたいなというふうに考えてございます。以上です。 

地域振興Ｇ主幹  草刈りの関係でございます。議員からご質問ございましたとおり、

令和４年度については、分譲宅地の販売が非常に好調ということで、宅地の面積とい

たしましては３万１，０００平米ほど減少しているということになっております。造

成地の草刈りについては、年２回ということで行っております。結果として、単価は

どのくらいなんだというお話だったんですけれども、設計上の単価については２８円

ほどで計上しているということから、先ほど課長説明のとおり１９０万程度の減額と

いうような形になっております。なお、先ほども説明で若干お話をさせていただいて

おりますけれども、この草刈りの業務経費については、北海道住宅供給公社の受託事

業収入ということで、全額歳入として措置をされていることから、一般財源としての

負担はないということを改めて説明をさせていただきたいと思っております。以上で

す。 

企画情報Ｇ主幹  防災無線の関係でございます。防災無線につきましては、転入者

の方につきましては、まず住民課の窓口のほうで設置を呼びかけしております。それ

とまちづくり課としましては、住居表示板を送る時にも文書としまして、戸別受信機
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の設置について周知を行っております。ただ、転入者につきましてはそのまま来られ

る方もいるんですけれども、後回しにしてそのまま忘れているような方もいらっしゃ

るようで、現状美園地区においては、設置が約５割程度、半分くらいとなっておりま

す。ここにつきましては、間もなく美園地区の町内会ができるというようなことを伺

っておりますので、そのタイミングで町内会の回覧版にするのかどういう形かはわか

りませんけども、美園地区に重点的に設置を促したいというように考えてございます。 

それと、空き家の場合でございますけれども、完全賃貸住宅などでまた後で人が入る

ような場合につきましては、次に入る方が使用する場合につきましてはそのまま使っ

ていただき、必要がないということであれば撤去、回収ということになろうかと思い

ます。持ち家などで完全にもう住まなくなるような場合につきましては、大体はご家

族の方がその家を片づける際に機械を役場のほうに持って来ていただいております

し、おそらくそのまま捨てられている場合ももしかしたらあるのかなというふうには

思っております。以上です。 

環境交通Ｇ主幹  高齢者運転免許証の自主返納の関係でございます。高齢者が運転

免許証を自主返納した際に、ハイヤーの利用券を町のほうで助成してございます。こ

ちらにつきましては、令和５年度の予算としては、過去の実績から１００名ほどとい

うことで、免許返納をしてから３年間申請、交付できることから、１００名を見込ん

でおります。単年度、１年目の申請としては、大体３５名前後で推移してきてござい

ます。以上です。 

西股委員  ふるさと応援寄附金の関係ですが、できれば１億６、７，０００万円と

いわず、きりのいいところでやっぱり２億円ぐらいを目指していかないと、ふるさと

応援寄附金としての利用度というのは低いのかなというふうに思います。ですので、

そこまで集められるような組み立てというのを検討していただきたいなというふう

に思います。これは要望です。 

それと、オンデマンドの関係なんですが、大体は分かっているんですけれども、こ

れを言っている理由というのは、ここに満足することなく、違うこともいろいろ検討

したなかで、未来シェアと打ち合わせをする段階でどんどん意見を言えるような形に

してほしいなというふうに思っています。そしていいものをつくっていけばいいかな

というふうに思いますので、ＳＡＶＳから切り替えるだとかというのはちょっと別な

話になるので、そういう話はしないです。 

それと、草刈り委託と防災無線、自主返納は分かりました。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

細川委員  オンデマンドのあいるーとの関係だったんですけども、今２台で走られ

ていて結構目に留まるんですけども、運行的２台で十分間に合っているかどうか、そ

の辺の運行状況を教えていただきたいなと思います。 

企画情報Ｇ主幹  あいるーとの台数ということなんですけれども、基本的にかなり

厳しいというか、ひっきりなしに走っているような状況でございます。ただ、２台で

足りるか足りないかといいますと、まだまだ乗り合いで乗る余裕がかなりございます。

大体平均で２人ないし３人、多くて３人くらいで乗っているような状況でございまし

て、その部分で先ほどの西股委員の質問とも重複するんですけれども、オペレーター
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のほうで未来シェアさんと常時連絡を取りながら、例えば待ち時間ですとか、その辺

の設定がいろいろございまして、そこを調整することによって乗り合わせを増やす方

向で今進めております。乗り合わせを増やすことによって、キャパ自体はまだかなり

余裕はあると考えておりまして、台数を増やすというのはおそらく難しいと思ってい

ます。そのなかで乗り合わせを増やしながら運行できればと思っていますし、実際に

事業者から聞くと、温泉に行かれる方なんかはお仲間で時間をあわせて一緒に予約す

るという使い方もしていただいていますので、そういったことも含めて、今、乗り合

わせを増やすような形で実施をしておりますので、台数については足りているという

ことになろうかと思います。以上です。 

細川委員  今のお話でまだ間にあうということが分かりましたので、また何か支障

があって足りないようなことがあれば検討していただきたいと思います。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  学生支援推進事業と、賑わい創出広場整備事業と、北海道日本ハムファ

イターズ応援大使事業、防災対策事業、この４点をお伺いいたします。 

１点目の学生支援推進事業なんですけれども、今年度北海道文教大学との取り組み

を推進しますと書いておりますが、今年度はどのような事業を計画されていらっしゃ

るのか、分かる範囲で教えていただきたいと思います。 

２点目の賑わい創出広場整備事業ですが、キッチンカースペースなどを整備します

と書いてありますけれども、ブースとかを設けるのか、設けるとしたら何台分くらい

を考えているのか。それとこれは出店料無料ということを以前聞いたんですけれども、

これに対して特別利用計画書とか、そういう契約書を書かれているのかどうかという

ことです。 

３点目の日本ハムファイターズ応援大使事業ですが、この予算の中で現在考えてい

る事業、また計画している事業があれば教えていただきたいと思います。 

４点目の防災対策事業ですが、これは以前の予算委員会から何回もお話ししている

と思うんですけれども、冬の避難訓練の計画はないのか、以前もいろんな形でできな

いというお話だったんですけれども、今、災害が多発しておりますし、また再度、ど

のような考えでおられるのかお聞きしたいと思います。 

企画情報Ｇ主査  まず１点目の学生支援推進事業の関係をお答えさせていただき

ます。文教大学との連携事業ということで、まず今年度の令和４年度に実施した主な

実績を説明させていただきたいんですけれども、社会教育グループが担当しておりま

す、夏休みや冬休みに行うあそびの達人特別教室、こちらで文教大の学生に来ていた

だいて、一緒にスタッフとして運用していただいたというものがあります。そのほか、

中学校に絡みましてイングリッシュトライアル、南幌中学校の英語授業に文教大学の

学生に来ていただいたり、それから新聞掲載もありましたけれども、南幌町産米ＰＲ

事業ということで、ＪＡなんぽろさんから提供された南幌ピュアライス、こちらを使

って学生がおにぎりをつくって配布したというような事業があります。そのほか社会

教育の高齢者大学さわやかカレッジが文教大学に出向いて講話を受けたりですとか、

各種事業を連携事業ということで令和４年度から取り組んでおりまして、令和５年度

につきましても、おそらく引き続きこのような事業は実施をしていく予定をしており
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ます。それ以外にも各担当のほうには連携事業について是非ということで投げかけて

おりますので、そういった話があり次第、文教大学と調整をして、たくさんの事業を

進めていければというふうに思っております。 

それから、２点目の賑わい創出広場整備事業の関係になります。キッチンカースペ

ースということで計画をしております。こちらにつきましては、今最終の設計を進め

ている段階で、詳細はある程度決まってはいるんですけれども、台数等はこれから調

整をかけていくところになります。いずれにしても、キッチンカーが入れるようなス

ペースと、それに対応した屋外電源、コンセントですね。こちらも整備する予定とな

っておりまして、当初の計画では、４台から５台ということで予定をしております。

それから、料金の関係につきましては、子ども室内遊戯施設設置条例で、屋外のキッ

チンカースペースということで、金額の指定の明記をしております。町民の方がキッ

チンカースペースを使う場合は、１台当たり１，０００円、１日１，０００円です。

町外の方が使用する場合は、１日当たり１台３，０００円ということで設定をしてお

りまして、もし屋外コンセントを使う場合は、それぞれ１，０００円のところが１，

２００円、３，０００円のところが３，６００円ということで設定をしております。

以上です。 

地域振興Ｇ主幹  ３点目の応援大使事業の関係でございます。予算の中で計画して

いる事業内容ということでご質問をいただいたところですけれども、令和４年度につ

いては、観戦ツアー、少年野球大会、そして小学生を対象としたダンス教室や、応援

大使を招いたトークショーということで、実行委員会が主体となって様々な事業を展

開させていただいております。令和５年度については、現在球団のほうからは観戦ツ

アーの実施、球場内の市町村ＰＲブースでの啓発、そして球場における大型ビジョン

を活用した市町村のＰＲということで、既に示されております。令和４年度に実施し

た事業内容を踏まえたうえで、今後、実行委員会組織のなかで事業計画を組み立てて

いくことになりますけれども、前年の内容を踏襲したような形で計画を策定していき

たいというふうに考えております。以上です。 

総務Ｇ主査  防災対策事業の冬の避難訓練についてでございます。令和５年の防災

の訓練につきましては、資料の１０ページに掲載をさせていただいておりますけれど

も、１点目に、町民及び関係団体を対象とした防災訓練の実施ということで、実は令

和２年からコロナ禍の状況により、町民を対象とした訓練が実施できていない状況で

す。そこで令和５年につきましては、町民、行政区、関係団体を対象としました防災

訓練。内容としましては、気象予報士を呼びまして講演会、それと自衛隊にご協力を

いただき、要支援者の輸送訓練、消防団の水防訓練等の実施を行いたいと考えている

ところです。それともう１点、関係機関と連携した災害対策本部設置運営訓練という

ことで、令和３年に実施をしました災害対策本部設置運営訓練、こちらにつきまして

も関係団体、消防団にもご協力をいただいて、２つの訓練を行いたいと考えていると

ころです。議員おっしゃっております冬の避難訓練につきまして、実施することは可

能と考えておりますので、令和５年が終わった後にそれらも含めて検討していきたい

と考えております。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございました。学生支援推進事業なんですが、ご説明いただ
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いたように、本当にいろんな形で学生さんに参加していただいて、町の子どもたちの

ための事業が行われているということは存じておりますし、特にイングリッシュキャ

ンプなどはすごくいい事業だと思うんですね。ただ、それをなかなか町民の方たちが

理解されていないというか、幅広く知っている方が少ないんですね。そういう意味で

も、一生懸命頑張っているんだよということを知らせる広報活動が必要だと思います。

広報にも載っているんですけれども、もっと広くお知らせしていただきたいなと思う

んですね。また、南幌のＬＩＮＥとかそういう部分で、子どもたちが遊んでいる動画

とかもぜひ写してほしいですし、せっかくこのようなすばらしい事業があるので、拡

大していっていただきたいなと思いますので、そういうところでもう１回質問させて

いただきます。 

それと、賑わい創出広場整備事業なんですけれども、先ほど何台か今検討している

ということで、料金も町内は１，０００円、町外は３，０００円ということでした。

今、やはりこれからはれっぱのＣＭとかで全道的に広がっていますので、きっと人は

集まると思うんですよね。そのなかでやっぱり料金は１，０００円とかというんじゃ

なくて、売上げに対してどのぐらいといったようにいただいたほうが私はいいんじゃ

ないかと思うんですよね。例えば、一つのブースですごい売上げがあったということ

になれば、やはりその売り上げに対してというほうがいいのではないのかなという思

いがありまして、そのこともお考えをお聞かせください。 

それと日本ハムファイターズ応援大使事業なんですけれども、いろいろな形で考え

ていただけているということで、今タイムリーな事業なので、ぜひ積極的に行ってほ

しいと思います。これは要望です。 

防災対策事業も、令和５年から冬の避難訓練の件は検討していただけるということ

なので、これもぜひやっていただきたいと思います。これも要望で終わらせていただ

きますので、２点よろしくお願いいたします。 

企画情報Ｇ主査  まず１点目の文教大との連携をもっと広くＰＲしてほしいとい

うことで、その点につきましては議員おっしゃるとおりかと思いますので、引き続き

いただいたＬＩＮＥですとか、ほかの情報媒体もございますし、今ＹｏｕＴｕｂｅチ

ャンネルも少しずつ増やしていくような取り組みをしておりますので、動画も含めて

広く町民の方に見ていただく機会をつくっていきたいと思っております。 

２点目の、はれっぱのキッチンカーの料金設定に関しましては、事前にいろんな協

議をしておりまして、ほかの自治体の事例ですとか、公園内というところもございま

す。そういった協議の結果こういった定額というところで条例制定を進めさせていた

だいておりますので、まずはその点についてはご理解いただければと思います。以上

です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

内田議員  賑わい創出広場整備事業、はれっぱのところなんですけど、花壇とか芝

生の植栽とありますけれども、これは社会教育の一環と考えられるものなんですが、

この花壇の花植えですね。それがオープンと同時に花を植えたりするものなのか、そ

れとももっと後になるものなのか、どのように考えているのかお聞きします。 

それと、テントで何か売りたいという場合にそういうスペースがあるのかどうか。
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個人的に日曜日だけフリマなど、フリマはテントがなくてもいいかもしれませんけど、

ちょっとした食べ物とかを売るような、そういうスペースはあるのか、それがキッチ

ンカーのところのスペースなのか分かりませんけど、それを伺います。 

次に防災対策なんですけれども、昨年南空知の訓練が栗山であって、暑いなか長時

間で、体調を悪くして救急車で運ばれたというのもありました。それで、やっぱり子

どもたちなんかもたくさん見に来ているものですから、やっぱり憧れの職種の一つだ

と思うので、やっぱり実際にやられている方が運ばれるというのが困ったなと思って、

当日の体調管理などをしっかりやられてこの防災訓練なんかもやってほしいなと思

うんですけれども、そういったことで今までそういう話はなかったんじゃないかと思

いますが、これからの考えについて伺います。 

企画情報Ｇ主査  まず１点目のご質問で、はれっぱの外構にできる花壇の花植えの

関係かと思います。こちらにつきましては、来年度の工事ということで５月以降に全

体の工事が始まって、そこで花壇もつくられるものですから、オープンの際はまだ花

壇も花もないような状態になっております。そのスケジュールにつきましても今詰め

ておりまして、いつ頃から花を植えるのかというところも今後進めていきたいと思っ

ております。 

それから２点目のご質問でありましたテントでの販売ということで、基本的には先

ほど言ったキッチンカースペース、こちらはキッチンカーに限らずオープンなスペー

スになっておりますので、ご希望があればそちらを使っていただくこともできますし、

あるいはテントは要らないですが施設の中でもそういったスペースを使って貸し出

すような、体験エリアということで設定をしております。ただ、運用・運営に支障の

ない限りということになっておりますが、その辺はご相談いただければ調整できるよ

うな形で事業者とも進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

以上です。 

総務Ｇ主査  防災対策事業についてです。議員おっしゃられたのは消防の外の訓練

ですね。消防につきましては、近隣で主に外で消火訓練などを長時間されていたかと

思うんですけれども、町民を対象とした訓練につきましては、例えば講演会ですとか、

炊き出し体験とかは室内で考えておりまして、長時間の町外での訓練というのは考え

ておりません。ただ、その辺にも配慮して訓練を実施していきたいと考えております。

以上です。 

内田委員  この花壇はこれからということなんですけれども、前にもお聞ましたが、

やはり町内会の花をつくっている方にお願いをするという、そのお考えでいるんでし

ょうか。その１点です。 

企画情報Ｇ主査  花については、実際に植える時期ですとかがまだ決まっていない

ので、そのタイミングで、町内の花仙人さんとかにお願いできるかというところもま

だ決まっていないものですから、一旦まだそこは保留の状態になっております。 

本間委員長  それでは、１時間２０分ほど経ちましたので、３５分まで休憩します。 

（午後 ２時２０分） 

（午後 ２時３５分） 

本間委員長 それでは休憩を閉じ会議を再開いたします。 



 

 １８ 

そのほかに質疑のある方はお願いいたします。 

志賀浦委員  ４３ページの地域おこし協力隊設置事業のなかで、備品購入費が４５

万円とあるんですけど、この内容を教えてください。去年までこんなになかったかな

と思うんですけども。 

２点目に、５４ページの子ども室内遊戯施設管理経費の２，１００万円。この説明

は聞いてはいるんですけれども、例えばこれ以上上がることはないのかどうか、今見

込んでいる金額があるのであれば教えてください。逆に、利用者減によることが想定

されているんだったら、それはちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、その

辺もあわせて中身をどの辺まで見込んでやっているのか。契約して決めたものがその

都度その都度変わっていくのであれば、何も契約の意味がないと思うんですよね。そ

の辺をちょっと詳しく教えてください。 

３点目に、５０ページの生活交通確保対策事業負担金、これは夕鉄バスの部分なん

ですけども、例えば栗山、由仁、南幌、夕張と各市町の人が集まって、今回発表した

事態になったのか。それで、南幌町は取りあえず南幌発が残ったからよしと思うんで

すけど、別によくはないんですよね。栗山に通う子どもたちの足をどう確保するのか、

その辺の決まった経緯を教えてください。以上３点です。 

財務Ｇ主査  地域おこし協力隊の備品の関係でございますが、今想定しているのは、

地域おこし協力隊が事務所を借りていまして、そこに置く冷凍ストッカーですとか、

あとは今後ふるさと納税の返礼品のセット商品などを考えておりますので、それらを

保管するための備品といったものを想定して予算計上しています。以上です。 

まちづくり課長  まず、はれっぱの管理運営に係る指定管理の考えです。先ほども

少しご説明させていただいて、先般の全員協でもご説明させていただいたのですが、

まず指定管理料を、初年度２，１００万円ということで今回計上しております。こち

らについては、施設が新設ということから稼働実績がないということで、実際に稼働

させてランニングコストの実績をみながらのスタートということとさせていただい

ております。なお、２年前の事業提案時の積算による額であるため、現段階までの人

件費のアップは反映されておりません。それと、昨今の著しい燃料費、物価高騰の影

響により、特に光熱水費の電気料については、繰り返しになりますが、今の段階でも

値上げされていることに加えまして、年度明けにも値上げが予定されております。そ

ういうことで、さらなる高騰が予想されますので、こちらについては、ほかの指定管

理でも同じような考えなのですが、年度内に指定管理料の見直しについて協議させて

いただくこともあり得ると考えております。これも実際にどれだけの電気料がかかる

かということもございますので、まずは実績をみて、そういう形でやっていくという

ことになります。２年目の指定管理料におきましては、ほかの指定管理と同じように

実績を基に年度協定で指定管理料を年度毎に定めるということになろうかと思いま

す。当然その利用料収入の入り方もみながら検討していくということになりますし、

現在想定している利用料の人数というのも、実際は１２万人に対して、予算でみてい

る部分の１，１００万円の利用料収入の根拠というのは、大体年間で４万７，０００

人くらいです。１２万人全てに対して利用料がかかるという積算はしておりません。

そういう部分で、利用を促進したなかで進めていきたいと考えております。 
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それと、２点目の夕鉄バスの関係の経緯については、まず、南幌町を含めまして、

南空知と新札幌を結ぶ生活路線である夕鉄バス路線、こちらについては４路線があり

ます。そのうちの３路線については、１便当たりの平均乗車密度が５名未満となる減

少ということで、令和４年度に国庫補助の一部がカットされたことによりまして、運

行収入が減少しているということで、こちらについては生活路線の確保と維持のため、

沿線自治体である南幌町、夕張市、栗山町、由仁町、江別市の５市町とバス事業者で

協議を続けております。令和４年５月９日に締結した生活路線の確保対策に係る協定

に基づきまして、継続運行している令和３年度１０月から令和４年９月までの４年度

分、そして今回の５年度予算であります令和４年１０月から令和５年９月までの、令

和５年度分について支援を行うということで決まってございます。それで、栗山、夕

張方面の２路線の廃止に伴いまして、栗山方面への夕鉄バスがなくなるということに

なります。こちらにつきましては、栗山高校への通学生徒の足の確保ということで現

在栗山町と協議を行っております。基本的には栗山町の栗山高校の間口確保の対策を

基本に、通学対策を講じることになります。そういう部分で、今回、逆に栗山方面の

廃線はありましたが、江別、新札幌方面については増便になるということで、事業者

とも協議をしたなかで、そういうふうな方向になっていくということになります。以

上です。 

志賀浦委員  １点目の協力隊の関係は分かりました。一生懸命やっていただければ

と思っています。 

２点目の遊戯施設の関係なんですけど、光熱費や人件費は前に説明がありましたよ

ね。その辺は理解できないことはないんです。ただ、入場料や入場者数、それは例え

ばＤＢＯ方式でやった時に、この計画や人数の見込みを立てたのは相手方ですよね。

それも次年度にまたその辺を見直すという感覚になるのかな。だから、指定管理とい

うのはどこまでこちらが責任を持たなくちゃいけないのか。入場料が例えば見込みの

１０％しかいないといったら、１，０００万円ぐらい上がることになるのでしょうか。

そういうことは当たり前なのかどうか、その辺がどうも私は理解できないんですよね。

その辺で、例えば説明の中にあった人件費と光熱費の高騰分は当面見ましょうと。下

がれば下げましょうと。それであれば分かるけども、事業者が計画を立てていた見込

み人数が減ったのに、その責任をこちらで持たなくちゃいけないんでしょうか。見積

りを出したのは向こうですよね。その辺をもう１度どこまで見るのか教えてください。 

３点目の路線バスのほうも今聞いたのですが、栗山町がある程度やってくれるので

あれば、今、長沼町が高校生の通学の足を確保してくれるようなシステムをとってく

れるのならそれは問題ないかなと思います。乗らない人に乗ってくれと言うわけにい

かないわけだから。ただ、そういうことを寛大に甘んじて受けるというのはいかがな

ものかなと思っていますが、一安心したので今回はいいです。子ども室内遊戯施設の

部分だけ明確に答えてください。お願いします。 

まちづくり課長  利用料収入のシミュレーションですが、先ほどもご説明したので

すが、全体では１２万人を目標としております。それに対して約４割の４万７，００

０人ほどの利用料は見込めるのではないかということで、決して大きな数字というか、

目標達成が難しい数字ということは考えていないものになっております。そういう部



 

 ２０ 

分で、まずは多くの利用者に訪れていただけるよう、事業者のイベントの開催、そし

てさっぽろ連携中枢都市圏と連携した事業の展開、そういう部分で事業者と協力しな

がら利用拡大を図っていく。そういう部分での利用料収入の積算ということで、こち

らについては無理のない数字だと考えてございます。以上です。 

志賀浦委員  どうも明確に答えてくれていないように思うのですが。要は入場者数

に対する影響のものは次年度から反映させるだとかはっきり言ってくれればいいの

ですが。であれば、逆に入場料を無料にしてしまえばいいんじゃないですか。１，１

００万円足して。どんどん上がっていくんだったら、無料にしてしまったほうがいい

んじゃないでしょうか。３，３００万円、当初予定していた入場者分を入れて。それ

であれば、無理して上がっていく必要がないし、これいくらくらい膨らむかという大

体の予想もわからないわけですよね。その辺が今分かっているなら教えてくれればい

いんですけど。例えば２，２００万円のものが２，５００万円ぐらいになりますよと

か明確に言ってくれるならいいですよ。２割アップですとかって。そういう答えが出

てこないというのはどうも納得できないんですけど。 

まちづくり課長  利用料収入の入込客数ですが、そちらについてはあくまで予想と

いう部分になりますので、現在のところはっきりとした、これは必ず確保できるとい

うことで積算することはできません。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  私も先ほどこの点を聞こうと思っていたんですけれども、この子ども室

内遊戯場の管理業務のことで話を聞いていて、先日の臨時議会の中で指定管理という

ことで私も質問して、今のように４万７，０００人の利用料を見込める入場者数とい

うことで１，１００万円という説明でしたよね。それで、先ほど志賀浦委員が質問し

たように私も懸念しているのは、１年目は確かに賑わってたくさん来るかもしれない

けれども、２年目、３年目となった時に１，１００万円の入場料を見込めなかった場

合に、その分の負担が町のほうに増えてくるのではないかというのがあります。そこ

のところで今回さらに光熱水費が上がっているし、人件費のこともあるということで、

この２，１００万円ではいかないだろうということが先ほどの説明だったと思うんで

すよね。そうなってくると、どこまで上がっていくのかという部分で、上限も決めな

いとなったらやっぱり町の負担がすごく大きくなるということは、今の説明を聞いて

も全く拭えないと思うんですよね。だから町としては指定管理者との間でここまでは

出せるけどもこれ以上はもう企業努力してくださいみたいな、そういうふうなことを

言うのか、その辺のことを答えていただきたいと思います。 

それから、先ほど質問できなかったのでもう１点なんですけれども、９ページのに

ぎわい創出広場整備事業、これも９，１３１万円の予算計上なんですけれども、この

事業をするのに、ここの所でもいろいろな資材高騰などがあるなかで、これもアップ

するということはないのかどうか、これは逆に、何か縮小することなどはできないの

かどうか、この２点をお願いします。 

まちづくり課長  はれっぱの利用料収入に関しましては、まずは事業者と町が一体

となって利用拡大が図れるように事業展開し、収入の確保に努めていきたいと、そう

いうことになろうかと思います。 



 

 ２１ 

それと、賑わい創出広場整備事業に関しましては、今予定している外構工事につい

ては、この予算の範囲内で進めるという形で考えてございます。以上です。 

熊木議員  先に賑わい創出広場のほうからいきますけれど、今はこれでできるとい

うことですが、今までもそう言いながら、資材の高騰とかでやむを得ない部分もある

んだけれども、やっぱりいろいろ予算を立てたけれどそれがかなわなくて、どんどん

上げていったという実態があるので、そこのところが間違いなくこの賑わい創出広場

は大丈夫だということで理解してよろしいですか。それが１点です。なおかつ、ここ

のところで先ほどもキッチンカースペースのこととかで質問がありましたけれども、

植栽や花壇、芝生とか、そういうところで少しでも圧縮できるようなことはないのか

どうか、その辺の検討というのはできないものなのか、それも伺います。 

それから、指定管理のところでは、臨時会の時からほとんど変わらない、答弁は同

じだと思うんですよね。それから４万７，０００人の入場者数、お金を払って入場す

る人の人数とかも、計画はそういうふうになっているけれども、それで繰り返し町の

ほうで言っているのは、いろいろ宣伝をしてとにかくたくさんの人に利用してもらう

ということですよね。それでもやはり限界はあると思うんですよね。そういう予定ど

おり来なかった時のことをきちんとやっぱり検討しなければ、その上限を決めるとか

そういうことをしなければ、どんどん町の予算の中に食い込んでくると思うんですけ

れども、その辺の見通しをどう考えているのか、そこをちょっと明確に答えられれば

答えてほしいんですけれど、その２点です。 

企画情報Ｇ主幹  賑わい広場の関係をお答えいたします。現在はれっぱの建物本体

につきましては、資材高騰等によりまして追加の予算をいただきました。建物につき

ましては、予算がないからといって柱を抜くとかそういったことはできないものです

から、やむを得ず追加の予算をいただきました。現在賑わい広場につきましては、先

ほどのご説明にもありましたとおり、設計をしている途中でございます。それで実際

に資材の高騰等もありまして、当初予定していた木の数ですとか、そういったものに

つきましては予算の範囲内に収めるということで、今いろいろ調整をしておりますの

で、こちらにつきましては予算の中で収めます。ただ、その代わり木ですとかそうい

ったものが減ってしまうというような状況になろうかと思います。以上です。 

まちづくり課長  はれっぱの指定管理に関しましては、時間、日数、実施する内容、

その辺りで調整したなかで、上限という部分では、それ以上の事業についてはその範

囲内でやるということになりますので、無尽蔵に指定管理料が増えていくということ

にはならないかと思います。そのなかで指定管理料の財源といたしまして、利用料収

入の一部を充てさせていただいて、できるだけ事業者と町が一体となって利用拡大を

図り、その財源を確保していく、そういう形で進んでいくというふうに考えてござい

ます。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

加藤委員  北海道日本ハムファイターズ応援大使事業やはれっぱにも関連するの

で、ちょっとまとめて質問するんですけれども、今、Ｆビレッジがもうほぼ開業間近

ということで、周辺の環境整備だとかを北広島市が結構進めているんですけれども、

その中で自分が注目したのが、近くのコンビニですとか、そういう部分がファイター
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ズ仕様の看板とかになっているんですよね。消火栓とかもファイターズ色になってい

て、こういうのは市が一体となって進めている事業という感じがして、とても印象が

よくて、賑わい広場整備事業の中でもこういうアイデアとかを取り入れて運用してい

けないのかなということを質問したいのが１点です。 

それとはれっぱが開業することがゴールではないというものは事業を進めている

中で当然のことだと思うんですけれども、観光周遊という点で、商工会、観光協会と

連携して進めているのか、その辺の連携の進行状況ですとか、そういうのがあれば教

えていただきたいと思います。 

地域振興Ｇ主幹  １点目にご質問をいただきました応援大使といいますか、コンビ

ニなどのファイターズの北広島市での取り組みの関係なんですけれども、ファイター

ズとの肖像権の問題がどうしても出てきてしまって、球場が北広島市にあるからこそ、

その肖像権を活用できるという内容になっています。残念ながら本町でそれを活用し

た事業内容を構築できないということをご承知おきいただきたいと思っております。

以上です。 

企画情報Ｇ主幹  観光周遊に対しまして、商工会、観光協会との連携ということな

んですけれども、両方に対しまして、いろいろ開業した後も取り組んでいきたいとい

うことで随時話は進めております。まずデジタルサイネージのほうに１番我々が期待

しているのは、はれっぱに来たお客さんが町内の飲食店などでお食事をしてもらうで

すとか、温泉に行ってもらうですとか、そういったようにぐるぐる周遊してもらうと

いうのが、今回の観光周遊策の目的でもございますので、そちらに載せる飲食店等の

情報、それと観光協会、商工会とはまた別ですけれども、町外の方からは直売所の情

報も欲しいというお声が結構あるものですから、サイネージの中にそういった情報も

載せながら進めていきたいと思っております。それで、商工会については、特に今期

待をしているのが、サイネージのほうに広告掲載枠というものを設ける予定でござい

ます。できればその中に町内の飲食店等が広告を出して、よりお客さんが来るように

してもらえたらなということで、こちらは今金額ですとか企画ですとか、そういった

ものの詳細が間もなくまとまるところでございますので、商工会を通じて各飲食店等

にそういった情報を回して、積極的に活用をしていただければと考えてございます。

以上です。 

加藤委員  言葉足らずで質問の意図が全然伝えられなくて申し訳ありません。例と

してファイターズを出したんですけれども、はれっぱの中央公園、賑わい広場という

ことで、はれっぱに関係するデザインを消火栓ですとかそういうものに利用できない

かという意味でお伝えしたんです。事務室だとかのプレートでしたでしょうか、キャ

ベッチくんのとてもかわいいらしいデザインになっていたもので、そういうものをど

んどんこの賑わい広場というか、外にも派生できないかなということで質問させてい

ただいて、ちょっと言葉足らずで申し訳ありません。その点でまたもう一度質問した

いと思います。 

また、観光周遊策として町内の飲食店や商店を利用してもらうために、ぜひとも、

町としてもたくさん動いてもらって、商工会のほうにもどうか働きかけて動いていた

だけるように、今後も期待して注目していきたいと思います。最初の１点だけお願い
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します。 

企画情報Ｇ主幹  はれっぱの賑わい創出広場の関係で、どういった形がいいのかで

すとか可能であるかどうかということは、これからの検討になろうかと思いますけれ

ども、そういったことも含めて現在まだ設計の途中でもありますので、事業者と相談

しながら可能なものがあれば、ぜひ取り入れていければと思っております。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。なければ質疑を終了してよろしいでしょうか。

（はいの声） 

それでは、次に職員給与費、給与明細の説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の５７ページ、中段から次ページにかけましてごらん

願います。予算書５７ページ、９目職員給与費、本年度予算額７億８，１１０万６，

０００円。職員給与費として、町長、副町長、教育長、一般職、暫定再任用職員及び

フルタイム会計年度任用職員、あわせて１０５名分の給料、各種手当、共済費を計上

しています。なお、本年度の新規採用者数は２名となっております。 

予算書の１４３ページをごらん願います。１４３ページの給与費明細書になります。

１特別職です。本年度町長等が３人、議員１１人、その他の特別職３３７人で、合計

３５１人分の報酬や給料、共済費など、総額１億１，２３５万４，０００円を計上し

ています。 

次に、１４４ページになります。２一般職です。（１）総括です。本年度の職員数

については、一般職の常勤職員と、フルタイム会計年度任用職員の数となります。本

年度は前年度と同じ９４名です。括弧内の３９人は暫定再任用職員及びパートタイム

会計年度任用職員を示しており、前年度より５人の減です。なお、給与費、共済費に

ついては、一般職の常勤職員、暫定再任用職員及び会計年度任用職員の総額となり、

７億８，５７８万６，０００円です。下段、職員手当の内訳につきましては、省略さ

せていただきます。 

次に、１４５ページになります。ア会計年度任用職員以外の職員です。この表は、

一般職の常勤職員についての表となります。本年度の職員数は前年度と同じ９３人で

す。括弧内の８人は暫定再任用職員を示しており、１人増となっております。なお、

給与費、共済費につきましては、一般職の常勤職員及び暫定再任用職員の総額となり、

７億３，１４８万３，０００円です。下段、職員手当の内訳につきましては、省略さ

せていただきます。 

次に、１４６ページ、イ会計年度任用職員です。本年度の職員数は、フルタイム会

計年度任用職員が１人、括弧内の３１人はパートタイム会計年度任用職員の数となり、

なお、給与費、共済費については、会計年度任用職員の総額となり、５，４３０万３，

０００円となります。下段の職員手当の内訳につきましては省略させていただきます。 

次に、１４７ページ、（２）給料及び職員手当の増減額の明細です。給料について

は４９９万６，０００円の増額で、その事由につきましては、昇給及び昇格の影響に

よるものです。 

次に、１４８ページ、職員手当は６６３万５，０００円の増額で、勤勉手当の制度

改正等の影響による増が主な要因です。１４９ページから１５２ページにかけまして

は、職員１人当たりの給与、初任給、級別職員数、級別の基準となる職務、昇給など
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について、それぞれ前年度と比較して記載しておりますので、後ほどご参考にごらん

願います。 

次に、１５３ページ、オ期末手当勤勉手当については、支給率は前年度との比較で、

国の制度に準拠し、勤勉手当の支給率を年間０．１か月分引き上げています。カ定年

退職及び応募認定退職に係る退職手当は、勤続年数毎の支給率で全て国に準拠してい

ます。なお、早期退職に伴う加算率についても、国に準拠しております。キ特殊勤務

手当、クその他の手当につきましては、参考として後ほどごらん願います。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

それでは、質疑を終結いたします。 

次に、審査順序３番、諸費から監査委員費について。同時審査としてふれあい館に

ついて説明をお願いいたします。 

総務課長  予算書５８ページの中段になります。１０目諸費、本年度予算額１，０

５１万１，０００円。説明欄になります。防犯対策推進事業として７３２万４，００

０円。ここでは、１７節備品購入費は防犯用備品として、防犯カメラの設置経費を計

上。また、１８節負担金補助及び交付金では、街路灯等補助金などを計上しています。

前年度との主な相違ですが、防犯カメラにつきまして、町立病院に１台、子ども室内

遊戯施設屋外に２台の設置経費を計上しています。 

次ページにかけまして、行政区長活動経費として、１９２万５，０００円。行政区

長、町内会長への報酬及び費用弁償を計上しています。 

次に、総合賠償補償経費として５２万３，０００円。人口を基準に算出する全国町

村会総合賠償補償保険料を計上しています。 

次に、諸経費７３万９，０００円。各種団体等への負担金を計上しています。以上

です。 

まちづくり課長  続きまして、６０ページ上段、１１目総合計画費、本年度予算額

１３万７，０００円。説明欄、行政評価システム事業は、行政評価委員会の開催経費

として、委員８名に係る報酬と費用弁償を計上しています。次に、１３０年記念事業

推進費は皆減です。以上です。 

税務課長  ６０ページ下段をごらんください。２項１目税務総務費、本年度予算額

２万４，０００円。説明欄、税務総務経費では、固定資産評価審査委員会の開催に要

する経費として、委員３名に係る報酬及び費用弁償を計上しています。 

２目賦課徴収費、本年度予算額２，３０６万１，０００円。説明欄、町税等徴収業

務事業では、徴収業務に係る経費として１２万５，０００円を計上しています。次ペ

ージにまいります。租税教育事業では、子どもたちが税の知識や役割を正しく学ぶ機

会として、中学３年生を対象とした租税教室、小学５年生を対象とした標語コンクー

ルの実施に要する経費として、２万４，０００円を計上しています。 

次に、６２ページにかけまして賦課徴収経費では、町税の賦課徴収業務全般に係る

経費として２，２９１万２，０００円を計上しています。増額の主な理由は、１２節

委託料で、標準宅地鑑定評価を基に行う路線価鑑定評価業務に４７３万円、特別徴収

税額決定通知の電子化対応などを行う基幹系システム改修に８２０万６，０００円を

計上。２２節償還金利子及び割引料では、基幹系システム譲渡事業償還金について、



 

 ２５ 

前年度改修したシステムの代金償還が始まるため２１８万６，０００円を計上してい

ることによるものです。以上です。 

住民課長  次に、６２ページ下段をごらんください。３項１目戸籍住民基本台帳費、

本年度予算額１，３３１万円。説明欄、戸籍住民経費では、次ページにかけまして、

戸籍住民基本台帳、マイナンバーカード関連事務などに係る経費を計上しています。

前年度対比増額の主な理由は、戸籍法の改正に伴う戸籍総合システム更新委託料６０

２万８，０００円の計上によるものです。以上です。 

総務課長  次に、６３ページ下段になります。４項１目選挙管理委員会費、本年度

予算額２６万７，０００円。説明欄、選挙管理委員会運営経費として、委員４名分の

報酬、費用弁償及び任期中１回の委員研修に係る費用を計上しています。次に、２目

知事・道議選挙費、本年度予算額４３９万１，０００円。説明欄、知事・道議選挙事

業として、次ページにかけまして、４月９日執行の知事・道議会議員選挙に係る令和

５年度分の執行経費を計上しています。 

次に、６５ページ、３目町議会議員選挙費、本年度予算額１，１２６万８，０００

円。説明欄、町議会議員選挙事業として、次ページにかけまして、４月２３日執行の

町議会議員選挙に係る一連の経費を計上しています。次に、参議院議員選挙費につい

ては皆減です。以上です。 

議会事務局長  ６６ページ、下段から６７ページ上段の統計調査費につきましては

商工費での説明となります。６７ページをごらんください。中段６項１目監査委員費、

本年度予算額１２４万１，０００円。前年対比で１８万４，０００円の減となってお

ります。減額の内容につきましては、昨年度任期に１度実施する道外研修に係る特別

旅費を計上しておりましたが、その分の減額によるものです。事業名 監査委員運営

経費では、監査委員及びその業務に係る経費を計上しています。以上です。 

総務課長  続きまして、同時審査分の説明を行います。予算書９９ページの下段に

なります。５款１項６目ふれあい館管理費、本年度予算額８７０万２，０００円。説

明欄、ふれあい館管理経費として、夕張太ふれあい館の燃料費、光熱水費、管理清掃

業務２名分に係る委託経費をはじめ、管理運営に必要な経費を計上しています。前年

度との主な相違ですが、前年度実施した外壁修繕及び体育館カーテン設置工事費用の

減によるものです。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

川幡委員  特殊詐欺と強盗殺人が今非常に日本全国で問題になっているんですけ

ども、この件につきまして、東京周辺だけでなく、全国各地でこういうことが起きて

おりますので、もしそういうようなことがありましたら、どういうふうな対応策をと

るのか。住民への啓蒙活動をどのようにやるのかお聞きしたいと思います。 

環境交通Ｇ主幹  防犯対策の関係でございますが、栗山警察署と連携を図りまして、

毎月町広報紙の折り込みに地域安全ニュースですとか、町広報のほうにも各種防犯関

係の記事を掲載しております。また、こちらも栗山警察署と連携を図って各金融機関

に訪問しまして、還付金詐欺等の啓発のチラシやポスター等をＡＴＭの正面などに掲

載していただいて、実際に還付金詐欺に遭わないような対策ということで取り組んで

います。また、南幌町内の各コンビニにおいても啓発で回らせていただいておりまし
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て、注意喚起を行っています。あとは子どもに対する防犯対策としましては、子ども

１００当番の家の設置ですとか、防犯パトロールを定期的に実施しておりまして、防

犯対策に努めております。また、暴力追放運動等の啓蒙品などの啓発品、チラシ等に

ついても、商工会や各種団体に協力をお願いしてもらって配布をしているところでご

ざいます。以上です。 

川幡委員  このことについては、やはりいち早く情報が入ったら情報収集をして、

きちんと町民に知らせるということが大事だと思うんですよね。その辺を要望して終

わりたいと思います。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

志賀浦委員 ９９ページのふれあい館管理経費について前に説明いただいたんです

けれども、夕張太の会館の指定管理が解除になるという説明があったと思うんですよ

ね。ということは、あの辺の地域の方が来年度ふれあい館を使用する頻度が増えてく

ると思うんですけども、ふれあい館管理経費の中で収入が見える所がないですよね。

どの辺に含まれているのか、地域の方はどのくらい負担してくれるのか。例えばほか

のコミュニティセンターは、地域によっては会館管理で大体７、８０万円入れている

んですよね。入れているというか、かかっているんですけど、それがなしになってい

くのであれば、どうも不公平感が生まれるんじゃないかなという気がするんですけれ

ども、その辺の収入と、例えば光熱水費も上がっているなかでバランスを取っていく

には、どういう方法でふれあい館を管理運営していくのか、その辺を詳しく教えてく

ださい。 

財務Ｇ主査  ふれあい館の使用料収入ですとか、そういった関係でございますが、

実際行政区の関係の方が利用するとか、そういったことは確かに想定されることもあ

るかとは思うのですが、現状としましては、体育館、研修室、あとはテニスコートで

あったりとか、そういった部分の収入を毎月納入されているような状況になっていま

す。それで、使用料収入に関しては、歳入のほうで予算計上しておりまして、そちら

のほうで前年度実績に基づいて収入を計上させていただいております。以上です。 

志賀浦委員  いくらか収入をいただいていることは間違いないと思うんですけど、

例えばどの地区の人がどのぐらいという使用頻度はわかりませんが、どうでしょう。

こういうのは例えば使用料だけ払っていいのであれば、地域で会館を持つ必要はない

んですよね。まあ、これから美園でどういうふうにやるのかわからないけど、美園で

も町内会が立ち上がるし、例えば戸数の少ない東町が東町の会館を維持していくのに

どのくらいの負担をしているのかということを考えた時に、逆にふれあい館のほうを

全体とは言わないけども、ある程度の会議室分だとかということで、年間管理費など

をもらっても構わないんじゃないかなと思うんですが、その辺の見解はありますか。 

財務Ｇ主査  ふれあい館に関しましては、現状公共施設ということで、コミュニテ

ィセンターですとか、地区の会館という扱いにはなっておりませんので、あくまで一

般的な利用者に対しての収入ということで考えております。以上です。 

志賀浦委員  しつこくて申し訳ありません。例えば、会館は指定管理を受けている

のがほとんどですよね。確かほかの自治体も、平成７年くらいに一斉に指定管理にな

りましたよね。指定管理は返上できるんですか。コミュニティセンターは町の持ち物
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ですよね。維持できませんと皆さんが返戻した時に、どういうふうに町は対応するの

か、その辺を教えてください。 

財務Ｇ主幹  ただいまの指定管理の関係でございますが、町内にありますコミュニ

ティセンターや福祉の家等々は、町内会、行政区のほうに指定管理をお願いしており

ます。今回の集落センターにつきましては、数年前から使用頻度、地域で使用する回

数が非常に減っており、人的な負担も大きくなっているということで、数年前から相

談がありました。そこで協議を進めていったなかで、今回このような返上といいます

か、終了という形をとらせていただきました。各コミセンですとかそういった会館の

維持に関して、今のところ相談を受けておりませんが、そういった状況がありました

ら、町のほうと相談・協議をしながら、今後どういった形で維持をしていくのかとい

うところを協議していきたいと考えております。以上です。 

志賀浦議員  その辺は、こういう質問が出ると想定していなかったのかもしれない

けど、これから考えられるんですよね。例えば、中央寿の家も解体しましたよね。今

どこを使っているか私は知りませんけども、新しく建てるのか、なくていいのか。夕

張太の会館も、今、使用頻度の少なさで管理しないというから、横に建物があるから

管理しないんだと思うんですよね。私は１０年ぐらい前からこの話はしているんです

けどもね。だから、そういうルールを決めないで放置してしまっていいのかというと

ころで、今私の住む所の会館ももう３０年以上経っていますから、あと２０年も使っ

たらどうするのかという話になりますよね。そういう時に、行政はどう対応していく

んでしょうか。しっかりルールを決めないと、例えば指定管理をしている所の自治会、

区長会とか、町内会が指定管理を解除してくださいと言ったら全て受けるんですか。

その辺をちょっと明確に教えてほしいです。 

総務課長  ただいまの志賀浦委員のご質問でございますが、まず夕張太集落センタ

ーにつきましては、所管が産業振興課になります。それで、産業振興課のほうが担当

となって、役員さんと数年にわたり協議をして、そこの地区ではもう集落センターで

はなくて地元の小さい会館のほうを使うので、こちらはもう使わないというようなこ

とで話を受けました。ただ、夕張太集落センターを使わないから、例えばふれあい館

に施設を増強してですとか、あとは例えば中身を改築してとか、そういうような話に

はなりませんというような話も担当のほうと話をしたうえで、もう指定管理を返上し

たいというような話を受けたという経緯がございます。それで、志賀浦委員がご心配

をされている、今後のコミュニティセンターですとか、現在指定管理をお願いして各

町内会が管理しているコミュニティーセンターについて、今後そういったような状況

がありましたら、まずその地区としてそういう会館が必要かどうかという話も含めて、

それは現在一定の基準はございませんけれども、その場面場面によって、行政と指定

管理をいただいている例えば町内会ですとかと協議をして、その方向性を検討してま

いりたいというふうに思っております。以上です。 

本間委員長  よろしいですか。 

志賀浦委員  要望しておきますけども、例えば今、行政区も維持していくのが大変

なんですよね。要は、町内会員になりたがらない人が増えてきています。ということ

は将来的に自分たちの世代がいなくなった頃には、きっともって町内会を維持するの
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も大変だと思うんです。だから早くそういう対応に向けたルールづくりをしてほしい

んですよね。もう６０年経って、それからどうしましょうという話にはならないです

よね。そのうち屋根がだめになってどうのこうのとなってくるので、今回は例外だか

らいいよということではなくて、ルールをつくってほしいなという要望です。お願い

します。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。ないようですので、質疑を終了してよ

ろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、本日予定しておりました審査項目が終了いたしましたので、１３日午前

９時半まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

 

（午後３時１６分） 
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予算審査特別委員会記録 

（２日目 R5.3.13  9:30 ～15:44） 

 

本間委員長  皆さんおはようございます。１０日より延会となっておりました予算

審査特別委員会をただいまから再開いたします。本日の出席人員は１０名全員であり

ます。 

それでは、審査順序３番目、第３款民生費について審査を行います。説明をお願い

します。 

保健福祉課長  予算書の６７ページ下段をごらんください。３款１項１目社会福祉

総務費、本年度予算額８，０２３万３，０００円。社会福祉協議会運営補助事業では、

福祉事業経費と事務局職員の人件費に対する一部補助金１３２万８，０００円を計上

しています。 

６８ページにかけて、高齢者事業団運営補助事業では、事務局職員の人件費に対す

る一部補助金１８０万９，０００円を計上しています。民生委員児童委員活動経費で

は、民生委員２３名分の活動支援補助金と視察研修費用など２１６万円を計上してい

ます。国民健康保険特別会計繰出金では、詳細については特別会計予算で説明いたし

ますが、一般会計からの繰出金として７，２３９万円を計上しています。 

 避難行動要支援者避難支援事業では、管理システムに対する費用１８万５，０００

円を計上しています。  

６９ページをごらんください。地域福祉施設管理事業では、中樹林福祉の家の改修

工事として１７２万７，０００円を計上しています。社会福祉総務経費では、行旅病

死人に係る経費、社会福祉関係団体への負担金、戦没者追悼式の開催に係る経費６３

万４，０００円を計上しています。 

７０ページをごらんください。２目障がい者福祉費、本年度予算額３億６，５９３

万２，０００円。地域生活支援事業では、障がいのある方への福祉サービスや相談事

業、理解促進を図るための啓発などの経費７７７万２，０００円を計上しています。 

７１ページをごらんください。福祉ハイヤー利用料金助成事業では、障がいのある

方の外出支援を目的に、初乗り運賃の助成経費７３万５，０００円を計上しています。 

 人工透析患者等通院交通費助成事業では、透析療法で町外へ通院されている方と、

北海道が定める特定疾患受給者証を受けて定期的に通院されている方に対し、交通費

の助成経費４５万円を計上しています。 

 精神保健福祉事業では、自殺予防対策として、こころの健康相談やこころの健康づ

くり講演会、命のふれあい交流事業等に係る経費６６万６，０００円を計上していま

す。 

 障がい者自立促進交通費助成事業では、福祉的就労による自立促進を目的に、障が

い福祉サービス事業所へ通所されている方への交通費一部負担６５万円を計上して

います。 

７２ページをごらんください。難聴児補聴器購入助成事業では、身体障害者手帳の

交付対象とならない軽度・中等度の難聴がある児童の健全な発達を支援するために、
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補聴器購入費等を助成する経費１１万３，０００円を計上しています。 

 障がい者福祉経費では、主に障がい者の就労支援や生活介護、補装具の支給などの

自立支援給付事業及び相談支援事業などに係る経費３億５，５５４万６，０００円を

計上しています。７３ページ中段をごらんください。 

３目高齢者福祉費、本年度予算額１億３，９２１万２，０００円。高齢者在宅支援

事業では、緊急通報装置設置事業、除雪サービス事業並びに屋根雪下ろし助成事業に

係る経費５２４万４，０００円を計上しています。 

 ７４ページをごらんください。老人クラブ助成事業では、町内の１７の単位老人ク

ラブと老人クラブ連合会への補助金９４万７，０００円を計上しています。介護保険

特別会計繰出金は、詳細について特別会計予算で説明いたしますが、一般会計からの

繰出金１億２，８０５万５，０００円計上しています。高齢者福祉経費では、主に養

護老人ホーム入所経費など４９６万６，０００円を計上しています。以上です。 

住民課長  次に、７４ページ下段をごらんください。４目重度心身障がい者福祉費、

本年度予算額２，２４６万９，０００円。説明欄、重度心身障がい者医療費助成経費

では、次ページにかけまして、重度心身障がい者の医療費の一部助成に係る経費を計

上しています。道の補助率は２分の１で、実績を考慮して計上しています。 

次に中段、５目ひとり親家庭等福祉費、本年度予算額３４７万８，０００円。説明

欄、ひとり親家庭等医療費助成経費では、ひとり親家庭等の父親、母親及び子どもの

医療費の一部助成に要する経費を計上しています。道の補助率は２分の１で、実績を

考慮してほぼ例年同様の計上としています。以上です。 

保健福祉課長  ７５ページ下段をごらんください。６目地域包括支援センター事業

費、本年度予算額３９０万４，０００円。地域包括支援センター事業では、介護予防

サービス計画作成などの経費を計上しています。以上です。 

住民課長  次に、７６ページ上段をごらんください。７目後期高齢者医療費、本年

度予算額１億６，６７４万９，０００円。説明欄、後期高齢者医療事業では、次ペー

ジにかけまして、本町が一般会計で負担すべき広域連合への療養給付費負担金、保険

料軽減措置に係る公費負担分と広域連合への事務費負担金の後期高齢者医療特別会

計への繰出金のほか、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な事業に係る経費とし

て、看護師・管理栄養士の人件費や消耗品費などを計上しています。前年度対比増額

の主な理由は、１８節負担金補助及び交付金、北海道後期高齢者医療広域連合療養給

付費負担金で、北海道全体の被保険者数及び療養給付費の伸び率の見込みにより算定

される負担金の増加によるものです。以上です。 

保健福祉課長  ７７ページ中段をごらんください。２項１目児童福祉総務費、本年

度予算額９，７８４万３，０００円。７８ページにかけて、学童保育事業では、学童

保育指導員４名分の報酬と事業運営に係る経費９２５万円を計上しています。 

７８ページ中段をごらんください。早期療育事業では、発達に心配のある乳幼児な

どを支援する事業経費２８万８，０００円を計上しています。 

７９ページにかけて、児童生徒等医療費助成事業は、小学生から中校生までの医療

費全額助成の経費として１，６４８万４，０００円を計上しています。児童福祉総務

経費では、すきやき隊活動事業、乳幼児等医療助成事業、障がい児支援給付事業など
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に係る経費７，１８２万１，０００円を計上しています。８０ページをごらんくださ

い。 

２目児童措置費、本年度予算額８，２５５万円。児童手当支給経費では、中学校修

了までの児童を対象に、年３回、延べ７，４３４人分を計上しています。 

３目保育所費、本年度予算額２億６，１５３万９，０００円。保育所等運営補助事

業では、いちい保育園と認定こども園みどり野幼稚園、町外の保育所・幼稚園等の施

設給付や延長保育、一時預かり事業等の実施に対する補助金などを計上しています。

８１ページをごらんください。 

４目子育支援費、本年度予算額１，１１８万１，０００円。地域子育て支援センタ

ー事業では、いちい保育園への事業委託費として７３０万円計上しています。 

子ども・子育て支援事業では、子育て短期支援事業や養育支援訪問事業、ファミリ

ー・サポート・センター事業等の経費１１６万９，０００円を計上しています。 

８２ページにかけて、病児・病後児保育事業では、施設管理等に係る経費として２

７１万２，０００円を計上しています。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

石川委員  ６８ページの民生委員の関係でお伺いいたします。今回、いろいろ地域

を回ってみましたけども、結構独居老人の家が多いという感じがします。以前にも増

して増えているという感じがするんですけども、特にやはりこのコロナの関係もあっ

て、なかなか行き来しないというような話も聞くんですけども、そういう独居老人に

対して、町としてはどういう形で支援されているのか。こちらの高齢者事業の云々で

もありましたけども、除雪の支援だとか、あとは緊急に対しての通報とか、そういう

ような形の設備がされているかと思うんですけども、実際にそちらのほうから発信す

る以外でも、しっかり一人で暮らしているということを何か見守るというような、見

守り支援のような形というものはされていないのか、その辺りをお伺いしたいと思い

ます。 

保健福祉課長  民生委員の活動なんですけれども、安心キットというものがありま

して、そういったものを用いて新たに６５歳以上になった方もしくは７５歳以上にな

っているお一人暮らしの方は特別強化をいたしまして、安心キットの配布をもって家

にお邪魔するということにしております。その辺は民生委員さんの協力も得ておりま

すし、時には保健師とともに訪問をさせていただいているところであります。ただ、

まだ地域住民のなかでの見守り事業といいますか、そういったものまでは至っており

ません。また、社会福祉協議会と連携いたしまして、お一人暮らしの高齢者の方の食

事会、そういったなかでお年寄りの状況を把握させていただき、また支援につなげる

というお声掛けもさせてはいただいております。以上です。 

石川委員  分かりました。実際に地域のある方にお伺いしますと、かつては結構民

生委員がこまめに見て回っていたという話がありました。民生委員も全部回りきれな

いところがあるんでしょうけども、あわせて行政区長も相談の相手になったなかでや

っているというようなところもありました。地域によっては、かつては老人クラブで

集まるというのがある程度毎回行われていて、それで隣同士があの奥さん元気なんだ

なとか、いろんな行き来をするような、そういう交流があったのですが、コロナの影
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響でそれが途絶えてしまって、隣近所でも本当にわからないと。老人クラブ同士だけ

でなくてもそういう形で動きが取れないというようなことで、今これからコロナが収

まるわけですから、民生委員の方ももっとそういった面で働きかけてほしいなという

感じもいたします。そういうふうな形で見守り支援をもっと強化してほしいというよ

うなお話を受けてきたところです。実際に一人暮らしでそのまま亡くなっていくとい

う方が結構いますし、農村部だけではなくて市街地に住んでいる方もそういう方が多

いわけでなんですけれども、そういったことを少しでも防いでいただきたいなと思う

ところです。 

もう一つ加えて言うならば、このページの下のほうにありますけども、避難行動要

支援者避難支援事業はそういったものとは関連するんでしょうか。具体的にどんな形

につながっていくのか、その辺りについても２つ目としてお伺いいたします。 

福祉障がいＧ主幹  避難行動要支援者につきましては、基本的には身体障害者の手

帳をお持ちの方または要介護３・４・５級の認定を受けている方、また、難病を指定

されている方が対象となっております。この方たちが災害発生時に速やかに避難でき

るように、我々は要支援者の名簿を作成して、実際に避難が起きた時に速やかに避難

できる体制づくりをしております。実際にそういった名簿に登録されている方は現在

５１名いらっしゃいまして、福祉避難場、あいくるへ避難をされる方はその中から１

０名、あとの方は一般の避難場に避難をするという形をとっております。また、こち

らのほうの避難者につきましては、個別計画といいまして、実際に避難を必要とされ

ている方がどのような状況なのか。例えば薬を持って避難しなければならないですと

か、あとは緊急避難先、要は避難者が避難できないか連絡を取れる相手をきちんと名

簿に掲載して、その方に連絡が取れるような体制を今後も進めていく形で、現在準備

をしているところでございます。以上です。 

石川委員  では、今説明いただいたこの支援事業というものには、高齢者は対象と

して入っていないということなんですね。そういった万が一の災害の場合には、高齢

者に対してはやはり別な事業でというか、民生委員を介して、そういう緊急時の場合

には救済するというか、避難誘導していくというようなことになるんでしょうか。 

あわせまして、先ほども言いましたように、もう少し民生委員の方々や行政区長な

ども巻き込んだなかで、高齢者に対しての見守り支援をもっと強化されたらいいんじ

ゃないかなと思うんですけども、その辺りについてもあわせてお伺いいたします。 

保健福祉課長  ただいまの石川委員のご質問ですけれども、現在地域で自主防災組

織の話が少しずつ出てきています。また、そういったなかから地域でどういった高齢

者の方が住んでおられるのかというのを、住民の方々のご協力、ご理解を得ながら進

めていくのがいいのではないかなというように、私どもとしては感じているところで

す。大勢の高齢者、一人暮らしの方がいらっしゃいますが、行政の力ではどうにもな

らない部分もありますので、ぜひそういった取り組みのなかで、我々福祉サイドも参

加させていただきながら、そういった高齢者の見守りも含めて、地域づくりの活動を

してまいりたい、していかなくてはいけないというように感じております。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  １点目は高齢者の在宅支援事業、それから２点目は保育所等運営事業に
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ついての２点伺います。 

１点目なんですけれども、先ほどの説明のなかであった除雪サービス事業、これは

間口の除雪も含めて、申し込まれた方が全員そのサービスを受けられているのかどう

か、それを１点伺います。それから高齢者事業団のことでも先ほど説明があったので

すけれども、高齢者事業団に登録して作業される方が今増えているのか、少ない状態

なのか、もし少なければ今後どのような対策をしていくのか、これを伺います。 

それからもう１点、保育所等運営事業については、令和５年度の申込みも始まって

いると思うんですけれど、０歳児や１歳児などの乳児クラスの希望に対して、全員入

所できるというような体制になっているのかどうか。それから保育士の確保なども載

ってはいたんですけれども、そういう意味では、現在も確保できるように取り組みな

どをされているのか、人材不足はないのかを伺います。 

高齢者包括Ｇ主幹  まず、１点目の除雪サービスについて回答させていただきます。

除雪サービスにつきましては、毎年その年度で、広報で周知をかけて募集を募ってい

るところでございます。令和４年度に関しましては、今現在９４件の方たちが利用さ

れている状況でございます。申請におきましては、実際には１００件近くございまし

て、そのなかで除雪サービスの審査を行ったうえで、９４件の利用に至っているとこ

ろでございます。申請に関しましては、やはり自力で除雪が困難な方というところで

募集をかけているところでございまして、例えば今年度から６５歳から７０歳に対象

年齢を引き上げたところでございますが、７０歳の方であっても実際に就労されてい

る方もおられます。そのなかで、自力で困難なという要件に該当しない方もいらっし

ゃいますので、そういった要件に該当している方が現在９４件ということで、申請と

利用の件数は若干違っている状況でございます。 

また、高齢者事業団のほうですが、やはり会員数が少なくなっている状況ではあり

ますが、現在登録されている事業団の方たちで今は何とか行うことができている状況

ではあります。ただ、今後に関しましては、高齢者事業団と情報共有をしながら、人

材の確保に努めていきたいと考えている状況でございます。以上です。 

健康子育てＧ主査  ２点目の、保育所入所の令和５年度の申込みについて回答いた

します。令和５年度の０歳児の申込みは７名のところ、７名入所しております。１歳

児は３０名申込みのところ２９名入所ですので、待機が１名出ております。２歳児は

２４名入所申込みのところ、２４名入所しております。 

それと保育士確保の対策についてですけれども、令和４年度から南幌町保育士等就

労支援事業を行っておりまして、令和４年度の実績といたしまして、それぞれいちい

保育園１名、みどり野幼稚園１名の保育士の新規採用がございました。令和５年度に

つきましても、いちい保育園２名、みどり野幼稚園２名の採用予定がございます。そ

れと別に、柏学園といたしまして、クラウドアカデミーとしまして、通信教育で保育

士・幼稚園教諭の免許を取得することができる制度を、令和５年度よりみどり野幼稚

園のほうで開校いたしております。これは通信教育で資格を取得するものですが、２

年間みどり野幼稚園で研修をしていただきまして、費用は柏学園負担となります。働

きながら資格が取得できるものとなりまして、その後３年務めることによりまして、

その費用は返済の必要がないということになる事業となっております。費用は年間で
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１５５万円ほど掛かるものになっておりますが、これが５年間務めることによりまし

て、その方の費用負担が０円ということになっております。このような形で南幌町と

いたしまして、柏学園と両方で保育士確保には取り組んでおりますので、５年度も採

用が増えている状況にはなっております。以上です。 

熊木委員  除雪サービス事業の関係で、自力で除雪が困難な方ということでしたけ

れども、今９４件利用者がいて、申込みはどのぐらいあったのか。それで申込みがあ

った時に、自力でできるかどうかの調査もきっとされると思うんですけれども、その

基準というか、どのようにして自力でできる、できないというのを判断するのか、そ

れを１点伺いたいと思います。 

それから、高齢者事業団なんですけれども、今は登録されている方で何とかなって

いるということでしたが、やはり今後も人材確保というのはすごく大事だと思うんで

すよね。それで、高齢者事業団に登録する時に、以前はいろいろとこういうことがで

きるという一覧表みたいなものがありましたけれども、今までのものにプラスして、

例えば介護保険とかの関係とはまた違うんですけども、何かごみのこととか、いろん

なことで細かい内容というか、新しいものも必要ではないかなと思うんですけれど、

その辺はどのように課の中で話し合っているのか、それがもしあれば伺いたいと思い

ます。 

それから、保育所のほうは今の説明で令和５年度は０歳７名、１歳２９名という形

だったんですけれども、この年度途中に引っ越して来られたりとかして、０歳児クラ

スが今定員いっぱいですとかそういう時に、その辺の対応ができるような体制にある

のかどうか、それを１点伺います。 

保育士の確保については今ご説明ありましたので、以前担当課に総務委員会でお話

を伺った時に、例えば転居してくる方とかにも保育士の資格をお持ちですかというこ

とをお聞きしたという話も聞きました。そういうのは行政としてすごくいい対応をさ

れているなと思いましたので、その辺でも確保できる体制をきちんと持っていること

で、安心して定員がオーバーとかする時にも対応できるかと思うので、そこは引き続

き取り組みをお願いしたいと思います。以上です。 

高齢者包括Ｇ主幹  令和４年度の除雪サービスの申請件数ですけれども、１２４件

となってございます。そのうち該当者数が９４名ということになってございます。こ

ちらは審査会を経て９４名ということで、どういった内容の審査会をしているかとい

うことでは、まず対象年齢が６５歳から７０歳に引き上げているということが１点で

ございます。また、要介護１から５までの認定のお持ちの方、また、重度身体障害を

持った方、精神障害を持った方等の審査を行いまして、今年度は９４件の該当となっ

てございます。ただ、申請が出てきたなかで、こちらの要件に満たないから却下とい

うことではなくて、例えばがん等でどうしても今年度は難しいということであれば、

今年度は該当にするなど、そういった内容の検討もしてございますので、一概にこの

要綱全部にあった方ではないんですけれども、一応基準を設けないとやはりパンクし

てしまうものですから、ある程度基準を決めたうえで該当者を決めているような状況

でございます。以上です。 

保健福祉担当主幹  事業団の関係ですけれども、まず事業団の人材確保につきまし
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ては、事業団で働きたい人がいましたら、うちの現場統括と面談をしております。そ

れにつきましては、仕事の内容、例えば除雪とか草刈り等の本人ができるものを聞い

たうえで、例えばもしその仕事があれば、そこで仕事をやってもらうという形で面談

を行いまして、作業をしてもらっております。現在の状況なんですけれども、当初は

６０歳の定年になってから事業団に加入する方が多かったんですけれども、今は制度

の改正に基づきまして６５歳まで定年が延長になったり、６５歳から７０歳まで働け

る状況となっております。それに伴いまして、事業団の加入というのが少なくなって

おります。それで、社協・事業団とも人材確保でいろいろな方に募集をかけたり、事

業団の職員のなかで聞いてもらったりしているんですけれども、厳しい状況でござい

ます。今回の除雪サービスにつきましては、高齢化の部分で８０歳以上の方で除雪を

している方もおります。それで、件数的にもやはり少なくなってきております。それ

で高齢者包括グループとも打ち合わせをしまして、事業団で行える件数等を決めたな

かで今年度行っております。以上です。 

健康子育てＧ主幹  年度途中の保育士の確保の体制についてということでご質問

がありましたけれども、南幌町は子育て世代の転入が増えているという現状がありま

して、保育士の確保は喫緊の課題だと感じております。先ほども説明がありましたが、

保育士就労支援事業、また、みどり野幼稚園のクラウドアカデミーなど対策を講じて

おりますが、それでも子育て世代の人口が増えることは今後も続くと思われますので、

現在、保育士募集をホームページの１番目立つ所にアップしております。また、職員

間で保育士のお知り合いがいないかどうかのメールもやりとりをさせていただいて

いるほか、みどり野幼稚園につきましては、南幌町が現状子育て世代の人口が増えて

いるということで、何とか協力いただけないだろうかというところで、情報共有もさ

せていただいております。なお、今後につきましては、保育士バンクということで、

保育士の資格を持っている保育士と幼稚園教諭の資格を持っている方について、バン

クを設けていきたいなと思っているところでございます。以上です。 

熊木委員  高齢者事業団のことは分かりました。それから除雪サービスで、１２４

件の申込みがあったということで、３０件の方が該当にならなかったということです

よね。それで、その方に対してはもう対応しているということでしたけれども、一概

に要介護１から５というふうに当てはめても、やっぱりその人の身体の状況やいろい

ろな面で、なかなか困難な場合もあると思うんですよね。その辺は今後もやはり細か

く話を聞いて、できることはないのか、それから私が以前聞いたのは、今回は漏れち

ゃったんだよねと。だけど何とか今年１年は頑張ってやってみるけれども、これがで

きなくなったらどうしようというようなことがありました。ですから、やっぱりそう

いうような声もあるということをちょっと紹介したいと思います。 

それから保育所のことで、０歳児や１歳児とか、乳児クラスが年度途中で増えた時

に、その対応ができるのかということでお伺いしたんですけれども、その辺はどうな

んでしょうか。昨年の議会報告懇談会のなかでもちょっとそういうような意見が出て

いましたので、今もどんどん人口が増加しているなかではそういうような状況が今後

も生まれるのではないかと思うので、その辺について伺います。 

健康子育てＧ主査  年度途中の入所人数の対応については、やはり定員がどうして
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もございますので、受け入れる範囲を超える場合はお断りせざるを得ない状況になっ

ております。ただ、いちい保育園、みどり野幼稚園とも、定員以上に保育士確保に動

いていただいておりまして、定員以上に受け入れている状況ではございます。また、

１歳児は現在待機児童が出ておりますが、まだ２歳児は若干の余裕がございます。０

歳児も今後保育士の確保ができれば、数名の受入れは可能かと伺っておりますので、

そこは今後も保育士確保対策に尽力いたしまして、なるべく年度途中のお断りをしな

いような対策をしていきたいと思っております。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

西股委員  まず、１点目に資料の１１ページ、自殺予防対策事業の関係だったので

すが、心の健康相談の見込み件数と、昨年までの実績はどうだったんでしょうか。コ

ロナの関係とかがあって、失業するなり何なりで相談件数とかが増えているのかどう

か、ここをお聞きしたいと思います。 

２点目に、家族会やふれあい事業等の参加見込みというのはどのくらい見ているん

でしょうか。 

３点目に、資料の２６ページの障がい者福祉経費で３億５，５３１万１，０００円

ということで、去年より２，５００万円くらい増えているんですが、この増えた要因

というか、この内容について教えてください。 

４点目に、資料２７ページの保育所費です。この中で保育所の運営補助事業が４，

２００万円くらい増えているのですが、この増えた要因を教えていただければと思い

ます。 

健康子育てＧ主査  まず、自殺対策事業の関係から説明させていただきます。心の

健康相談ですが、毎月１回精神科医師による対面相談をあいくるで実施しています。

令和３年度の実績は６回で相談人数が７名、令和４年は現在までの実績が５回で相談

人数は６名となっております。それ以前につきましては、５名、４名の相談というこ

とで、人数的にはやや増えている状況にはあると思っています。こちらについては、

コロナの影響かどうかは相談の内容からは図れませんが、病院に罹るというところが

やはりまだハードルが高い部分もありますので、ちょっと相談をして先生の意見を聞

いてみたいとか、あとはセカンドオピニオン的に病院の受診が必要かどうかというと

ころを相談したいというような内容での相談なども来ております。来年度につきまし

ても、毎月１回の実施を考えておりまして、人数については大体６名から７名くらい

の相談があるのではないかと予想しております。 

続きまして家族会です。精神障害者を持つご家族が集まって、生活の悩みですとか

そういったことを話し合って課題を解決していくですとか、制度について勉強するよ

うな機会を月に１回実施しております。こちらにつきましては、コロナの関係もあり

まして、緊急事態宣言があったりしますと定例会をお休みするということもしており

ます。令和３年につきましては７回の開催で、延べ人数が２９名、登録者が７名とな

っており、令和４年は回数が１０回で、延べ人数が２５名、実人数が５名となってお

ります。こちらについては、参加者に高齢者の方が非常に多く、やはりご本人の体調

不良などで来られなくなったということも非常に多くありまして、新しい参加者がな

かなか集まらない状況で、数年におひとり新しく参加してというような状況ではあり
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ます。こちらについても、毎月１回皆さんいろいろお話をされて、いろんな悩みを話

して、ほかではやはりなかなか話ができないところもありますので、気持ちを元気に

するという意味もあり、来年度も開催していく予定となっております。 

次に、命のふれあい交流事業につきましては、小学校６年生と中学校３年生のお子

さんを対象に、学校の授業の中で実施をさせていただいております。赤ちゃんの出生

ですとか、性に関して正しい知識や必要な知識を得て、命の尊さについて考えてもら

ったり、親子のつながりの再認識ですとか、相談できる人や場所があることを知って

もらうということで実施しております。講師につきましては、札幌市にあります、ひ

だまり助産院の佐藤助産師に来ていただいて、講演をしていただいております。令和

４年につきましてはもう既に実施が終わっておりまして、小学校６年生は３５名の参

加、中学校３年生は６０名の参加となっております。次年度につきましても、小学校

６年生、中学校３年生の学年を対象に実施をしていく予定になっております。以上で

す。 

福祉障がいＧ主査  支援給付事業が発生した主な要因としましては、地域生活介護

３名、グループホーム３名、就労継続Ｂ型３名の利用が見込まれております。令和４

年３月現在で、全体として１０１人のサービス利用があります。サービスの主なもの

として、生活介護が４０人、就労Ｂが３５名、就労Ａが６名、施設入所が２５名、グ

ループホームが２９名、居宅介護が７名となっております。以上です。 

健康子育てＧ主査  保育所費の増加の要因ですけれども、まず入所人数が一つ増え

たこと、それと保育士処遇改善により施設に払う給付費の公定価格というものがござ

いまして、その単価表の単価が上がったことにより、給付費の増となっております。

いちい保育園は前年比に対して１１０％の人数増加、みどり野幼稚園は前年比１２７．

７％の人数増加となっております。これが要因となっております。以上です。 

西股委員  詳しい説明ありがとうございます。まず自殺予防の関係で、６、７名が

相談に来られているということですが、この方々は継続されている方が多いのか、改

めて新しい方がどんどん来ているのかというところを教えていただきたいと思いま

す。また、予算が多くなった部分については了解いたしました。 

健康子育てＧ主査  ただいまのご質問ですが、令和４年につきましては全て新規の

方になっております。令和３年につきましては、おひとりが何度か相談に来られたと

いうようなことがありましたが、大抵は１回相談をして終わる方が多いです。以上で

す。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

内田委員  ７３ページの緊急通報装置について伺います。これは劣化とか不具合と

か、また誤って通報とか、あることすら忘れていたりしてどうしても使えないとか、

そういったことに対しての指導などはされているのか伺います。 

高齢者包括Ｇ主幹  緊急通報装置の不具合に関しましては、やはり電話の横に置く

本体と、あとはペンダント方式というものがありまして、小さいペンダントをセット

で配布しているところでございます。それで、やはり間違えて落ちてしまうというケ

ースもなかにはありまして、その場合は消防署のほうに通報が行くんですけれども、

間違いということでその場で終了しているところでございます。また、ペンダントに
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関しましては電池対応になってございますので、ボタン電池なんですけれども、電池

切れということで高齢者包括グループにも発報されるようになっております。例えば

電池を自力で購入するのが難しいという場合であれば、高齢者包括グループの職員が

持っていって交換するというようなケースもございます。ただ、装置のボタンを発報

するのをためらうという高齢者の方もなかにはいらっしゃって、救急隊の方がすぐ駆

けつけてくれて、お話しすることもできるんだよとは言っているんですけども、やは

り現実的に、ためらってしまうというお話は聞いています。その場合、やはり実際に

押してしまうと直接消防署のほうにつながってしまうものですから、ためらわずにこ

のままこのボタンを押してほしいというところで、保健師または私のほうで周知をか

けているところではございます。以上です。 

内田委員  ありがとうございます。実は知り合いなんですけれども、近所で何か調

子が悪くなって、お友達に電話したと。そしてそのお友達が行ったんだけれども、ま

た高齢者であったので、それでできなくてまた友達を呼んだけどまた高齢者であった。

そういったことは、本当にこれからあるんだなということで、もう地域で見守るとい

うことなんですけれど、やはりこの問題は大変大きいのかなと思うので、ためらわず

に、でもためらいというのはすごく分かるんですけど、やはり身近に感じてもらえる

ように、まめな指導というのでしょうか。そういったことはお願いしたいなと思いま

す。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

佐藤委員  資料の１２ページの家庭・養育環境実態把握事業、これは新規の事業な

んですけれども、国庫補助金と道の補助金が入っている事業ということで、国として

この事業を考えていきましょう、調査していきましょうというものだと思います。実

態を把握するために調査・分析を行うことに対しての予算ですけれども、まず、どの

ような方法でうちの町としてニーズ調査をしていかれるのか、それと２点目として、

実態を把握して、今後どのような支援ですとか、どのような方向性に向かっていくの

か。この２点をお聞きします。 

健康子育てＧ主幹  家庭・養育環境実態把握事業ですが、令和５年新規事業となり

ます。こちらにつきましては、子ども安心基金を活用しまして、国３分の２、道６分

の１、町６分の１で行うものです。南幌町子ども子育て支援事業計画が令和６年度ま

でということで、令和５年度は子育て世代のニーズ調査を行う年となってございます。

こちらのニーズ調査とあわせまして、この養育環境実態把握事業を行うこととなりま

す。主に令和６年からの子ども家庭センター設置に向けて行う実態把握となります。

現在、南幌町は子育て世代包括支援センターというものがございますが、令和６年度

に向けては、それに子ども家庭総合支援拠点をあわせた組織とするべく、国のほうと

しても取り組みを進めているところです。その体制整備としまして、まずは南幌町の

子育て世代の実態把握を行いたいと考えております。具体的にはどういうものかとい

いますと、先ほど子ども子育ての支援事業計画のニーズ調査と言いましたけれども、

それとあわせまして、主に子育て世代の貧困家庭の実態もあわせまして調査していく

ものでございます。令和５年からこども家庭庁が国のほうではできますが、それにあ

わせまして、ニーズ把握が今後示されると思いますので、それを基に調査する見込み
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でございます。特に、母子保健と児童福祉の連携が強化されるものということで行っ

ていきたいと思います。 

２点目に、どのような支援をするのかというところなんですが、その実態把握をし

たうえで、先ほども言いましたように、母子保健のところで児童福祉の連携を強化し

まして、貧困の世帯、あるいは虐待のところが大きくクローズアップされております

ので、そこも含めた対策、体制整備ができればと思っております。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。調査分析、ニーズの調査ということで、国とし

ても大々的にやっていく事業だと思うんですけれども、ただ子どものいる生活困窮世

帯の家庭とか、先ほど言われたように虐待ということも含まれているなかで、今後調

査するということになると、大変難しい取り組みになるのではないかと思うんですね。

それで、生活困窮者の正確な実態やＤＶの正確な実態だとか、なかなか調査する部分

ではすごく大変だとは思うんですけど、そういうことも含めたなかで、担当としては

どのように調査していこうと考えているのかというのが１点です。 

それと、そのなかでヤングケアラーに対しては今いろんな形で問題になっていると

は思うんですけれども、ヤングケアラーも対象とした形で調査していかれる項目とい

うか、考えもあるのか。その２点をお聞きします。 

健康子育てＧ主幹  まず担当として、貧困家庭あるいは虐待、ＤＶの関係で、どの

ような実態把握をするのかというところなんですが、こちらにつきましては、単純な

アンケートとかではなかなか実態把握が難しいところはございます。ただ、この実態

把握のほかに、日頃から生活困窮の方あるいはＤＶ、虐待のケースにつきましては、

担当として関わっているところですので、そちらのほうにつきましては、実態は本当

に足で行って訪問したり、あるいは相談を受けたり、そのなかから実態把握をしてい

くつもりでございます。 

また、２点目のヤングケアラーにつきましては、今年度教育委員会のほうでヤング

ケアラーの調査をしたということで聞いております。そちらのアンケート結果もこち

らに情報共有ということでいただきましたので、それらも含めてあわせて検討してい

きたいと思っております。ですので、ヤングケアラーの調査につきましては、今回の

令和５年度のこの調査には含まれておりません。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

では、１０時４０分まで休憩いたします。 

(午前 １０時２５分) 

(午前 １０時４０分) 

本間委員長  それでは休憩を閉じ会議を再開いたします。 

４款衛生費についてお願いいたします。 

保健福祉課長  予算書の８２ページから８３ページにかけてごらんください。４款

１項１目保健衛生総務費、本年度予算額１，５１９万１，０００円。母子保健事業で

は、母子健康手帳の交付、妊産婦及び乳幼児の健診や相談・家庭訪問、産後ケア事業、

出産・子育て応援事業、子育て支援アプリなどに係る経費を計上しています。８３ペ

ージ下段をごらんください。 
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２目予防費、本年度予算額３，３６２万６，０００円。８４ページにかけて、成人

保健事業では、各種がん検診実施に伴う検診料や受診券交付などの経費１，５９１万

２，０００円を計上しています。 

８４ページ下段から８５ページをごらんください。感染症予防事業では、乳幼児か

ら生徒、高齢者に対する各種予防接種に伴う委託料などの経費１，７５６万９，００

０円を計上しています。なお、予防経費では、狂犬病予防接種、畜犬登録などの経費

１４万５，０００円を計上しています。以上です。 

住民課長  次に、８５ページ下段をごらんください。３目環境衛生費、本年度予算

額８８６万９，０００円。説明欄、環境衛生経費として６３万７，０００円。次ペー

ジにかけまして、墓地管理、スズメバチ駆除に要する経費などを計上しています。 

次に、南空知葬斎組合負担金として８２３万２，０００円を計上しています。 

次に、８６ページ上段、４目病院費、本年度予算額２億８，８６０万４，０００円。

詳細は、病院事業会計予算で説明いたします。以上です。 

保健福祉課長  ８６ページ中段から８７ページをごらんください。５目保健福祉総

合センター管理費、本年度予算額４，１５４万４，０００円。保健福祉総合センター

管理経費では、あいくる全体の維持管理に係る経費を計上しています。以上です。 

住民課長  次に、８８ページ上段をごらんください。２項１目じん芥処理費、本年

度予算額１億４，４８５万６，０００円。説明欄、ごみ処理対策事業では、不法投棄

された処理困難物の処理等に係る経費のほか、南空知公衆衛生組合負担金１億９３２

万円及び道央廃棄物処理組合負担金３，３５７万２，０００円を計上しています。道

央廃棄物処理組合につきましては、焼却処理施設の建築工事・プラント工事が順調に

進んでおり、本年１１月に外構工事を除く工事を概ね完了させ、１２月からは試運転

を行い、予定どおり令和６年４月から施設稼働となる予定です。 

次に下段、２目し尿処理費、本年度予算額１，３２３万７，０００円。説明欄、し

尿等処理委託事業では、北広島市へのし尿処理事務委託に係る経費を計上しています。  

以上で、４款衛生費の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

熊木委員  乳幼児期防災備蓄品支援事業なんですけれども、令和４年度から始まっ

た防災リュックのことについて伺います。総務委員会でも、実際に現物というか、リ

ュックを持って来ていただいて、中身なども調査しました。そのなかで支給率が１０

０％にならないということとか、リュックがすごく大きくて受け取らないという人も

いるとか、そういう意見があったと思います。それで、内容の変更とか、その中に入

れるものの改善ですとか、その辺が進められているのかどうか。もし進められている

のでしたら、その内容を伺います。 

健康子育てＧ主幹  乳幼児の防災リュックについて、中身の変更ということでご質

問がありましたけれども、基本的に中身はそのまま同じものと思っております。ただ、

先日総務委員会のほうで示された、こういうものが必要だよということで、乳幼児の

リーフレットをいただきましたので、その中身につきましては中に入れて配布しよう

と考えております。以上です。 

熊木委員  変更がないということで、リュックの大きさとか、そのものも全く変更
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なしで行うということですか。あまり大きいものを持ちたがらないとか、そういうよ

うな声は少なかったからそのままということなんでしょうか。その１点お願いします。 

健康子育てＧ主幹  確かに乳幼児の防災リュックなんですけれども、かなり大きな

ものとなっております。ただ、先日母子手帳の中身が改善されまして、乳幼児の防災

時にはこういうものが必要だというものが示されております。その中身としては、今、

防災リュックの中に私たちが揃えているもののほかに、いろんなものが必要だという

ことで示されておりますので、その大きなリュックでないと中には詰められないかと

思いますので、個人によってはおもちゃが入ったりとか、あるいは離乳食が必要だっ

たりとか、個人個人で違うと思いますので、この大きさについてはそのままで、必要

なものを入れていただくというのが最善かと思いますので、変更はないようにしてい

きたいと考えております。以上です。 

熊木委員  今の説明で内容は分かりました。それで、０歳ということで令和４年度

は全員というふうにならなかったのかとも思うんですけれども、子育て支援アプリの

ほうが好評だということで、そこと絡めながらこの防災リュックの必要性ですとか、

中にこういうものを入れて常時備蓄していていくということを今もやられていると

思うんですけれども、今後もしっかり啓蒙しながら進めていっていただきたいと思い

ます。これは要望です。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  ８８ページのごみ処理対策費の関係でお伺いいたします。ここで不法投

棄云々というような形で書いているんですけども、不法投棄といわず、以前にも一般

質問をしたこともあったんですけども、中樹林のほうでは道路まではみ出して冷蔵庫

だとかいろんな回収したものを置いているという業者がありまして、それに対してど

のような指導をしているんだということを聞いたことがありました。それで、そこは

それなりにされているという答弁でありましたけども、ほかに１２区のほうに行くと、

冷蔵庫ではなくて、車をその宅地の敷地内だけでなく道路にまで、それもまた舗装で

はない砂利道の狭い道路の両サイドに、車をばっと置くということをやっている業者

がいます。地域の人たちも、生活道路をそんな形で使用しているということで、結構

不満を漏らしたりしているんですけども、それに対して町ではどのような指導をされ

ているのか、その辺りについてお伺いしたいと思います。 

環境交通Ｇ主幹  ただいまの１２区のほうの車の関係ですけれども、道路の通行障

害ということで、こちらは土木グループと我々住民課の交通安全のほうと連携し、南

幌駐在所、警察署のほうとも常時情報交換いたしまして、警察とともに注意・指導と

いうことも過去に行ってきております。ただ、注意・指導した時には、撤去・移動を

していただけるんですけれども、またしばらくするとちょっと道路にはみ出て停めら

れていることがあると。ただ、ずっと放置してはいないということで、日中は道路に

出ているんですけど、夜になると敷地内にしまっているということで、なかなかその

辺が違法的な指導の対象になってこないということです。定期的に我々もパトロール

して見て、もしそういう違反的なものがありましたら、警察とともにお願いするとい

うことをしてきてございます。以上です。 

石川委員  実際に地域の人たちからも、生活道路であり、またそこを通らなかった
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らトラックの方が通過できない、物を配送できないという形での苦情も来ているそう

です。冬の間も、除雪の関係ではそこを除雪する方も結構苦労しているというふうな

ことを聞きます。今のお話では、言っても一旦撤去するけどもまた元に戻ってくると。

何か中樹林でやっている業者と同じような手口かなと、つながっているのかなという

感じもするんですけれども、いずれにしても、同じようにいたちごっこになったとし

ても、やはりもう少し厳しく対処していただかなければ、なかなかその住民からの苦

情には応えられていないのかなという感じがするんですよね。彼らも法律をうまくか

いくぐってやっているのかなという感じもあるんですけれども、その辺りも調べて、

もう少し厳しく対応していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

本間委員長  これは要望でよろしいですか。 

石川委員  はい。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

志賀浦委員  関連して聞きたいのですが、今の８８ページのごみの関係なんですけ

ど、ごみ処理対策用備品を１４３万円計上しているんですけど、この内容を教えてい

ただけますか。 

それと、少し戻りますが先ほどの防災リュックの話で、せっかく中身に入っている

手帳は前回示したんですけども、それに対して検討してくれているということで、い

いことだと思ってはいます。今、委員会のなかでもなかなか手帳をつくるのに苦慮し

ていて、まだでき上がっていない状況なんですけど、３月、４月にはできるかどうか

わからないという感じで、行政として出す場合には中身の文言整理がすごく難しいな

と思っているんですよね。それで、もし保健福祉課でつくって入れていただけるので

あれば、委員会のなかで無理してつくり上げなくても、協力していければいいのかな

と思うんですけど、その辺の方向性だけ教えていただけますか。 

環境交通Ｇ主査  まず、ごみ処理対策事業のごみ処理対策用備品なんですけれども、

こちらは美園地区と東町地区にごみステーションを５か所設置予定をしておりまし

て、そのごみボックス新設用の備品になります。以上です。 

健康子育てＧ主幹  防災リュックのリーフレットを考えていくうえで、議員さんの

間でリーフレットを検討しているということでしたので、こちらとしては、リュック

のほかに防災のマップと、あとは必要なものを一覧にして出しているので、それに付

け加えて、少しリーフレットの中身を入れようとは思っていました。ただ、議員さん

が思っている、もしつくられているものがあれば、それもあわせて入れさせていただ

きたいと思っておりますので、どちらがつくるかというところについては要相談でと

思っておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

志賀浦委員  今のごみ処理備品はごみ箱だということで、分かりました。これから

何か所増えていくのか、かなりの数になるのかなと思うんですけれど、よろしくお願

いいたします。  

それで、今の防災リュックのほうなんですけど、できれば中身はすり合わせができ

ればいいなと思っているんですけど、時間的に今期は難しいのかなと思っていて、何

とか形だけはつくって、来期に向けて引き渡していきたいなと思っています。避難場
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の中のことが一つと、あとはＱＲコード付きのアプリを５、６か所付ければ皆使いや

すいのかなとは思っているんですよね。それは地域にあったようなＱＲコード付きの

ものを出せばいいかなというふうに思っているので、それはまた次の総務委員会とす

り合わせしていただければ、何とか４月までには形だけでもつくっていきたいなと思

って、よろしくお願いします。 

本間委員長  要望でいいですね。ほかにありませんか。 

西股委員  まず予算書の８３ページ、子育て支援アプリの利用料で１４２万６，０

００円ということなんですが、現在までにこれを利用されている方と今後の見込みの

関係を教えてください。 

健康子育てＧ主幹  まず子育てアプリの見込みについてというところなんですけ

れども、今年度、南幌町出産子育て応援事業ということで、令和４年の補正から始ま

って、年度またがりで令和５年度につきましてもこの出産子育て応援事業を進めてお

ります。この事業なんですけれども、出産応援ギフト、子育て応援ギフトということ

で５万円ずつ渡る事業なんですが、それとあわせまして、妊娠期から出産・子育て期

までの切れ目ない支援ということで、この子育てアプリを利用しまして、相談、ある

いは質問票などを、アプリを通してやりとりできるような形をとらせていただいてお

ります。その関係で、令和４年よりもランニングコストが増えてございます。こちら

につきましては、メリットとしましては、出産後に質問票を通して面談あるいは保健

師との相談などをしたうえで、ギフト、要は５万円が当たるわけなんですけれども、

そのアプリを通してスムーズに行うというメリットがございます。また、今回の令和

５年度につきましては、オンラインで相談のできるサービスについても始める予定で

ございます。ただ、こちらにつきましては数がある程度揃わなければ、稼働していく

のは少し先の話になるかと思うんですけれども、そのようなアプリの利用が今後出て

くる予定でございます。見込みなんですけれども、妊娠中からの妊娠届出が終わった

方については、全てアプリの登録をしていただきます。今年度につきましては、出産

の防災リュックの時に必ず確認をしておりましたが、令和５年度につきましては妊娠

届出時から、このアプリを通して質問票あるいはその５万円というものが関連付けら

れますので、早い段階からのアプリの登録を見込んでございます。ですので、見込み

としましては、現在１５０件のユーザー数があるわけなんですけれども、今のところ

１歳児がほとんどで、０歳児・１歳児のほとんどの方がアプリを利用してございます。

今後につきましては、妊娠届出が出た方が順次増えていく見込みですので、２００件

以上はユーザー数として出てくる見込みでございます。 

西股委員  今、説明の中でランニングコストが増えているということなんですが、

これはどのような感じのものが増えているのでしょうか。 

健康子育てＧ主幹  現在使っております子育て支援アプリなんですけれども、本人

が登録して、そして南幌町の子育て情報を一方的に流していたというのが現状なんで

すが、今度更新されるものにつきましては、個人の特定ができます。個人情報なども

もちろんクリアしたうえで行うわけなんですけれども、個人が特定できますので、そ

こでオンラインでの相談もできますし、あるいはこちらからの情報として、予防接種

の状況ですとか、乳幼児健診、あるいは歯科検診などの予約も今後そこでできる状況
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になると思われます。以上です。 

西股委員  アプリのソフト自体が変わるということで理解してよろしいんですか。

今までのものからみて、そういうような形に切り替わるということでランニングコス

トが増えるという解釈でよろしかったでしょうか。 

健康子育てＧ主幹  アプリ自体、本体は変わるものではございませんが、バージョ

ンアップしまして、いろんな機能が増えていくということで解釈していただいて構わ

ないと思います。 

本間委員長  ほかに質疑はありませんか。 

内田委員  ごみについてなんですけれども、先日議会報告懇談会がありまして、そ

のあとに女性何人かにお話を聞きました。道央廃棄物処理組合のことについてお話を

聞いて、ピンクの袋の中に生ごみが入れられるんだよね、燃やせるんだよねと。それ

は願望も含めて、何か大半はそういう考えがあるんだなということが分かったんです

けれど、令和５年度にかけて、次の来年度に組合が開業することに当たって変わりな

いということの説明、対策はどう考えておられるのでしょうか。そしてやっぱりいろ

いろ今高齢者は、分別などにだんだんと苦労しているということで、やはりそういう

老人会などに行って説明することも必要かなと思うんですけれども、行政としての考

えを伺いたいと思います。以上です。 

環境交通Ｇ主幹  道廃棄物処理組合にあわせたごみの対応ということですが、燃え

るごみに生ごみを入れてもいいという話は、我々担当としては住民からそういう問い

合わせ等があったことがないものですから、そういう認識をされているということ自

体を今現在まで聞いておりませんでした。ですので、６年の開設から変わらず、南空

知公衆衛生組合のほうで同じごみの取り扱いということに今現在なっていますので、

引き続きごみの分別だとか手帳についても、新しく転入された方にもその辺は説明し

て配付しております。引き続き変わらない内容で周知はしていきたいと思っておりま

すが、特別変わりませんということのアナウンスは今のところは考えておりません。

以上です。 

内田委員  特別変わらないというのは、私もごみの勉強をして初めて分かったんで

すけど、ただ願望としてはやっぱり札幌のように、何でも入れられるようになるんだ

よねという声もあるものですから、今のところそういう声はないということで、私も

そういうお話をいただいた時は説明しますけれど、ある程度の行政側の覚悟というか、

そういったものも必要かなと思います。高齢者は広報等に折り込みが入っても、なか

なか読める力とのがだんだんと弱くなってきているので、やはり口頭で何かの機会を

みて、地域担当制とかそういったものでも、やっぱりごみ問題はこれからの本当に問

題ですから、なるべくそういったものを利用して周知していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

本間委員長  ほかに質疑がなければ、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はい

の声） 

それでは、職員の入替えがありますので暫時休憩いたします。 

（午前 １１時０７分） 

（午前 １１時０８分） 
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本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

次に審査順序５番、介護保険特別会計の説明をお願いいたします。 

保健福祉課長  それでは、議案第１７号 令和５年度南幌町介護保険特別会計予算

の説明をいたします。初めに歳出の説明をいたします。１５ページをお開きください。 

１款１項１目一般管理費、本年度予算額１９７万７，０００円。介護保険事務全般

に要する費用を計上しています。 

次に、２項１目賦課徴収費、本年度予算額６７万円。介護保険料の賦課徴収に要す

る費用を計上しています。１６ページをごらんください。 

３項１目認定調査等費、本年度予算額６１９万１，０００円。介護支援専門員報酬、

主治医意見書など、認定調査に関する費用を計上しています。１７ページをごらんく

ださい。 

２目認定審査会共同設置負担金、本年度予算額２４６万円。栗山町、由仁町の３町

で共同設置している審査会の負担金を計上しています。 

 ４項１目計画策定委員会費、本年度予算額４８万５，０００円。介護保険事業計画

の進捗状況における評価及び令和６年度から８年度までの第９期計画を策定するた

めの策定委員会６回開催分の費用などを計上しています。 

２款１項１目居宅介護サービス給付費、本年度予算額２億７４０万円。要介護１か

ら要介護５までの方が居宅で利用できるサービスの給付費を計上しています。１８ペ

ージをごらんください。 

 ２目地域密着型介護サービス給付費、本年度予算額１億７，９６０万円。グループ

ホームや認知症対応型デイサービス等による給付費を計上しています。 

次に、３目施設介護サービス給付費、本年度予算額２億９，７２０万円。食費、居

住費を除いた特別養護老人ホームなどの施設入所に係る給付費を計上しています。 

４目居宅介護福祉用具購入費、本年度予算額１２０万円。福祉用具購入に係る給付

費を計上しています。 

５目居宅介護住宅改修費、本年度予算額１８０万円。住宅改修に係る給付費を計上

しています。 

６目居宅介護サービス計画給付費、本年度予算額３，３４０万円。居宅で介護サー

ビスを利用する際のケアプラン作成料を計上しています。１９ページをごらんくださ

い。 

２項１目介護予防サービス給付費、本年度予算額２，４８０万円。要支援１と要支

援２の方が居宅で利用できるサービスの給付費を計上しています。  

 ２目地域密着型介護予防サービス給付費、本年度予算額２０万円。要支援認定者が

利用できるグループホームや認知症対応型通所介護の給付費を計上しています。 

３目介護予防福祉用具購入費、本年度予算額４０万円。要支援認者の福祉用具の購

入に係る給付費を計上しています。 

４目介護予防住宅改修費、本年度予算額１８０万円。要支援認定者の住宅改修に係

る給付費を計上しています。 

５目介護予防サービス計画給付費、本年度予算額４２０万円。居宅で介護予防サー

ビスを利用する際の、ケアプラン作成料を計上しています。２０ページをごらんくだ
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さい。 

 ３項１目審査支払手数料、本年度予算額７０万円。介護サービス並びに介護予防サ

ービス等の審査支払手数料を計上しています。 

４項１目高額介護サービス費、本年度予算額１，９００万円。 

２目高額介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、サービス利用の

負担限度額を超えた部分について支給する給付費を計上しています。２１ページをご

らんください。 

５項１目高額医療合算介護サービス費、本年度予算額３８０万円。 

２目高額医療合算介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、１年間

に支払った介護と医療の自己負担額の合計額が限度額を超えた場合に支給する給付

費を計上しています。 

６項１目特定入所者介護サービス費、本年度予算額２，２９０万円。 

２目特定入所者介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、食費、居

住費の自己負担に伴う低所得者に係る給付費として計上しています。なお、保険給付

費全体では３．７％、２，８５４万円の増額となっています。２２ページをごらんく

ださい。 

 ３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、本年度予算額９３１万２，００

０円。要支援１・２の予防給付の訪問介護と通所介護や住民主体のサービスなどに係

る経費を計上しています。 

２２ページから２３ページにかけて、２目介護予防ケアマネジメント事業費、本年

度予算額９９万５，０００円。予防給付における個々の計画作成に係る経費を計上し

ています。２３ページをごらんください。 

３目一般介護予防事業費、本年度予算額５００万６，０００円。主に健康な高齢者

が取り組める介護予防事業に係る経費を計上しています。２４ページをごらんくださ

い。 

 ２項１目包括的支援事業費、本年度予算額５２万８，０００円。総合相談や権利擁

護、介護支援専門員の資質向上に要する研修会負担金を計上しています。 

 ２目在宅医療・介護連携推進事業費、本年度予算額４万９，０００円。在宅医療と

介護を一体的に提供するため、医療関係者と介護事業者との連携を進めていくもので、

本年度も南空知４町での研修会を予定しています。 

３目生活支援体制整備事業費、本年度予算額３９９万５，０００円。主に生活支援

コーディネーター配置に要する経費で、社会福祉協議会に事業委託しています。 

４目認知症総合支援事業費、本年度予算額３７万９，０００円。認知症の方や家族

に対し、早期診断・早期対応に向けた支援を行うとともに、認知症の方を地域で支え

るための経費を計上しています。 

 ２４ページから２５ページにかけて、５目地域ケア会議推進事業費、本年度予算額 

１５万円。地域包括ケアシステムを推進するため、自立支援型地域ケア会議の充実を

図るための研修会開催に係る経費を計上しています。２５ページをごらんください。 

６目任意事業費、本年度予算額９８３万円。シルバーハウジングの生活援助員や家

族介護者への支援、配食サービスなどに係る経費を計上しています。２６ページをご
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らんください。 

 ４款１項１目介護給付費等準備基金積立金、本年度予算額３，０００円。基金及び

利子を積み立てるものです。  

 ５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、本年度予算額１５万円。被保険者が所

得更生を行った場合などに過年度分の保険料の還付が発生するため、実績を考慮し計

上しています。 

 ２目償還金、本年度予算額１，０００円。科目設定でございます。２７ページをご

らんください。  

６款１項１目予備費、本年度予算額１００万円。前年同額で計上しています。 

続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２９ページをごらんください。１

特別職です。本年度、その他特別職２２名で、事業計画策定委員９名と地域包括ケア

推進会議委員１３名の報酬２４万９，０００円を計上しています。３０ページをごら

んください。 

一般職です。本年度、会計年度任用職員１名に係る報酬など合計で３０８万８，０

００円を計上しています。 

 続きまして歳入の説明をいたします。９ページをお開きください。１款１項１目第

１号被保険者保険料、本年度予算額１億６，４８４万９，０００円。１節現年度分で

１億６，４６４万９，０００円、第１号被保険者数２，７１８人、収納率９９．０％

で計上しています。２節滞納繰越分２０万円。実績を考慮し計上しています。 

続きまして、２款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億４，２９８万７，

０００円。１節現年度分で１億４，２９８万６，０００円、施設等給付費の１５％、

居宅給付費の２０％を計上しています。なお、２節過年度分につきましては、１１ペ

ージの道支出金まで科目設定としていますので、説明は省略させていただきます。 

次に、２項１目調整交付金、本年度予算額４，４７１万円。施設等給付費及び居宅

給付費の５．５％分、地域支援事業費（総合事業分）の５％分を計上しています。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、本年度予算額３０５

万７，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の２０％を計上しています。１

０ページをごらんください。 

３目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、本年

度予算額５７３万７，０００円。包括的支援事業・任意事業費の３８．５％を計上し

ています。 

４目保険者機能強化推進交付金、本年度予算額１１６万円。令和４年度の取組実績

に応じた交付金額を計上しています。 

 ５目介護保険保険者努力支援交付金、本年度予算額１５５万７，０００円、介護予

防、健康づくり等に資する取組みを重点に行う市町村に対して交付されるものであり、

令和４年度の取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

続きまして、３款１項１目介護給付費交付金、本年度予算額２億１，５７３万１，

０００円。 

２目地域支援事業交付金、本年度予算額４１２万７，０００円。１目、２目ともに

給付費および事業費の２７％を交付金として計上しており、財源は第２号被保険者の
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保険料でございます。１１ページをごらんください。 

４款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億１，６６９万円。施設等給付費

の１７．５％、居宅給付費の１２．５％の道負担分を計上しています。 

続きまして、２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、本

年度予算額１９１万１，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％

を計上しています。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業、

本年度予算額２８６万９，０００円。包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を

計上しています。１２ページをごらんください。 

 ５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額１，０００円。介護給付費等準備基金

積立金の利子を計上しています。 

 続きまして、６款１項１目介護給付費繰入金、本年度予算額９，９８７万５，００

０円。施設等給付費並びに居宅給付費の１２．５％の町負担分を計上しています。  

２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業、本年度予算額１９１

万円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％を計上しています。 

３目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援、本年

度予算額２８６万８，０００円。包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を計上

しています。 

４目低所得者保険料軽減繰入金、本年度予算額１，１６２万円。別枠公費による繰

入金で、保険料第１段階から第３段階の方に対する軽減分でございます。 

５目その他一般会計繰入金、本年度予算額１，１７８万２，０００円。歳出の１款

で説明しました総務費のうち総務管理費、 徴収費、介護認定審査会費、計画策定委

員会費の事務費を一般会計負担として計上しています。１３ページをごらんください。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、本年度予算額６７０万４，０００円を計上

しています。 

続きまして、７款１項１目繰越金、本年度予算額２００万円。令和４年度繰越金を

見込み計上しています。 

続きまして、８款１項１目第１号被保険者延滞金、２項１目第三者納付金及び２目

返納金、予算額それぞれ１，０００円につきましては科目設定でございます。１４ペ

ージをごらんください。 

３目雑入、本年度予算額３万３，０００円。地域支援事業の利用者負担金などを計

上しています。 

 以上、歳入歳出本年度予算額８億４，２１８万１，０００円、前年対比で３，０１

３万８，０００円の増額でございます。 

以上で、議案第１７号 令和５年度南幌町介護保険特別会計予算の説明を終わりま

す。 

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

佐藤委員  資料２５ページの、南幌町「食」の自立支援事業ですけれども、今こう

いう社会情勢で、物価や電気代などが高騰しているんですけれども、こういうことを

見込んでの予算なのか、また、そうでなければ今業者のほうから値上げの話などが出
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ていないのか。また、値上げの話が出てきた時には、利用者の負担はどうなるのかな

ど、担当のほうでもし話し合われた内容があれば教えていただきたいと思います。 

高齢者包括Ｇ主査  高齢者包括グループと事業を委託して行っております南幌町

社会福祉協議会、またその受託者とともに、令和５年度からの料金の変更についての

打ち合わせは済んでおります。そのなかで料金改定としましては、普通食が４０円の

料金の上昇、それから普通食おかずのみというものも４０円の変更があるということ

で、打ち合せは済んでおります。この事業は、利用者負担額半額、町負担半額として

の事業ですので、この４０円分の増額につきましては、半分が利用者負担で２０円の

増額という見込みで、予算策定前に打ち合わせをしています。利用者の方につきまし

ては、南幌町社会福祉協議会から今月中にお知らせをするということで、準備を整え

ております。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。１食４０円ということになれば、１か月になる

と結構な負担になると思うんですけれども、高齢者の皆さんは本当に年金をいただき

ながら利用しているという方も多いですし、そういう部分では、うちの町の負担率を

もう少し上げて、高齢者の方々の負担を少し抑制するとか、そういうお考えはないの

でしょうか。 

高齢者包括Ｇ主幹  今の金額の今後の変更をというお話だったのですが、今のとこ

ろ利用者負担の方々から、どうしても高くて利用できないんだというお声がまずない

ことと、やはり利用されている方のなかで月曜日から土曜日までの利用が可能なんで

すけれども、例えば全日、月曜日から土曜日まで使っている方ではなくて、週に２回

とか３回とか利用されている方もおりまして、それぞれ１か月で掛かる個人負担額は

違うんですけれども、ただ、今後もしその物価高騰でさらに増えていく、高くなって

いくようであれば、検討することも視野に入れなければいけないかなと思っているの

ですが、現段階では町負担を増やすということは考えていないのが現状です。 

佐藤委員  分かりました。本当に今町のほうから負担していただいているというこ

とで、大変ありがたいという声は多く聞いておりますが、なかには朝きたお弁当を朝

昼晩と３回に分けて食べないと生活が苦しいという方もいらっしゃるんですね。そう

いう部分では、やっぱり今後どれだけ物価が高騰していくかが今見えない状況なんで

すけれども、そういうところも考慮して今後みていただきたいなと思いますので、要

望で終わります。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

熊木委員  １点伺います。地域支援事業のところで、地域づくりサロンや快足シャ

キッと倶楽部など、いろいろやられているんですけれども、快足シャキッと倶楽部に

ついて伺います。今、コロナ禍で回数が減ったりしているのかと思うんですけれども、

これからコロナが終息してくると、また増えてくるのかなと思いますが、参加してい

る方から、高齢化予防としても週２回参加したいという声がありました。それで、人

数の関係で今は週１回しか行けないんだよねと。独居の方は朝起きても誰にもおはよ

うとも言えないと。だからそういう意味でも、そこに行くと声も掛けて運動もできる

ので、ぜひ２回やってほしいんだというような声がありました。それで、令和５年度

の計画では、快足シャキッと倶楽部は増やすとかそういうものがあるのかどうか伺い
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ます。 

高齢者包括Ｇ主査  地域支援事業の快足シャキッと倶楽部の、令和５年度の取り組

み予定を報告いたします。まず、令和４年度の実績なんですけれども、令和４年度は

１３２回この事業を計画しておりました。残念ながら、コロナ感染症が猛威を振るっ

ていた８月、９月が事業を閉鎖、中止せざるを得なかったために、令和４年度の実績

予定としては、１３２回中１０７回の実績を見込んでおります。令和５年度の体制に

ついてですが、町民が快足シャキッと倶楽部をとても楽しみに来ていただいている状

況を目や耳にしています。ですが、コロナ感染症がまだ完全に収束の状態に至ってい

ないために、やはり運動の時の距離等を鑑みますと、どうしても今、実際にあいくる

ホールでの事業につきましては、コロナの前は週に２回来ていただいていたのですが、

今は感染対策の一つとして、会場の広さとの兼ね合いで、どうしても週１回、火曜日

か金曜日を選んでいただいている状況になっております。担当としましては、完全に

終息するまではもう少し気が緩められないのかなと思っていまして、町民の声も得て

いるところなんですが、令和５年度につきましては、現体制で１３２回を予定してい

るところです。以上です。 

熊木委員  やはりこの地域支援事業で、こんなに町民に喜ばれている事業だという

ことはあいくるのほうでも分かっていると思いますし、そういう声も寄せられている

と思います。コロナ終息の状況をみながら、もし途中からでも増やせるものであれば、

そういう要望にぜひ応えてほしいと思いますので、要望します。 

本間委員長 ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

職員が抜けますので、暫時休憩いたします。 

（午前 １１時３７分） 

（午前 １１時３８分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

続きまして、審査順序６番、国民健康保険特別会計、関連議案としまして、議案第

１１号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についての説明をお願

いいたします。 

住民課長  それでは、議案第１３号 令和５年度南幌町国民健康保険特別会計予算

の説明をいたします。初めに、歳出の説明をいたします。予算書１３ページをごらん

ください。１款１項１目一般管理費、本年度予算額２６８万９，０００円。各業務シ

ステム保守をはじめ、国民健康保険全般に係る事務処理経費を計上しています。 

２目連合会負担金、本年度予算額９５万円。北海道国保連合会への負担金を計上し

ています。 

次ページ、２項１目賦課徴収費、本年度予算額６９万３，０００円。国保税の納税

通知書印刷や収納手数料などの経費を計上しています。 

次に、３項１目運営協議会費、本年度予算額１７万６，０００円。国保運営協議会

委員９名分の報酬、費用弁償などの経費を計上しています。 

次ページ、４項１目医療費適正化対策事業費、本年度予算額７７万５，０００円。

特定健診受診勧奨や保健指導に係る職員時間外勤務手当、ジェネリック医薬品の利用
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促進に係る経費などを計上しています。 

次に、５項１目収納率向上対策事業費、本年度予算額３４９万３，０００円。次ペ

ージにかけまして、滞納データ整理などに係る会計年度任用職員一般事務報酬、職員

時間外勤務手当などの保険税収納率向上対策に係る経費を計上しています。 

続きまして、２款１項１目療養諸費、本年度予算額５億７，６４７万５，０００円。

北海道国保連合会に対する、入院、入院外、歯科、調剤などに関する療養給付費負担

金５億７，０００万円、補装具制作などに関する療養費負担金５００万円を、それぞ

れ実績に基づき必要額を計上しています。 

次に、２目高額療養費、本年度予算額８，３２０万円。次ページにかけまして、被

保険者の高額療養費に係る保険者負担分の経費として高額療養費負担金８，３００万

円、高額介護合算療養費２０万円を、それぞれ実績に基づき必要額を計上しています。 

次に、３目出産育児諸費、本年度予算額３００万２，０００円。出産育児一時金と

して、１件当たり５０万円、出産予定件数６件を見込み計上しています。なお、同時

審査いただきます、南幌町国民健康保険条例の一部改正におきまして、１件当たりの

支給金額について現行４２万円を改正後５０万円と８万円の引き上げを見込み計上

しています。 

次に、４目移送費、本年度予算額１０万円。医師の指示による緊急的な移送に係る

費用として移送費交付金を計上しています。  

次に、５目葬祭諸費、本年度予算額４５万円。葬祭費として１件当たり３万円、１

５件分を見込み計上しています。 

次に、６目傷病手当金、本年度予算額３０万円。傷病手当金は、新型コロナウイル

ス感染症の感染等により療養し、給与等の支払いを受けることができなくなった場合

において、一定期間に限り、傷病手当金を支給するもので、支給額は、国から示され

た算定式に基づき支給します。 

続きまして、３款国民健康保険事業費納付金につきましては、北海道において決定

された通知額をそれぞれ計上するものです。 

 １項１目医療給付費分、本年度予算額２億９５８万５，０００円。一般医療給付費

分として計上しています。 

次ページ、２目後期高齢者支援金等分、本年度予算額５，８７０万６，０００円。

後期高齢者支援金等分を計上しています。 

次に、３目介護納付金分、本年度予算額２，２８３万８，０００円。介護納付金分

を計上しています。 

 続きまして、４款１項１目共同事業拠出金につきましては科目設定です。 

続きまして、５款１項１目、特定健康診査等事業費、本年度予算額１千８百３０万

６千円。２０ページ上段にかけまして各医療保険者に義務付けされている、特定健康

診査及び特定保健指導などに係る経費を計上しています。特定健診受診率向上対策と

して、健康ポイント制度などの費用のほか、北海道及び国保連合会並びに市町村の共

同事業で、特定健診等データをＡＩ等により分析し、効果的・効率的な受診勧奨を行

う、特定健診受診率向上支援共同事業の経費を計上しています。なお、令和５年度は、

新たに医療機関に通院中の方で健診未受診者のデータ分析を行います。 
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次に、２０ページ中段、２項１目保健衛生普及費、本年度予算額３９０万３，００

０円。被保険者の健康づくりのため人間ドック健診事業などへの助成、医療費通知、

高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌の予防接種助成に係る経費を計上しています。 

次ページ、６款１項１目基金積立金、本年度予算額１万円。国民健康保険事業特別

会計基金利子積立分を計上しています。 

続きまして、７款１項１目財政安定化基金償還金につきましては、科目設定です。 

続きまして、８款１項１目保険税等還付金、本年度予算額７０万円。保険税の過年

度還付金として計上しています。 

次に、２目保険給付費等交付金償還金及び３目その他償還金につきましては、科目

設定です。 

次ページ、２項１目直診施設勘定繰出金、本年度予算額３００万円。直診施設勘定

繰出金では、病院事業会計繰出金として、道保険給付費等交付金のうち、直診施設整

備に対する特別調整交付金分を町立病院へ繰出すもので、本年度は、財務会計システ

ムの更新に係る補助金相当額を計上しています。 

 次に、９款１項１目予備費、本年度予算１００万円。前年度同額で計上しています。 

以上で 歳出の説明を終わります。 

続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２３ページをごらんください。 

１特別職です。本年度、その他特別職９名で、国保運営協議会委員の報酬１５万６，

０００円を計上しています。次ページにまいります。 

２一般職です。本年度、会計年度任用職員６名に係る報酬５２３万円。期末手当５

１万８，０００円、共済費９５万１０００円と、住民課、税務課及び保健福祉課職員、 

計１１名分の時間外勤務手当１４３万４，０００円、合計で８１３万３，０００円を

計上しています。次ページ以降については、その内訳などとなっておりますので説明

を省略させていただきます。 

続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。１款１項１目

国民健康保険税、本年度予算額１億９，９８６万２，０００円。１節から３節につき

ましては、現年課税分として、いずれも必要額を見込み収納率９７％で計上していま

す。４節から６節につきましては、滞納繰越分として、いずれも実績を考慮して計上

しています。なお、２節後期高齢者支援金分現年課税分については、令和５年３月末

に予定されている地方税法等の改正に伴う課税限度額の引き上げを見込み計上して

います。 

 続きまして、２款１項１目手数料につきましては、科目設定です。 

次ページ、３款１項１目災害臨時特例補助金、本年度予算額１，０００円。科目設

定です。 

 次に、２目出産育児一時金補助金、本年度予算額３万円。歳出で説明いたしました

出産育児一時金の支給額８万円の引き上げについて、保険料財源で対応する分のうち、

令和５年度に限り１件当たり５，０００円が補助金として交付されるものです。 

 続きまして、４款１項１目保険給付費等交付金、本年度予算額６億９，１３３万７，

０００円。１節保険給付費等交付金（普通交付金）、６億６，３２２万４，０００円、

本町の保険給付の実績に基づき北海道から交付され、本町から国保連合会などに対し、
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保険給付費として支払うものです。２節、保険給付費等交付金（特別交付金）、２，

８１１万３，０００円、説明欄、保険者努力支援分では、特定健診・保健指導の実施

などの取り組みの指標に対する交付として、４８３万１，０００円、特別調整交付金

分（市町村向け）では、医療費適正化に係る費用などに対する交付として、１，４４

０万４，０００円、道繰入金（第２号分）では、レセプト点検や収納率向上対策、特

定健診受診率、個別指導の積極的な取組に対する、いわゆるインセンティブ分として、

６８８万円、特定健康診査等負担金では、特定健診に係る負担分として、１９９万８，

０００円をそれぞれ計上しています。 

次に、２項１目財政安定化基金交付金につきましては、科目設定です。 

 次ページ、５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額１万円、国民健康保険事業

特別会計基金積立金の利子分を計上しています。 

 続きまして、６款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額７，２３９万円。一般会

計繰入金については、国が定める一般会計が負担すべき繰入基準に基づき計上してい

ます。説明欄、国民健康保険基盤安定繰入金５，４９２万７，０００円の内訳としま

しては、保険税軽減分として、応益分の軽減相当額を公費により財政支援するもので、

財源は道４分の３、町４分の１で、３，５６５万５，０００円です。また、保険者支

援分として、保険税軽減の対象者数に応じて公費により財政支援するもので、財源は

国２分の１、道４分の１、町４分の１で、１，９２７万２，０００円です。いずれも、

補助金は一般会計の歳入で受け、町負担額とあわせて、本特別会計に繰り入れるもの

です。次の、未就学児均等割保険税繰入金は、未就学児均等割保険税５割の軽減措置

に対する公費負担分で、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、５１万５，

０００円を計上しています。 

次の、国民健康保険財政安定化支援事業繰入金は、市町村国保の財政安定化のため、

地方交付税で措置され、一般会計から国保会計へ繰り入れるもので、１，１７７万６，

０００円を計上しています。 

次の、国民健康保険出産育児一時金等繰入金は、出産育児一時金の支給額８万円の

引き上げ分を含めて、歳出の出産育児一時金の３分の２となる２００万円を計上して

います。 

次の、国民健康保険事務費繰入金は、国民健康保険事務に係る経費のうち、繰入基

準に基づき３１７万２，０００円を計上しています。 

続きまして、２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、本年度予算額２，５

３２万８，０００円。国民健康保険財政の安定化を図るため財源調整分を計上してい

ます。参考としまして、令和５年度末基金残高は１億２，６５６万３，０００円とな

る見込みです。 

次ページ、７款１項１目繰越金、本年度予算額１００万円。令和４年度からの繰越

金を見込み計上しています。 

 続きまして、８款１項１目延滞金から、２項２目過誤払給付費返納金までは、科目

設定です。 

 次に、３目雑入、本年度予算額３９万２，０００円。特定健診に係る一部負担金を

計上しています。   
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 以上、歳入歳出それぞれ、本年度予算額９億９，０３５万５，０００円、前年度対

比で４，２２５万４，０００円、４．５％増額の予算編成となっています。 

以上で、議案第１３号 令和５年度南幌町国民健康保険特別会計予算の説明を終わ

ります。 

 

続きまして、関連議案の議案第１１号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する

条例制定につきまして説明をいたします。 

別途配布しています、議案１１号資料、新旧対照表をごらんください。 

初めに、改正の概要について申し上げます。本条例の制定につきましては、健康保

険法施行令等の一部を改正する政令が令和５年２月１日に公布され、出産育児一時金

の支給額が８万円引き上げられたことに伴い、政令にあわせて他の医療保険と給付の

差が生じないよう、本条例の一部を改正するものです。新旧対照表、左側が改正後の

新条例、右側が改正前の旧条例、下線の箇所が改正部分です。 

第６条、出産育児一時金。第１項の規定について、４０万８，０００円から８万円

引き上げ、４８万８，０００円に改め、ただし書きに規定する産科医療補償制度掛金

分の１万２，０００円とあわせて総額を５０万円とするものです。 

附則として、第１項、施行期日。この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

第２項、経過措置。この条例の施行の日前の出産に係る南幌町国民健康保険条例第

６条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 

以上で、関連議案、議案第１１号の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。 

次に審査順序７番、後期高齢者医療特別会計の説明をお願いいたします。 

住民課長  それでは、議案第１８号 令和５年度南幌町後期高齢者医療特別会計予

算の説明をいたします。初めに、歳出の説明をいたします。予算書９ページをごらん

ください。１款１項１目一般管理費、本年度予算額１３４万６，０００円。システム

保守など一般事務に係る経費を計上しています。 

次に、２項１目徴収費、本年度予算額４３万５，０００円。保険料納入通知書の印

刷、郵送料や収納手数料などの経費を計上しています。 

次ページ、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額１億２，２

８４万９，０００円。ここでは、広域連合の構成員である市町村が納付する負担金を

計上しています。説明欄、事務費負担金の内訳は、均等割が１４２万１，０００円、

７５歳以上の高齢者人口割が１６０万円、市町村人口割が１８１万８，０００円とな

っています。次の保険料等負担金につきましては、本町が徴収する保険料と延滞金を

広域連合へ納付するものです。次の保険基盤安定負担金につきましては、低所得者の

保険料軽減分を広域連合に納付するもので、財源につきましては、北海道が４分の３、

本町が４分の１をそれぞれ負担し、いずれも一般会計で措置をしています。 

続きまして、３款１項１目保険料還付金、本年度予算額１２万円。実績を考慮して

前年度同額を計上しています。 

続きまして、４款１項１目予備費、本年度予算額１０万円。前年度同額で計上して
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います。 

続きまして、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。１款１項１目

後期高齢者医療保険料、本年度予算額８，４４９万５，０００円。１節現年度分８，

４４６万５，０００円、２節滞納繰越分３万円です。後期高齢者医療保険料は、広域

連合が算定したもので、予定収納率は１００％で計上しています。なお、保険料につ

きましては、都道府県単位で計算され、２年毎に見直されます。令和４年度、５年度

の保険料率は同一となっています。 

続きまして、２款１項１目手数料につきましては、科目設定です。 

続きまして、３款１項１目事務費繰入金、本年度予算額６７２万円。事務費繰入金

のうち町業務分につきましては、歳出で説明しました、総務費と予備費の合計額を計

上しています。広域連合共通経費分につきましては、歳出の広域連合納付金のうち事

務費負担金と同額を計上しています。 

次に、２目保険基盤安定繰入金、本年度予算額３，３５１万３，０００円。歳出の

広域連合納付金のうち、保険基盤安定負担金と同額を計上しています。保険料軽減額

を町が４分の１、道が４分の３の割合で負担するものです。道の４分の３の負担額は、

一般会計の歳入で受け、町負担額とあわせ本特別会計に繰り入れし、歳出で一括、広

域連合に納付するものです。 

次ページ、４款１項１目繰越金、本年度予算額１，０００円。令和４年度からの繰

越金として科目設定しているものです。 

続きまして、５款１項１目延滞金につきましては、科目設定です。 

次に、２項１目雑入、本年度予算額１１万９，０００円。実績を考慮して計上して

います。 

以上、歳入歳出それぞれ本年度予算額１億２，４８５万円。前年度対比で５２５万

８，０００円、４．４％増額の予算編成となっています。 

以上で、議案第１８号 令和５年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終

わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑を終了させていただきます。それでは、午後１時１５分まで休憩いたします。 

 

（午後 ０時０１分） 

（午後 １時１５分） 

 

本間委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開させていただきます。なお、議長も

出席されております。 

審査順序８番、５款農林水産費について説明をお願いいたします。 

農業委員会事務局長  予算書８９ページ下段から、９０ページ上段となります。５

款１項１目農業委員会費、本年度予算額６４８万６，０００円。農業委員会運営経費

として６０２万１，０００円。事務局経費として４６万５，０００円を計上しており

ます。 

産業振興課長  予算書９０ページです。予算資料は１４ページから１５ページにか
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けてになりますので、あわせてごらんください。２目農業振興費、本年度予算額５億

５，５０１万２，０００円。農業振興経費では、総合農政推進協議会開催経費、農業

気象情報システム運営負担金、農業関係団体への負担金補助金など１７１万１，００

０円を計上しています。 

次に９１ページ下段から次ページにかけて、有害鳥獣対策事業では、実施隊員１０

名の報酬、個体処理手数料、捕獲業務委託料、狩猟免許取得支援助成金など３２７万

９，０００円を計上しています。 

次に、経営所得安定対策事業では、農産物の生産目標の調整や確認を行う南幌町農

業再生協議会の補助金として２８１万円を計上しています。 

次に、耕地利用高度化推進事業では、各地区の圃場整備完了後に生じる農地補修に

係る農機具の導入経費として１，９３７万９，０００円を計上しています。１７節備

品購入費のレーザーレベラーは、三重地区、鶴城２期地区に、補助暗渠基は、鶴城１

期、２期地区にそれぞれ１台を導入する予定です。 

次に、農業振興補助金交付事業では、南幌町農協が取り組む重点施策事業に対する

補助金として４００万円を計上しています。 

次に、農業経営高度化促進事業では、農地、農業水利施設の整備に伴う農家負担軽

減措置の負担金と、工事に伴う休耕による農家の所得損失の補填のための負担金とし

て２億９，７７８万５，０００円を計上しています。令和５年度より新たに暁第３地

区の採択により増額となっています。なお、財源措置として歳入予算を道補助金で２

億１，１８７万６，０００円、起債で４，７２０万円、総額２億５，９０７万６，０

００円を計上しています。 

次に、スマート農業推進事業では、ＲＴＫ基地局の回線利用料として１０万２，０

００円を計上しています。 

次に、農業制度資金利子補給事業では、平成２４年度までに認定農業者が借入れを

行った農業経営基盤強化資金の利子補給補助金として１９３万８，０００円を計上し

ています。 

次に、担い手育成対策事業では、農婚塾負担金や４Ｈクラブ活動補助金のほか、新

規就農に対する支援として、国の農業次世代人材投資事業補助金、町独自のふるさと

就農促進給付金、担い手育成対策奨励金などの経費として５２５万１，０００円を計

上しています。 

次に、地産地消活動推進事業では、農産物加工センターの管理経費、キャベツキム

チ町民還元事業経費など３１６万３，０００円を計上しています。次ページにかけて、

１２節委託料、農産物加工センター指定管理料では、高騰している電気料の上昇分を、

町と指定管理料で折半するもので、増額計上するものです。 

次に、都市との交流と販路拡大事業では、グリーンツーリズム事業をはじめ、町内

外に本町の農産物をＰＲする経費として７６万３，０００円を計上しています。予算

資料１４ページ下段をごらんください。農産物のＰＲは、これまで日本ファイターズ

主催ゲームにおける農産物の提供にてＰＲしてまいりましたが、新たに北海道ボール

パークＦビレッジの開業に伴う近隣市町村の農産物提供ＰＲ事業に参加するととも

に、本年新たに建設されます移住体験住宅の利用者や、知名度向上事業におけるラジ
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オ放送視聴者プレゼントとして農産物を提供し、ＰＲを図ってまいります。 

予算書９４ページに戻ります。中段から次ページにかけて、食育活動推進事業では、

食育推進計画策定委員会開催経費をはじめ、小学生によるバケツ稲づくり学習や子育

て支援米支給業務経費、外部講師による食育講演会のほか、新たに包括連携協定を結

んだ北海道文教大学との連携事業などの経費として５５６万１，０００円を計上して

います。 

次に、多面的機能支払事業では、農業が有する多面的機能の維持・発揮を目的に、

分水区ごとに組織されている３つの活動組織への支援交付金と推進事務経費として、

１億９，７１６万５，０００円を計上しています。なお、財源措置として、歳入予算

の道補助金で１億４，７９１万３，０００円を計上しています。 

次に、環境保全型農業直接支援対策事業では、環境保全を重視した営農活動の普

及・推進を目的に取り組む農業者への補助金と推進事務費として１，２１０万５，０

００円を計上しています。次にまいります。 

３目農地費、本年度予算額３億８，２９２万９，０００円。次ページにかけまして、

土地改良事業経費では、道営経営体育成基盤整備事業、三重地区ほか４地区の換地業

務経費、水利施設管理強化事業補助金のほか、令和４年度より継続する南７線排水路

改修工事などの経費として３億７，７７９万１，０００円を計上しています。なお、

大きく増額している理由は、１８節負担金補助及び交付金の経営体育成基盤整備事業

負担金でありまして、高規格道路工事に伴う鶴城地区の農道補償工事分の負担費用で

ございます。なお、この負担金の財源措置は、国から補償費として、歳入予算の雑収

入にて、負担金同額の２億７，５７０万５，０００円を計上しています。９７ページ

上段にまいります。 

農業集落排水事業特別会計繰出金は、特別会計予算で説明いたします。続いて１０

０ページ下段にまいります。 

２項１目林業振興費、本年度予算額２２７万１，０００円。林業振興経費では、防

風林監視人に対する報酬、野ねずみ駆除薬剤散布業務、町有林の倒木等処理経費のほ

か、地域材活用推進事業として、森林環境譲与税交付金を活用する、町内企業が製作

する道産木材を使用した道具箱を小学１年生に贈呈する経費として２２７万１，００

０円を計上しています。以上で、農林水産業費の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

西股委員  ２点お伺いします。まず振興基金の関係だったんですけれども、町のほ

うから４００万円と農協のほうからの２，０００万円の全体で２，４００万円くらい

で以前は運営していたのですが、今回生産資材費等がかなり高騰してきているという

ことで、この振興基金のなかで農協のほうと何か補助できるような形を組めないかと

いうような協議等はしていかなかったのかというのが１点です。 

それともう１点が、資料１５ページの食育活動推進事業の子育て支援米の関係なん

ですが、現在きたくりんを出していると思うんですけれども、これが今、若干数量が

少なくなってきているというような話を聞いております。そういうなかで、今後どう

いうふうに捉えてやっていくのかなと。また以前のようにななつぼしに切り替えてや

るかどうかというところを、どのように考えているのかお聞きします。以上です。 
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農政Ｇ主幹  まず、振興基金の振興補助金の関係ですけれども、生産資材の高騰に

つきましては、昨年肥料高騰ということで、国の対策と道の対策を実施しています。

町としても、営農緊急支援事業として４，０００万円の支援をして、そこに農協が上

乗せする形で昨年も実施しています。それで、この形については、毎年同じ形で実施

することはできないと思っております。今後は価格高騰に対する直接支援という形で

はなく、生産コストを下げる取り組みですね。堆肥の利用ですとか、土壌診断による

適正な施肥といった取り組みに対しての支援という形に変わっていくということで、

農協と話をしております。農協の中期３か年計画のなかで、土壌改良による生産性の

向上という取り組みで、石灰質資材の投入、それとケイ酸質資材の投入といった取り

組みを現在農協で考えております。それとあわせて、土壌診断にも今力を入れており

まして、土壌診断による化学肥料の過剰な投入を防ぐ、それによって生産コストを下

げていくといった取り組みを農協のほうで考えていますので、今後、農業振興補助金

のなかでその部分をどう支援していくかというのは、農協と検討していきたいと思い

ます。 

それと、子育て支援米のほうですけれども、子育て支援米については現在食育を目

的に事業を実施しております。食育を目的にということで、化学肥料と農薬を削減さ

れたお米ということで、今はピュアライスの選択をしています。ピュアライスのなか

でも、ななつぼしときたくりんがありますけれども、きたくりんのほうが病気に強く、

使用する薬剤が少ないということで、より安全・安心なお米ということで、現在きた

くりんの支給をしています。この考え方については今も変わっていませんけれども、

西股委員言われたように、生産の面からみるときたくりんの作付が減ってきている状

況になっています。令和４年の支給についても、きたくりんを確保できずに、一部な

なつぼしの支給を実際しております。現在町内でつくられているお米の品種の作付の

視野で見ても、きたくりんの１番多い時が７、８年前になりますけれども、全体の１

２％程度きたくりんの作付がされておりましたけれども、現在は６％を切っている状

態になっています。今の水田農業の情勢から考えても、直播品種ですとか、飼料用米

の品種が増えることが想定されますので、きたくりんの作付というのは今後も減って

いくだろうと思います。で、これを考えると、現在きたくりんの支給は続けますけれ

ども、今後支給する品種については変更を検討せざるを得ない状況だと考えておりま

す。以上です。 

本間委員長  よろしいですか。 

西股委員  はい。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

内田委員  ２点伺います。まず有害鳥獣のキツネについてなんですけど、知り合い

がキツネに噛まれたということで入院しました。餌付けしているんじゃないかという

声もあるんですけれども、そういう情報が町のほうに寄せられているのか。また、テ

レビだったか新聞だったか忘れましたけど、エキノコックスに対して、キツネに餌の

ような薬なんですかね。そういうエキノコックスを退治するようなものを撒いて、安

全なキツネにしようという取り組みがどこかでされていたこともありましたから、そ

ういったことについてのお考えを伺います。 
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それともう１点はバケツ稲づくりなんですけど、これはずっと前に私が議員になり

たての頃、大変失礼なこと言って、大きな農村地帯なんだから、こういう小さなこと

要らないんじゃないかと言ったことがあって、ずっと自分を責めておりましてね。役

場の前にバケツがあったりして、だったらこれは、これからははれっぱのどこかに置

いたらどうなのかなというのが自分の考えなんですけれど、それについての考えと、

改めて学習したいんですけど、バケツ稲をつくる過程というものを教えていただきた

いと思います。以上です。 

農政Ｇ主幹  まずキツネの関係ですけれども、市街地でキツネに噛まれたという情

報は把握しておりますけれども、市街地の対応については基本的に住民課の対応にな

りますので、我々としては対応をしていない状況となっています。農業被害でみます

と、ここ近年キツネが極端に増えているですとか、キツネの被害が増えているといっ

た状況にありませんので、特別増えている状況ではないのかなと思います。我々とし

ては農業被害の防止で行っておりますので、エキノコックスのことに関しては猟友会

の方に、エキノコックスに限らず病気には気をつけて捕獲をしていると思いますので、

特別な対応というのはとってない状況になっています。 

それとバケツ稲ですけれども、現在小学校４年生を対象にバケツ稲学習ということ

で行っておりまして、１人１つのバケツに土を入れて水を入れて手でこねて、普通の

水田と同じように、農家からいただいた稲を植えるという作業を行っております。そ

れで、そのあと１０月に鎌で稲刈りを行って、学校のほうで乾燥しておいてもらって、

１１月に脱穀、もみすり、精米といった流れで事業を行っております。今、コロナの

関係があっておにぎりにして食べるというのは行っていないんですけれども、農作業

の一連を小学校４年生に学んでいただくと。そして小学校５年生になった時には、学

習田のほうで、実際に田んぼで稲を植えて稲刈りをするといった事業を行っておりま

す。それと、何年か前だと思いますが、役場の前に置いておいたバケツ稲ですけれど

も、ちょっと管理も大変なので数年置いていませんが、はれっぱのほうにどういった

形で置けるかは検討していきたいと思います。以上です。 

内田委員  キツネに関しては分かりました。把握しているということで、市街地で

もよく見るようになったので増えているのかなという思いがありましたけど、極端な

そういうことはないようなので、それは理解しました。 

それと、小学校４年生のバケツ稲は私も本当にとんでもないことを言ったなと、ず

っともう反省はしていたんですけれど、それが４年生、５年生と続いていっていると

いう、そういう学習のことは、やはり何かこうはれっぱでもそういう写真なり文書な

りを、前に秩父別に行った時に、そういう様子の写真をパネルで展示してありました。

そういった機会も、担当課がどうなのか分かりませんけれど、できるものならやって

いただく機会があればいいなと思います。以上です。答弁は要りません。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  ９５ページの農地費の土地改良事業の関係でお伺いいたします。先ほど

の説明で、今回鶴城地区のほうに、国から道央圏連絡道路の関係で買収があるという

ことで、２億７，５００万円のお金が入るというようなお話でありました。既に鶴城

地区は１地区と２地区に分かれていて、ちょうどその道路を境にして分かれていると
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いうふうには聞いているんですけども、今年度買収されるということになると、あそ

こはまだその区分けの測量がされてはいないから、しっかりとした買収用地とそうじ

ゃない土地の工事というのはされていないけども、これから今年中にされるというよ

うな形で進むんでしょうか。作付というのも今年を境にして変わるというふうな形で

進められるのか、その工事の進め方についてお伺いしたいと思います。 

そしてもう１点ですけれども、１００ページの林業振興費の関係です。かつての大

風で防風林が相当倒木したということで、私のほうでも何とか早く切らなかったらほ

かの木も傷むよというような話をしたんですけども、近年、去年といい一昨年といい

伐採してくれています。ただ、その伐採の仕方というのがすごい切り方で、ばさっと

端の１列を残すだけで中をほとんど切ってしまって、それで、そのあとすぐ木を植え

てくれてはいるんですけれども、大胆に切ってしまうことによって、冬の間にすごい

吹き込んだりして、もう防雪の効果がなくなっているということで見えているかと思

います。私もあそこまで大胆に切るのかなという感じもしたのですが、ほかの木の影

響もあるからそういうやり方をされるんだろうとは思ったんですけども、ある程度計

画を組んでああいうふうな形で進められているのか、あれがまた延長で、例えば１０

０メートル切って、また隣の１００メートルもと順々に一気に流れていってしまうと、

結構吹雪の影響なんかも相当影響を受けると思います。その辺りは道有林でしたか国

有林でしたか、向こうのほうなので、直接町で手掛けているわけではないんでしょう

けども、向こうとはどのような形で連絡、説明を受けながらやっているのか、その辺

りについてお聞かせいただきたいと思います。 

農政Ｇ主幹  まず１点目ですけれども、道央圏連絡道路の補償の関係になります。

用地買収については、令和４年度中に全て終わっております。令和４年度中に、国道

本線の線形も補償用地についても確定したということになっております。それで、そ

れに伴って令和５年から工事を実施していくことになります。町のお金というのは、

この国道本線によって支障となる町の農道ですとか、排水路を国道本線の外に移設す

る工事の費用になっております。今お話のありました鶴城１期地区で、今用地買収さ

れた所の区画整理をして、農地の形を整えて用排水路を再配置するということになり

ます。この工事については令和５年から着工して、道営事業の予算の都合もあります

けれども、令和５年で８割から９割を終えて、残りを令和６年で完了させるという予

定になっております。道営事業でやりますので、令和５年については場所毎によりま

すけれども、既に作付できない所と、麦だけは作付できた所とがあります。その辺に

ついては地元と協議済みになっています。 

それともう１点防風林の関係で、町有林の整備なんですけれども、費用負担はない

ということで、道の治山事業を活用して整備を進めてきております。進め方について

は道の事業ですので、道の林務課、それと技術的な協力をしていただいている森林組

合と調整しながら、防風林の整備を進めてきております。治山事業費用は掛からない

んですけれども、小規模な整備ということで少しずつしか進めないことがあります。

本当は例えば全部伐採するのではなくて、半分ずつ列ごとに伐採して、残り半分ずつ

やるというやり方がとれればいいんですけれども、限られた予算のなかでできるだけ

進みたいということで、それと、追っかけ翌年には植栽をしていきたいという作業性
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も考えて、できるだけ交通や営農に支障がないように両側だけ残して、できるだけ中

を伐採していくというやり方をとっています。確かに道路を走る面では不便だと思い

ますけれども、限られた予算でできるだけ早くということで、このような考え方にな

っているということです。以上です。 

石川委員  分かりました。まず買収の関係ですけれども、あくまで既に農地の買収

が終わっているので、この２億何千万円というのは、それは農家に払うのではなくて、

町側の農道やその整備費という形ということですね。理解しました。いずれにしまし

ても、あそこを境にではなくて、あそこはあくまで鶴城１地区というエリアの中だっ

たということで、２地区は少し離れた場所なんですね。いずれにしましても、早く完

了してほしいというところであります。 

それと伐採の計画の話ですけれども、内情については理解しましたが、そのあと例

えば今年はどの辺を切るだとか、そういった話というのはもう聞いているんでしょう

か。私としましては、例えば１４号の部分から１００メートルくらい切ってしまって

いるんだけども、引き続きまたその続きを切るのか。やはりひどい所を重点とする場

合にはある程度飛び飛びになると予想はされるんですけど、そういう計画として、あ

と何年掛かりくらいで、あそこの例えば１５線地区をやられるつもりなのかというの

を聞いていれば教えていただきたいと思います。 

農政Ｇ主幹  治山事業で整備する箇所ですけれども、限られた予算ですので、点的

にといいますか、続けていくということはちょっとできなくて、ひどい所を選定して

整備をしているということになります。今年も、面積でいいますと５反程度になりま

す。それで、来年以降も毎年できても５反程度の整備しかできませんので、現地の状

況を夏から秋にかけて確認して、森林組合と北海道と協議して場所を決めていくとい

うことになります。５反程度の進みですので、この先３、４年では終わらないと思い

ますけれども、町の負担はありませんのでできる限り治山事業で進めたいと思ってお

ります。それと、あわせて保安林の指定がかかっていますので、国の保安林の補助金

を使えないかということも引き続き道と協議を進めております。なかなかうまくいき

ませんけれども、進めておりますので、整備については少しずつということになって

いくと思います。以上です。 

熊木委員  資料１４ページの担い手育成と、それから地産地消に絡めて質問します。

現在直売所とかがいろいろあるのと、あとは朝市の状況なんですが、参加する戸数が

減ってきているのではないかなと思うんですけれども、それに対する対策というか、

大きな農家、それから生産法人、それから個人の農家とありますけれども、やはり野

菜をつくって直売所に持ってくるという方々が減少傾向にあるということは、やはり

そこを担い手育成も含めて、何か支援制度を考えていくべきではないかなと思うんで

すよね。それから今、南幌町に新しい人も入って、それからボールパークとかいろい

ろなものができることで、南幌を通っていくという方々がすごく増えると思うので、

毎週日曜日の朝は朝市で、たくさんの農家さんがいろいろ持ってきた新鮮な野菜を買

えるというようなＰＲですとか、それはすごく大事だと思うんですよね。そして、こ

れはいいのかどうかわからないんですけども、家庭菜園とかでも結構いろんな野菜を

つくっている方がいますので、例えばそういう方々もそこで直接販売できるような、
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そういうコーナーも考えていくというようにしたら、もっといろんな人が参加して、

農産物だけではなくて、パンだとかいろんなものが売られるような形になると賑わう

し、需要もあるのではないかなと思うので、その辺を今後どのように考えているのか

伺います。 

農政Ｇ主幹  朝市の関係ですけれども、今言われたように以前は７軒から８軒出て

おりましたけれども、今は４軒から５軒ということになっています。今、参加してい

ただく戸数が増えるように、農協青年部ですとか４Ｈクラブのほうに声を掛けている

状況です。それと、個人の農家さん、新規就農されたような方で直売が必要な方にも、

毎週じゃなくても月に１回でも年に１回でもいいので出店できないかということで

交渉して、増えるように努力はしております。それで、ＰＲの関係ですけれども、新

球場もありますけれども、今はれっぱもありますので、花市も含めてなんですけれど

も、そちらのほうでも開催したりですとか、ＰＲしたりということができないかは検

討していきたいと思っております。それと家庭菜園のものについては、品質の面がち

ょっと我々も確認できませんので、やはり安全安心ないいものを売りたいということ

もありますので、今のところ家庭菜園のものを出すことについては考えていません。

以上です。 

熊木委員  その家庭菜園のものを出せるかどうかというのはちょっと難しいのか

もしれないんですけれども、基幹産業が農業の町で、この町に来ると南幌町でつくっ

た新鮮な野菜が買えるということがもっともっと広がれば、いろんな形のイベントと

いうか、今、農猿さんがやってくれていますけども、それもやっぱり１年に１回とか

２回ですよね。それが毎週のようにそういうことがあるということが大きなことにつ

ながると思うので、それは今後ぜひ検討してほしいなと思います。 

それで、資料の農業振興補助金交付事業のなかに、野菜の新規作付とか新品種導入

に対する支援とあるんですけれども、この新品種というのはどういうものを指してい

るのか、ちょっと分からないのでそれを教えてほしいのと、例えば今、いろんな野菜

ができていて、いろんな野菜に取り組んでいる方も多いと思うんですよね。ですから

そういう珍しい野菜とかも朝市とかで並ぶというふうになると、またすごく脚光を浴

びると思うので、その辺について、この支援がどのようなものなのか分からないので

まずその説明と、それから、そういうような考えも一緒に伺いたいと思います。 

農政Ｇ主幹  農業振興補助金のなかの野菜の新規作付ですが、現在米とか麦しかつ

くっていない方、野菜をつくっていない方が、新たに高収益野菜に取り組むといった

ことに対する補助になります。新品種についても、同じキャベツ、同じ麦でも何でも

そうですけれども、品種がたくさんありますので、新しい品種に取り組まれる方に対

する支援ということになります。例えばピーマンなんかでも、土でつくるピーマンば

かりじゃなくて、溶液栽培といった取り組みも新しく始まっていますので、そういっ

たことに対する支援ということになります。それと新しい珍しい野菜ということです

けれども、販路を確保するという意味では、もし売れるようなものであれば、朝市で

も出していくことは可能だと考えております。以上です。 

熊木委員  可能だということで、それでやっぱり今後少しずつ変わっていく必要が

あると思うんですよね。ですから例えば、朝市とかそういう所に、野菜ソムリエとか
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が南幌町内にもいらっしゃると思うので、そういう方々が参加できるような形にして、

この野菜を使ってこういう料理ができますよということも、ほかの産直とかに行くと

割とそういう所もあったりして、そこでいろんな情報を得て、またリピーターで行く

というのを聞くので、ぜひ南幌は地の利もいいので、そういうようなことを目指して

ほしいなと思いますので、要望します。 

本間委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

それでは質疑を終了いたします。 

続きまして審査順序９番、６款商工費についてお願いいたします。また、同時審査

として統計調査費についても説明をお願いいたします。 

産業振興課長  予算書１０１ページになります。予算資料も同じく１５ページから

１６ページになりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。６款１項１目

商工振興費、本年度予算額３，９０３万５，０００円。商工会運営助成事業では、商

工会が実施する経営改善普及事業と地域振興事業に対する補助金として８０５万７，

０００円を計上しています。 

次に、観光協会運営助成事業では、町長杯争奪パークゴルフ大会経費、観光協会特

販所常駐職員配置経費、観光協会サポートアドバイザー業務委託など、観光協会の運

営に対する補助金として４９５万９，０００円を計上しています。 

次ページにかけて、中小企業資金利子補給事業では、中小企業への負担軽減対策と

して、北海道中小企業総合振興資金融資に対する中小企業総合振興資金利子補給補助

金として、新型コロナ関連融資に対する中小企業等経営支援利子補給補助金として１

５３万６，０００円を計上しています。 

次に、南幌温泉経費では南幌温泉指定管理料、町民無料入浴券配布事業の負担金と

して１，６８０万円を計上しています。前年度予算より減額する主な経費は、新型コ

ロナウイルスによる運営の影響に対する指定管理上乗せ分と、温泉改修に伴う工事実

施設計費であります。なお、１２節委託料の指定管理料では、高騰する電気料に対す

る不足分を、町と指定管理者で折半するもので、増額計上するものでございます。 

次に、地域おこし協力隊設置事業では、令和３年度に採用した観光情報の収集・発

信や観光資源の利活用などに取り組む地域おこし協力隊員の配置に要する経費４８

０万円を計上しています。 

次ページにかけて、商工振興経費では、南空知４町広域連携事業で行う消費生活相

談窓口業務などの負担金をはじめ、北海道そらちグルメフォンドイベント負担金、空

き店舗活用支援事業補助金など２８８万３，０００円を計上しています。 

続いて、２目ふるさと物産館管理費、本年度予算額１，６４１万９，０００円。ふ

るさと物産館管理経費では、施設の管理・運営並びに維持管理に係る経費として１，

６４１万９，０００円を計上しています。昨年度予算より増額する理由は、１０節エ

ネルギー高騰による水道・光熱費の増加であります。以上で、商工費の説明を終わり

ます。 

続いて、総務費、統計調査費を説明いたします。予算書６６ページをごらんくださ

い。２款５項１目統計調査費、本年度予算額２６万円。統計調査経費では、定期的に

実施される法定統計調査の経費として２６万円を計上しています。以上で、統計調査
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費の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

熊木委員  南幌温泉のことについて伺います。南幌温泉の大改修について、今まで

何度か全員協議会のなかで資料でも説明されて、先日、最終ということで報告を受け

ました。それで、今回の予算には南幌温泉の改修に関するものは金額としては載せら

れていないと思うんですけれども、その理由はなぜかということと、それから先日説

明を受けた南幌町中期財政推計では、令和５年度の事業として南幌温泉改修事業が７

億円という形で載っています。これは設計とかそういう部分についても、新年度予算

には計上しないものなのか、その辺のことが理解できないので、まずそこの説明をお

願いしたいと思います。 

商工観光Ｇ主幹  今の予算の部分なんですけれども、今までご説明していましたと

おり、実施設計に当たっての検討チームを行いまして、あらかた内容が決まって、そ

れを実施設計の委託業者のほうに振っている状態です。ですから予算としてはまだ上

がってきていないという状態で、新年度予算に反映できておりません。新年度予算と

しては、金額が確定次第補正による対応もしくは作業工程等をアンビックスのほうと

も詰めなければいけないので、その開始時期をいつにするかというのが今後の話にな

るかと思います。以上です。 

熊木委員  今、実施設計分についても確定まだしていないという説明だったんです

けれども、何でもこの後の補正でというのが、どうなんでしょうか。これだけの金額

が掛かるだろうということで、すぐに実施設計しても金額が確定しないのかもしれま

せんけれども、予算のなかではかなり大きな部分を占めると思うんですよね。ですか

ら、やはり何らかの形で、予定分というか、そういうものがあって然るべきだと思う

んですけれど、そこは私の考えがおかしいでしょうか。そこの実施設計できちんと出

ていないから出されないということなのか、もう１度確認します。それと、先ほどの

説明で南幌温泉の委託料とかそういうなかには、全くこの分とかは入っていないとい

うことですよね。それも確認します。 

それから、南幌温泉に関しては、明日・明後日とまた休館というふうになっていま

すが、温泉のほうには料金の改定については早々に張り出しましたよね。だけれども、

実際には何回も故障でいろいろ休みということがあって、町民だけではなくて、町外

から来る方についてもすごく不満が大きくなっていると思うんですよね。こういうな

かで、改修して今よくなりますというようなことも何もないまま、料金だけ上がると

いうことでは、入館者が大きく減ると予想されますよね。そういうことに対して、何

ら対策をきちんとすべきではないかなと思うんですけれども、その考えを伺います。 

産業振興課長  まず実施設計のお話については、これまでの全員協議会のなかでお

話をさせていただいて、その実施設計の委託の期間が本当は令和４年度中にでき上が

ると。そのでき上がるのが、本来であれば１１月に上がってきて、それをこの令和５

年の予算に上げるというのが基本の考え方にはなるのですが、実施設計を委託するに

当たって、まず根本的な我々の考え方を検討チームで協議して、皆様方にご説明して、

それでなおかつ温泉とも協議してというやりとりをしていくなかで、１１月までに実

施設計の経費を上げるということができないというように業者さんから言われたも
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のですから、何回かの説明の時に、改めて実施設計が固まった時にはご説明もするし、

次年度予算の補正で上げさせてもらうというご説明は１度させていただいた経緯が

ございます。そういう観点で、加えて令和５年度当初の予算では上げられませんとい

うご説明も入れているんですけども、そういう考えでございます。ですので、今実施

設計して再度調整をしたものが、今年度末に数字として出てきます。実施設計すると

したらこのくらいの経費でやりますという数字が出ます。それを新年度の補正予算で

上げさせてもらうというのが、先ほどの商工観光Ｇ主幹の説明です。ですので、当初

予算は先ほど言ったとおり、今年度中の実施設計が時期的に間に合わないものですか

ら、当初予算には出せないので、令和５年度の補正で上げさせてもらうという、何回

も同じ説明になってしまうんですけども、そういう考えでございますので、ご理解を

いただければというふうに考えています。 

今回の予算につきましては、前回の全員協議会でもお話ししましたように電気料が

上がります。その分の負担金を、電気料等値上げ分で対応させていただきたいと。エ

ネルギー高騰分の費用を値上げの分で対応して、その値上げでも足りない部分の残金

を町とアンビックスで折半するので、指定管理料を若干上げさせてもらいますという

説明をさせていただいたかと思います。それで、その部分については当初予算、令和

５年度のこの予算のなかに指定管理料として上乗せさせていただいているという形

になります。かつ、今のこの３月の休館日、年明けから１月、２月、３月と休館させ

てもらっています。皆様方のご説明をしながら、町のアンビックスに対する要望もあ

って、実際我々としても指導としてというか、指示として、やはりお客様にご利用し

ていただくものですから、しっかりと配管や湯量の部分ですとか、そういうのを指示

しています。実際配管の修繕を何回も皆様方にもご説明させてもらって、補正をさせ

てもらったりする機会が令和３年度、４年度と多かったかと思います。そういう部分

の指導も含めて、実際アンビックスさんに言わせていただいていますので、アンビッ

クス側としても、やはり休館をとったなかで対応するという形のあらわれで、休館日

を設定させていただいているところでございます。なおかつ大規模改修の部分、これ

からやりますという部分については、改めて実際にやる方向でご説明をしていますけ

ども、確実にやるという段階で改めてアナウンスをするという考えでいたものですか

ら、そこの点を、今すぐに改修してよくなりますよというようなメッセージはまだ出

せていなかったという状況です。 

熊木委員  その経過は今説明されたんですけれども、私が先ほど言ったのは、料金

の改定はすぐ張り出します。それにも関わらず、その後も何回か休んでいますよね。

そういうので、利用する方の不満は高まっていると思うんです。それを放置しないで、

やはりまだ議決もされてはいないけれども、大改修についての検討チームができて、

何回も説明とかがあったわけですから、やはり町としては、この温泉をどのようにし

ていくのかというようなことは、やはり周知する必要があると思うんですよね。そう

しないでおいて、入館者が減ってしまって一気に戻るかといったらなかなか厳しいん

じゃないかと懸念するので、その辺は、そのことも含めて本当は検討チームのなかで

やられるべきだったのかなと思うんですけれども、何か考えがあれば伺います。 

産業振興課長  そのアナウンスをかける部分でございますが、先ほど申し上げまし
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たとおり、改修を確実に来年度しますということも言えないという考えで、アナウン

スしないという状況でございますので、実際に改修する方向が決まれば、当然そうい

うアナウンスをしていく考えにはなっていきますので、その点はご理解いただければ

というふうに考えてございます。検討チームのなかでは、そこの部分はこの改修に当

たっての話だったので、さらに温泉の利用者に伝えるということになろうかと思うん

ですけれども、それはまだ難しい判断で、我々としてはまず検討チームのなかではそ

ういう話もしませんし、我々も温泉の利用者に対してのそこの部分については、先ほ

ど言ったような考え方で、アナウンスはしていないということです。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

西股議員  コロナ関係で去年は予算があったということで生活応援チケット等の

事業をやっていたのですが、今年度その予算をみていないというような形なんですが、

今後どのように考えていくかという点についてお聞きします。 

それと空き店舗活用事業の関係だったのですが、これは今までの事業に乗っかって

オープンしたという店舗ですね。これの継続というのがどのようになっているのかと

いうことについてお聞きしたいと思います。 

商工観光Ｇ主幹  まずチケット関係です。緊急経済支援事業になろうかと思います

けれども、当初予算としては、令和５年度は国のほうの動きが特になくて、当初予算

としては見送る形となっております。ただ、今後においても国や道の補助金等の動き

を注視しながら、何か動きがあれば即対応していきたいというふうに考えております。 

もう１点、空き店舗のほうなんですけれども、平成２９年から行いまして、現在ま

で８件扱っております。８件のうち継続しているのが５件、それと閉店が２件、縮小

が１件という内訳となっております。以上です。 

西股委員  応援チケットの関係等については、何かあればまたお知らせしていただ

きたいなというふうに思います。やはり急になくなると、苦しむところもあると思う

ので、商工会の活性化のためにも少し検討していただいたほうがいいのかなと思いま

す。 

それと空き店舗の関係だったんですけれども、これは２９年からやっているという

ことになってくると、１０年以内の中で辞められているところも出てきているという

ことなんですが、これらに何かルールというのはあるのかをお聞きしたいと思います。

ただ単純に開店の時に補助をして、やめるのもそのままでいいよという感じになって

いるかどうかということです。 

商工観光Ｇ主幹  空き店舗ですが、規則としてはまず申請していただくに当たって、

企画書的なものをつくっていただいて、それを商工会のほうに協議していただきます。

商工会のほうで中身を精査していただきまして、それの意見書を付して、町のほうに

申請が上がると。その後、１年間継続してやっていただくことが条件になっておりま

す。その途中の段階でもし閉店となった場合については、補助金の全額返還というよ

うな規則になっております。今までの部分で、１年以内にやめたというのは今のとこ

ろ上がっておりませんので、その１年後についてからのルールというのは特別設けら

れていないのが現状です。以上です。 

西股委員  せっかくつくった事業のなかで、辞められているだとか休まれていると
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いう所があるので、もう少し商工会のほうに働きかけをして、支援できるような形と

いうか、何か技術的な策を商工会のほうでも出していただくような形で、継続してい

ただけるようにしていただいたほうがいいのかなと思います。商工会でそれだけ査定

して送ってきているんだから、それだけの責任をある程度持っていただきたいなとい

うように思いますので、伝えておいてください。これは要望です。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

内田委員  中小企業資金利子補給事業について、昨年からみたら減っていますけど、

これはある程度件数が同じなのか減っているのか、そして商工会としては、コロナ禍

で無利子・無担保のものを結構借りて、そして返済に入ってきています。それで、や

はりこの辺を少し広げていただくと助かると思うんですけれども、この内容というの

は設備資金、運転資金、そういうふうに選別されているものなんでしょうか。それを

教えていただきたいと思います。 

商工観光Ｇ主幹  中小企業の資金の利子補給なんですけれども、金額が減っている

部分につきましては、償還が完了されている企業さんたちが何件か出ておりますので、

その継続分が減っているというところと、新規で受ける予定の件数が前回でいきます

と５件、今回で４件ということで、１件分減っているというのが金額の減になります。

中身につきましても、感染症の影響により借入れを行った事業者に対してこれを行う

ものということですので、ご理解いただけたらと思います。以上です。 

内田委員  それは大変ありがたいなと思うんですけれど、今西股委員もおっしゃ

ったように、まだまだとても厳しい状況ですね。ですから利子補給というのを少し

条件を緩和されて、そういった余裕といいますか、そういったものが考えられない

のか、何かしら広げるというようなものを考えていただければと思うんですけど、

町のほうで考えているようなことはないのでしょうか。 

産業振興課長  先ほどの西股委員のお答えもあわせる形になるかと思いますけど、

そういうお店がちょっと行き詰まった方については商工会に相談されていますし、そ

ちらの相談内容によっては融資継続、新たな融資ですとか、そのようなお話もされて

いますし、逆にそのような情報も我々も聞いています。そのなかで、なおかつ我々の

支援分としては、利子補給分で道が行っている部分だとかで、例えば我々はこれで予

算をみさせていただいていますので、設備だとかいろんな幅があるのかということで、

一応何でもいいという、今コロナの部分の内容になってございますので、ただそれが

今コロナの部分の影響でまた国と道の動きも変わってくるかと思いますので、こちら

は商工会さんとも協議しながら、新たな支援というのは、ちょっと我々はこの部分で

支援をしていきたいという考えなので、そこはご理解いただきたいと思います。以上

です。 

内田委員  それでは最後に今後のことなんですけれど、例えば空き店舗は随分前か

らの施策なんですけれど、１店舗でもいいので誰でも申請したら使えるような店舗に

していただけたら、例えば私なら１か月借りてできるとか、そういうのが栗山町であ

ったと思うんです。カレー屋さんとかで借りて、そして今度は開業をする足場にする

というか、そういった新たな１店舗を、そういう次の人のために準備できるような店

舗としてつくるというようなことを、今後検討いただけるものならいただきたいなと
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思います。これは要望です。 

商工観光Ｇ主幹  ただいまの１か月程度のフリー店舗の扱いかと思いますけれど

も、当方としては、今のビューローの軽食コーナー、あちらのほうが貸し出せますの

で、試しでやっていただきたい方々で今も使われている方々がいらっしゃいますし、

びっしりというわけにはいかないんですけれども空いた曜日がありますので、そちら

のほうで試しに使っていただけたらなというふうに思って、そういった相談のある方

にはそのようなお話をさせていただいております。以上です。 

佐藤委員  予算資料の１６ページ、観光振興事業なんですけれども、この予算費用

は令和４年が４０万円、令和５年が４８万８，０００円ということで、この事業内容

が３点書いているんですけれども、これ以外に何か町をＰＲする事業だとか、そうい

うのは考えてはいないんでしょうか。 

商工観光Ｇ主幹  こちらの観光振興事業ですけれども、基本的にはこれに書いてあ

るとおりの部分しかやってはいないのですが、それ以外で観光協会のほうでＰＲ活動

等を行っておりますので、当方としてはそちらのほうを主体としてやっていく、もし

くは周りとの連携についてはこちらの観光振興事業で行っていくというような形で

考えております。以上です。 

佐藤委員  観光振興事業というくらいですから、ここに書いているように町外から

観光客を呼び込み、知名度向上と地域活性化を図りますという、そういう事業に対し

てのこの予算だと思うんですけれども、今後、今年ははれっぱもできますし、ボール

パークもできます。そういうなかで、本当にこのくらいの予算費で、事業として足り

るのかなというか、特に今年は力を入れていかなければいけないという状態で、５０

万円くらいの予算でどういう形でできるのだろうとちょっと思ったんですね。そうい

う部分で、ここの予算はもう少し付けるべきではないのかなと。事業もこれは空知関

係とか、直接南幌に関係するものではないんですけれども、やはり普通の時とは違う、

今年という部分で、もう少しここで本気度を見せていただきたかったなというのがあ

るのですけれども、いかがでしょうか。 

商工観光Ｇ主幹  ただいまご指摘の部分なんですけれども、観光協会事業として、

今回のはれっぱの部分、それと新球場の部分の集客のほうを見込みまして、今現在進

めているのがラーメン街道というものです。そちらのほうもある程度金額を掛けて今

行っている最中でございまして、予算組みをどちらかでするということになるんです

けれども、今回の部分については、先ほど申し上げたとおり観光協会で事業を進めさ

せていただいているというのが現状でございます。以上です。 

佐藤委員  今お話を聞かせていただくと、観光振興事業と観光協会の事業がオーバ

ーラップしてしまうというか、そういう意味合いであるんですけれども、今後観光協

会と観光振興事業として、進め方というか、担当課としての考え方というのをお聞か

せいただきたいのですが。 

産業振興課長  今ご意見いただいて、観光振興事業にもっと予算を付けるべきとい

うことで大変、我々としてもうれしいお話と思っております。ただ、こちらの予算付

けと観光協会の予算付けも、同じくこの商工費で、観光協会の補助金と、ここでの予

算措置なんですけど、町で事業を実施する、町単独で進めるですとか、そういうもの
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がここらで予算を組ませてもらっています。ただ、観光協会となればやっぱりいろん

な団体と連携をしながら、幅を広げていくということで考えていけば、やはり観光協

会のほうで動くほうが動きやすいし、また、観光協会のほうである程度の予算を持ち

ながらでも、自由な方向で事務局内で協議しながら、関係機関と一緒にタイアップし

てやっていくという形での分け方でやってございますので、改めて町のほうで令和５

年度にやるべきだという部分では、一応今、観光協会側で検討していますけども、あ

くまで町が単独で行うという部分での動き方としては、やはり近隣、関係の市町村と

一緒になって町をＰＲしながらということと、実動部隊で動ける観光協会というよう

な分けをしながら実際やっていますので、そこのところはご理解いただければという

ふうに考えておりますし、町で観光に特化したものを一つ単独でやるぞということで

あればここでまた予算をみていきますので、逆にいいますとはれっぱの動き、ボール

パークの動きをみた形で、町で単独で何ができるかだとかいうのを今後ちょっと検討

しながら、この予算をどうしていくか、どう活用していくかというようなことを考え

ていきたいと思いますので、今の実情部分としては、観光協会側のほうで動いていく

という目線でご理解をいただければということでお願いしたいと思います。 

加藤委員  来年度のはれっぱ開業に当たって、商工会員さんから一部声があったん

ですけれども、はれっぱ開業に向けて商工会としてどう関わっていけばいいのかとい

うのがいまいちよく理解ができていない方が多いというか、そういう雰囲気なんです

ね。なので、町から何を求めるのか、また、どういうふうに関われるのか、そういう

ものを商工会のほうにも明示していただけると、また町民と一体となって交流人口を

増やしていくという目的が達成されるのかなと思いますので、そういう部分で何か考

えがあれば教えていただきたいと思います。 

それとどこで聞くか迷ったんですけれど、視察とかで各町に行かせていただいた時

に、活発なまちというのは、結構地域通貨というものを導入して、地域の町の事業者

にお金を落としやすくする、そういう仕組みが導入されている場所が結構多かったん

ですけれども、その辺について何か検討していることですとか、考えがあれば伺いた

いと思います。 

産業振興課長  まず商工会員さんとの関わりでございますけども、このはれっぱの

部分のだけの目線でお話をさせてもらうと、春先に商工会さんへ、はれっぱはこうい

うものです。デジタルサイネージの説明も多分聞いたと思うんですけど、こういうの

ができて、各お店屋さんのほうで活用して、駐車場はキッチンカーを設けたりですと

かそういうお話も進んでいくと思うので、逆に会員さんからの要望も聞いたりして使

いやすいような形で、お話をしておいてくださいよということで、一応レクチャーは

した経緯はございます。あとは商工会さんの考え方にもよるんでしょうけども、あわ

せて商工会青年部のほうにも、まちづくり課からはれっぱの概要についてご説明して

いるかと思います。一応そこでのお話もしているかと思いますし、年度末、これから

もう僅かなんですけど、改めてまちづくり課と商工担当と、改めて役員のほうにはは

れっぱの開業に当たっての動きを再度確認しに、町としてもこうしていきますよとい

うことで、ご説明の日程調整をしてございます。そのなかで、会員さんに呼びかけを

してほしい、また、会員さんに利用してほしい、そこを使って商売ですとか、何か自
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分たちでやっぱり努力することもしてほしいという場面は説明してまいりたいとい

うふうに思っていますし、以前もそういうふうにしているつもりなものですから、あ

とはそこの部分で商工会さんを通じて、もう少し使ってもらえるような形で強く説明

してまいりたいと考えていますので、あとは商工会を通じて会員さんに理解を深めて

もらう部分で考えていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

商工観光Ｇ主幹  地域通貨の部分なんですけれども、こちらはチケットの際にこの

部分を検討させていただきまして、何社かの業者さんのからお話を伺いました。ただ、

実情として、成功事例の場所なんですけれども、商工会さんがまず主体となって、地

域の店舗さん方のほうで何々ペイみたいな形の機械の導入率がかなり高いところ、そ

れで、うちでやれば南幌ペイというような形になろうかと思いますけれども、こちら

の利用金額が、ある一定額以上を超えないと、手数料のほうでどうしても赤字になっ

てしまうという部分がありまして、現状の普及率を考えるとなかなか難しいと。商工

会のほうとも何度か相談をした経緯があるんですけれども、今のうちの状況としては、

まだ早いのではないかということで、今後また継続して検討はしていきたいと思うん

ですけれども、状態としてはそういった形です。以上です。 

加藤委員  はれっぱの件については、今までもそういう説明をしていただいている

ということで理解しました。 

ただ、地域通貨については、現在電子マネーの支払いができるお店がまだまだ少な

いし、その利用金額も少ないということでその辺は理解したんですけれども、今後ど

んどんスマートフォンの普及率だとか、そういう電子化が馴染んでいくと思うので、

これは今後も検討を続けていっていただければいいかなと思います。よろしくお願い

します。 

石川委員  １０３ページのふるさと物産館管理費の関係でお伺いいたします。ふる

さと物産館ビューローはもう建ててから２０年くらい経つんですけれども、いろいろ

な変遷の中で、ビューローの利用率や利用者を増やすべきではないかということでい

ろいろ求めて、町側のほうでもいろいろ工夫しながらやってきました。そんなことで、

軽食コーナーや物販コーナー、町の物産のＰＲというふうな形で進めてきているわけ

ですけども、それである程度人数は増えたんですけども、このコロナの影響でイベン

トが減ってしまった面もあったりとか、いずれにしましても人を呼び込む形で、今度

はコロナも収まっていくと思うので、あそこに人を呼び込むということで、考え方と

してはどういうふうに捉えているのか。 

それと、早くから言われていました、あそこの３階の所に株式会社ニーブが入ると

いうのが少し遅れているという話でしたけれども、それも新年度に向けてどのような

動きが想像できるのか、その辺りについても、人を呼び込む手だての方策とあわせて

お伺いします。 

商工観光Ｇ主幹  ふるさと物産館の利用の部分ですけれども、先ほどの軽食コーナ

ーにつきましては毎週水曜日がやっておりませんので、そこを使ってということにな

ります。以前ですと、沖縄蕎麦とカクテルイベントということで、地域おこし協力隊

の外間さんのほうで進めて実施した経緯もございますし、販売としてはやっていない

のですが、お菓子やパンなどをそちらでつくってほかで販売するといったような形で
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使われた経緯もあります。それで、外間さんのほうでは今後はれっぱにあわせて沖縄

蕎麦を定期的にやっていきたいということで今企画しておりますので、そういった部

分も増えてこようかと思います。 

それと、ニーブのほうの３階の利用なんですけれども、こちらは当初の予定よりも

かなり遅れていて申し訳ないのですが、直近の状況をご説明させていただきます。つ

い先日、クレペリン検査という全国ではかなり受験者の多いテストなんですけれども、

心理検査みたいなものですね。こちらのほうの実証実験ということで、リモートで実

際に３階で実施しております。本稼働について４月からを予定しておりまして、その

ための準備が今進められている状態です。遅れてはいますけれども、前には進んでい

るというように受け取っていただければと思います。以上です。 

石川委員  それにつきましては理解しました。いずれにしましても、今回はれっぱ

に人が来るという大きなチャンスですし、それを利用して、ただはれっぱで遊んで帰

られるのではなくて、やはりビューローに寄っていただいて、ビューローに来れば南

幌のＰＲを十分できるだけの体制になっているわけですから、そういった面で寄りや

すいような形に仕込んで事業を進めていただきたいと思います。商工会の貢献という

話も今言われていましたけども、それもやはりビューローがあってこそそれもできる

のかなと思いますし、そういったことで努力してください。よろしくお願いします。 

本間委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

なければ質疑を終了いたします。それでは、職員の入替えもあるので４０分まで休

憩いたします。 

（午後 ２時３１分） 

（午後 ２時４０分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序１０番目、７款土木費、同時審査といたしまして、機場施設管理費につい

ても説明をお願いいたします。 

都市整備課長  それでは、７款土木費についてご説明いたします。予算書１０４ペ

ージをごらんください。あた、予算資料は１６ページから１７ページとなりますので、

あわせてごらんください。７款１項１目土木総務費、本年度予算額６６万２，０００

円。土木総務経費では、土木積算システムなどに係る経費を計上しています。次ペー

ジにまいります。 

２項１目道路橋梁総務費、本年度予算額１７７万４，０００円。道路橋梁総務経費

では、道路台帳の修正業務並びに道路、治水など関連７団体の負担金を計上していま

す。 

２目道路維持費、本年度予算額５億２，７５６万５，０００円。町道管理経費では、

次ページにかけて、町道及び普通河川などの維持管理費として３億５,２９６万７，

０００円を計上しています。予算資料１６ページをごらんください。 

町道長寿命化改修事業２億８，１４７万円は、老朽化する町道及び道路施設の改修

について、個別施設計画に基づき整備を進めるために、委託料並びに工事請負費で１

０事業の経費を計上しています。財源は、補助金及び起債を活用しています。本年度

は、道路照明改修工事として町道街路灯全３３５基ＬＥＤ化を実施する経費として１
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億１，３９０万９，０００円を計上しています。予算書にお戻りください。 

１０７ページです。町道除排雪事業では、町道及び公共施設などの除排雪業務に係

る経費として１億７，２９９万４，０００円を計上しています。次ページにまいりま

す。 

総合保安センター管理経費では、施設の維持管理に係る経費として１６０万４，０

００円を計上しています。 

３項１目都市計画総務費、本年度予算額５，６０２万円。都市計画総務経費では、

次ページにかけて、都市計画審議会委員の経費、本年度新たに準工業用地等整備実施

設計の委託料及び準工業用地の排水掘削整地工事並びに関係団体の負担金を計上し

ています。 

２目公園費、本年度予算額１億５，９０４万１，０００円。公園施設管理事業では、

次ページにかけて、公園および緑地帯などの維持管理に係る経費を計上しています。 

１２節委託料５，８３２万１，０００円は、緑地帯などの施設管理及び公園の指定管

理料、樹木剪定業務、毎年義務付けられている公園遊具の点検業務を計上しています。

１４節工事請負費７，２１２万５，０００円は、憩児童公園施設改修工事、中央公園

電気設備改修工事、中央公園トイレ改修工事に係る経費を計上しています。１５節原

材料費では、緑化活動に係る経費を計上しています。 

３目公共下水道費、本年度予算額７，６２０万１，０００円。下水道事業特別会計

繰出金につきましては、別途、下水道事業特別会計にてご説明いたします。次ページ

にまいります。 

４目街路事業費、本年度予算額５２２万円。街路事業経費では、街路灯電気料など

の経費を計上しています。 

４項１目住宅管理費、本年度予算額４，７４４万５，０００円。建築事務経費は、

建築業務の設計積算に必要な経費として２７万１，０００円を計上しています。町公

営住宅管理事業は、町公営住宅３団地１０８戸及び子育て住宅４戸の維持管理を行う

経費として３，３３７万円を計上しています。次ページにまいります。１４節工事請

負費２，３１０万円は、栄町公営住宅灯油設備改修工事として、６棟７２戸全戸にホ

ームタンク及びオイルサーバーを設置する経費を計上しています。 

続きまして、道公営住宅受託管理事業は、道より指定管理者として指定管理料を受

け、道営住宅６０戸の維持管理を行う経費４１０万４，０００円を計上しています。 

次ページにまいります。 

住宅リフォーム助成事業につきましては、平成２７年度からの継続実施で、本年度

は資材費高騰の影響を考慮して２００万円を増額し８００万円を計上しています。ま

た、空き家対策として、空き家等解体助成事業と中古住宅購入助成事業を計上してい

ます。以上で、７款土木費の説明を終わります。 

 

続きまして、同時審査の機場施設管理費についてご説明いたします。予算書９７ペ

ージをごらんください。５款１項４目機場施設管理費、本年度予算額１億４，９４８

万９，０００円。管理する９機場の機能を維持するため、点検整備及び機場の運転に

必要な経費と負担金などを計上しております。１０節需用費の修繕料では、揚排水機
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場の点検結果に基づく修繕及び計画的な整備補修に必要な経費を計上しています。以

上で説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

熊木委員  ３点伺います。町営住宅の管理事業は、先ほどの説明にあった栄町の灯

油タンクの件は本当に喜ばれると思います。それで、夕張太の改修内容を説明してい

ただきたいと思います。 

２点目に、空き家対策事業で、令和４年度から空き家解体と中古住宅の補助という

ことでやられていますけれども、実績はどのくらいあったのか。今年度の予算に対し

てどのくらいの件数を見込んでいるのか。また、その問い合わせなどについてもお聞

きします。 

３点目に、公園長寿命化改修事業で、公園の改修というのが最近ではあまりなかっ

たかと思うんですけども、どのような改修内容になるのか、また西町の憩公園は、今

結構住宅とかも増えてきていると思うんですけれども、若い子育て世代などが増えて

きているのかどうか、それも絡めてお願いしたいと思います。 

都市施設Ｇ主査  私のほうから２点ご説明をいたします。まず１点目の夕張太の改

修内容ですけども、こちらは給排水管の更新と灯油設備の改修、それと流し台の取り

替えを予定した実施設計を行う予定としております。 

２点目の空き家対策についてですが、まず実績をお知らせいたします。まず、空き

家解体助成金が、予算額４５万円、１５万円の３件あたりに対し、今年の実績は１件

ございました。次に中古住宅購入助成金については、１２５万円予算、２５万円掛け

る５件を予算額として、実績として２件５０万円が交付決定している金額となってお

ります。問い合わせにつきましては、空き家等解体のほうが、おおよそこの実績のほ

かに５件ほど来ておりまして、中古住宅のほうも４件ほど問い合わせが来ている状態

です。以上です。 

土木Ｇ主査  憩児童公園に関してですけれども、長寿命化計画に基づいて、今回は

シェルターという休憩施設を改修いたします。若い世帯が入っているかどうかですけ

れども、ちょっと具体的な数字は分からない状態です。以上です。 

熊木委員  夕張太の改修内容については分かりました。利用される方からは本当に

喜ばれることだと思うので、進めてほしいと思います。 

それで、空き家対策事業で今年の実績なども答弁していただきましたけれども、令

和４年度に始めた事業なので、その辺の浸透がなかなか難しかったのか、問い合わせ

があったけれども、空き家を解体するとなると、持ち主が１人だけではないとかいろ

いろな事情があって大変だったのか、その辺をどういうふうにお考えなのか伺います。

それと今年度の予算額１７０万円ということで広報とかにも載っているのですが、周

知の仕方でもっとたくさんの人に利用してもらえるように、それで解体とかがされて

町全体がよくなっていくという形につながると思うので、その辺の周知の仕方とか、

何か令和５年度はこんなことをしようと思っているというのがあれば教えてほしい

と思います。 

それから、憩児童公園の施設改修は、具体的には遊具とかそういうものまで変えた

りするのか、あそこはちょっと高い山とかがあったかと思うんですけども、その辺を
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整備するということなのか伺います。 

都市施設Ｇ主査  空き家対策ですけれども、確かに令和４年度から行っている事業

です。問い合わせもありましたので、おそらくこれから伸びていくのかなと思うんで

すけれども、周知方法につきましては、広報とホームページでお知らせをしておりま

す。それと、固定資産税の通知書にこういった事業を行っているというチラシを同封

して周知しております。以上です。 

土木Ｇ主幹  憩児童公園の改修についてなんですけれども、まず昨年策定いたしま

した公園の整備計画というものに基づきまして、今後公園の施設を整備するというこ

とで、具体的には、町内会には一つの公園に対して遊具を整備していきましょうとい

うことで計画させていただいております。それで、先ほどご説明しました憩児童公園、

西町４丁目の公園なんですけれども、こちらについては、今後遊具を更新するという

考えは今のところございません。ただ、既存の遊具につきましては、長く使っていけ

るように修繕等の手直しを加えながら、引き続き使っていただけるような形で行って

いくという考えでおります。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

石川委員  １０７ページの排雪事業についてお伺いいたします。これを見ますと、

需用費の修繕料が８２０万円と去年に比べて約４５％増えていて、除雪機の修繕料が

増えたのかなというふうに思うんですけども、その内訳を教えてください。 

それと、町の除雪機を運転されている方に話を聞いたら、相当古くなっているんだ

という感じの話をするんですけども、除雪機の更新というのはどういう目安でされて

いるのか、その辺りをお伺いしたいと思います。 

それと、その下のほうに委託料とありますけれども、これは委託除雪の除排雪業務

についても、去年に比べて１割くらい増えていて、いつも補正を組みながら除雪作業

に当たっているということもあるんでしょうけども、今回高く設定したというのはど

ういうふうな形なのか、お教えいただきたいと思います。 

それと、雪の排雪をするのに１６線のあそこの土地に持って行っていますけども、

今度準工業用地として造成されるわけですので、雪の排雪場所というのはこれからど

ちらのほうに持っていく考えなのか、それについてもお願いいたします。 

土木Ｇ主査  修繕料につきましては、今年度車検が多くなり、基本的に今回は車検

代が増えております。 

続きまして、古くなった機械のことですが、現在古くなっているグレーダー及び歩

道用ロータリーにつきましては、現在更新の検討をしております。 

続きまして、除雪業務のアップにつきましては、これはほとんど人件費のアップに

なっております。 

続きまして、雪捨場の場所については、以前使っておりました旧じん芥処理場を考

えております。今年度調査を行い、今後必要なものを検討していきたいと考えており

ます。以上です。 

石川委員  分かりました。結構金額が増えるなという感じはしますけども、あくま

で車検代で、それに充てるのが主だということですね。 

それで、グレーダーロータリーの更新ということですけども、これはやはり傷み具
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合とかそういったことをみるんですか。それとも、ある程度１０年使ったから更新す

るというような形で捉えておられるのか、その辺りをお願いいたします。そのほかの

ことについては分かりました。 

土木Ｇ主幹  古くなっている機械の更新の目安ということなんですけれども、当然

機械が経年劣化しているという部分があります。ただ、それも先ほどもご説明したと

おり、毎年車検等の整備で悪い所があれば大きな修繕にならないうちに対応している

形でございます。ただ、いずれにしましても経年劣化というのは避けて通れないこと

でございますので、そちらにつきましては状況をみながら更新時期を図っていきたい

と考えてございます。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。 

佐藤委員  資料の１７ページの公営住宅の管理事業、公営住宅の除雪の件なんです

けれども、公営住宅への入居の申込みの時に、冬の玄関から生活道路までの除雪は入

居者が交代でやるとか、話し合いでやってくださいというように言われているようで、

そういう形で除雪はしているんですけれども、だんだん公住に住まれている方も高齢

化しまして、また、障害を持っている方も多くなりました。それで、本当に除雪がで

きなくなってきたんだけれども、そういうなかで話し合いをするのはちょっと難しい

という話が出てきたんですね。それで、原課のほうにはそのような相談が来ているか

どうか。また、そのような相談があった時にはどのように対応していただいているの

かということが１点です。 

２点目は、入居申し込みの時に、除雪ができない方への今後の対応の仕方をどのよ

うに考えていらっしゃるのか、その２点お伺いいたします。 

都市施設Ｇ主査  まず１点目の除雪についてですけれども、こちらは相談は来てい

らっしゃいます。その際は、やはり入居時に説明したとおり、皆さんでご協力してい

ただくということをご理解されて入居されていますので、またそのことを再度説明さ

せていただいて、理解を求めております。その中、一応棟によっては皆さんで業者さ

んに委託されている場合もございますので、そういった場合で業者等を求められた場

合は、行っている団体の情報提供等を行っております。それと、役場としては入居者

の皆様に負担、協力をお願いする等支援を行っている状態です。 

２点目の申込みの際に除雪ができない方ですけども、そちらのほうはやはり入居時

にこういった除雪等を皆さんでご協力していただける方が入居できるという公営住

宅になってございますので、一応そちらの説明をして理解を求めております。以上で

す。 

佐藤委員  今のご説明ですと、入居する時に除雪ができるような健康状態ではない

とか、障害があるという方は申し込めないという形になるのではないかなと思うんで

すけれども、唯一、そういう低所得の方とか高齢者の方たちが入りたいと思うような

公営住宅で、確かに難しいと思うんです。皆さんで話し合いをするなかで、町が出て

いくというところではすごく難しくはあるんですけれども、ただ実際に栄町のように

たくさん入っている所は、何棟も事業者に頼んだ時には、皆さんで金額を割れば低金

額でできるんですけれども、元町のように４件しかない所は同じ金額を４件で負担を

しなければいけないんですね。それで、夕張太のように玄関から生活道路までが本当
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に長い所は、高齢者にとってすごくつらいというお声も聞きました。そういうなかで、

柳陽団地は自治体がちょっと別みたいなんですけれども、５００円を皆さんにいただ

いて、草刈りと除雪をしていただいていると。そこで決めているので町としてどうす

るということはできないと思うんですけども、ただ実情として、公営住宅に住んでい

る人たちが、皆さんの話し合いでやってくださいだけではちょっと済まない状態にな

っているなというところで、今後町もいろんな形で考えていかなくてはならない時期

にきているのかなと思うんですけれども、そういうところも考慮して、今後どういう

考えというか、対策を考えていきたいというのがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

都市施設Ｇ主幹  佐藤委員言われるように、実情は高齢化も進んで、確かに話し合

いがうまくいかないという相談等も一部あった経緯はございます。ただ、先ほど都市

施設Ｇ主査のほうからもご説明しましたが、入居についてはその辺をご了承していた

だいているということはありますけれども、あくまでも除雪ができないから断るとか、

そういったことは特段考えてはいないですが、栄町の個々であれば、皆さんとご相談

して対応のほうをお願いいたしますという言い方ぐらいまでしかできないんですけ

れども、ただ、やはりこれから栄町の工事も、元町も夕張太もそうなのですが、現状

では比較的夕張太などはあまり困っているという話は聞かないです。それで、佐藤委

員言われるように元町のほうで少し人数が減ってきているという棟もあるものです

から、そういった入居者の減ということもあったりとか、栄町の一部でも調和がとれ

ないということも考えられるということもあります。柳陽団地の道営住宅とはちょっ

と状況が違いまして、あそこは元々自治会をつくってスタートするという形で行って

きているものですから、うちの町営住宅のほうについては皆さんでという形になって

いますが、その辺も考慮しながら、今後の状況をまたみながら、どういった形がいい

のかということも考えながら進めていきたいとは思っております。以上です。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  予算書１０５ページの町道管理経費ですが、最近団地内に大型の車がど

んどん入ってきているということで、道路が傷んでいる部分があるという話を聞いた

ことがあるんですが、この辺の点検等について見ているかどうか、確認をさせてもら

いたいと思います。 

土木Ｇ主幹  団地内の道路なんですけれども、我々としても傷んでいるというか、

老朽化しているというのは把握しているところでございます。それで、順次更新とい

うか、歩道の舗装のほうは更新していくような形で計画しているんですけれども、い

ずれにしましても町全体的な部分にもなりますので、今一度どういった順番でやるの

かですとか、そのほかの町道、号線道路につきましても、まだまだやらないといけな

い部分がございますので、その辺を踏まえまして、町内全体の道路の部分の更新につ

きまして検討しているという段階でございます。以上です。 

西股委員  今の段階では、まだ見てきちんと整理されていなくてこれからやってい

くということですよね。ちょっと、もう少し急いでやられたほうがいいのかなと。次

から次に傷んでくるので、それであればもっと早くから本当は手をつけなければなら

なかったのかなと思うくらいの話です。例えば夕張太の工業団地の中でも道路が傷ん
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でいるという話が前にあったかと思いますが、そこらの補修が全部終わっているのか

どうかもわからないですけども、やはり常識的にちょっと急がなければならないなと

いう所は優先的にやれるような形で、常時見ていただきたいなというふうに思います

ので、その辺の考え方があれば教えてください。 

土木Ｇ主幹  今の補修の関係なんですけれども、実際に実施するとなりますとかな

りの費用を要するということで、財政支援のある事業に取り組まないといけないとい

う形のなかで、例えば舗装の劣化状況がどういうふうな形になっているのかですとか、

そういった調査をしなければいけない部分もございます。その調査をいつやるかです

とか、その費用などもありますので、その辺のタイミングを十分見極めながら実施し

ていきたいと考えています。以上です。 

西股委員  今の話を聞いていると、まるっきりまだ計画は何もないということなの

で、取り急ぎでやはり本当にやらなければならない所は優先的にやれるような調査を

していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

細川委員  予算資料の１７ページで、先ほどもお話があったんですけども、町公営

住宅の管理事業で、ホームタンクというか、灯油設備を付けていただけるということ

でとてもよかったなと思うんですけども、形式というか、どういう形で付けるのか。

例えばメーター式なのかですとか、その辺の細かいところを教えてください。 

都市施設Ｇ主査  今回改修工事で整備するものですけれども、一応メーターは付け

ないで、両サイドにホームタンクを３つずつ置いて、それが２つに分かれているタイ

プを付けます。それで１部屋ずつの口があって、そこに部屋別に灯油を入れるタイプ

になります。一応そういったようなタイプで、メーターは付けないです。そこで入れ

た所に入れて、請求は入居者のほうに行くような形になると思います。以上です。 

細川委員  それではホームタンクの１つのやつを２つに分かれているということ

なので、使った分で精算するという形なんですね。２階３階はオイルサーバーがつな

がっていくという解釈でよろしいですか。 

都市施設Ｇ主査  はい、そのとおりです。 

本間委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

それでは質疑を終了させていただきます。 

続きまして、審査順序１１番、下水道事業特別会計、それから同時審査といたしま

して、合併処理浄化槽整備事業費、上水道費の説明をお願いいたします。 

都市整備課長  それでは、議案第１５号 令和５年度南幌町下水道事業特別会計に

ついてご説明いたします。歳出から説明いたします。１３ページをごらんください。 

１款１項１目総務費、本年度予算額８万７，０００円。下水道協会への負担金を計上

しています。 

２目管理費、本年度予算額１億２，７６８万６，０００円。管理費では、事業に携

わる職員２名分の人件費、１５ページにかけて、管渠、ポンプ場など下水道施設の維

持管理に要する経費、公営企業会計移行に要する経費及び江別市公共下水道施設の維

持管理負担金並びに施設整備時に借り入れを行っておりました、起債償還負担金など

を計上しています。 



 

 ７８ 

３目建設費、本年度予算額１億９，９２３万４，０００円。１２節委託料では、次

ページにかけて、本年度新たに準工業用地等整備管路実施設計の委託料、下水道管渠

及びポンプ施設の老朽化に伴う改築計画として、晩翠汚水ポンプ場機器設備改築実施

設計及び水質対策基本設計、下水道事業計画変更業務に係る経費を計上しています。 

１８節負担金補助及び交付金では、江別市公共下水道事業で、南幌関連工事に係る負

担金を計上しています。 

２款１項１目元金、本年度予算額５，５４２万２，０００円。元金償還金です。 

２目利子、本年度予算額５０９万円。利子償還金です。いずれも、公共下水道事業

の整備に要しました費用の一部につきまして、起債の借り入れを行いました下水道事

業債及び公営企業会計移行に係る公営企業適用債の償還費を計上しています。  

以上で、歳出の説明を終わります。続きまして、５ページをごらんください。 

第２表、地方債についてご説明いたします。江別市南幌関連工事に要します負担金

及び公営企業会計移行に要します費用について、それぞれ借入を行うものです。 

起債の目的、江別市南幌関連負担事業、限度額１億３，８８０万円。準工業用地等

整備事業、限度額１，５３０万円。晩翠汚水中継ポンプ場整備事業、限度額１，００

０万円。公営企業会計適用債、限度額２５０万円。起債の方法、利率、償還の方法に

ついては記載のとおりでございます。続きまして１７ページをごらんください。 

給与費明細書の説明をいたします。一般職２名分の人件費１，３０７万４，０００

円を計上しています。詳細につきましては、以降のページにわたり記載していますの

で、ご参照願います。続きまして２４ページをごらんください。 

債務負担行為に関する調書でございます。江別市の公共下水道事業で平成２５年度

までに南幌関連分の起債借り入れを、年度内の限度額、前年度末までの支出見込額、

本年度以降の支出予定額とそれぞれの期間を示したものでございます。次に２６ペー

ジをごらんください。 

地方債に関する調書でございます。南幌公共下水道事業に対します地方債の令和５

年度中起債見込額と令和５年度末現在高見込額を示したものでございます。ご参照願

います。 

続きまして、歳入の説明を行います。９ページをごらんください。１款１項１目下

水道事業負担金、本年度予算額３８４万１，０００円。１節受益者負担金は、徴収猶

予を行っております受益者負担金の科目設定でございます。２節管理費負担金は、み

どり野団地開発者の道住宅供給公社から江別市に対しましての工事負担金に係る起

債償還費を計上しています。 

２款１項１目下水道使用料、本年度予算額１億１，０２７万４，０００円。１節現

年度分使用料、1億９８９万円は、近年の使用料の動向を考慮して計上しています。

２節滞納繰越分は、実績を加味し計上しています 

続きまして、３款１項１目下水道事業費国庫補助金、本年度予算額３，０５０万円。

準工業用地等整備事業、水質対策基本設計、晩翠汚水中継ポンプ場機械設備改築実施

設計、下水道事業計画変更、重要幹線管路カメラ調査に係る社会資本整備総合交付金

です。次ページにまいります。 

４款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額７，６２０万１，０００円。管理費及
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び建設費並びに公債費の起債償還に要します費用の一部に充当するため、不足分を一

般会計からの繰入れを行うものでございます。 

５款１項１目繰越金、本年度予算額１０万円。令和４年度決算による繰越金を計上

するための科目設定でございます。 

６款１項１目延滞金、本年度予算額１，０００円。    

２項１目雑入、本年度予算額２，０００円。いずれも科目設定でございます。次ペ

ージにまいります。 

７款１項１目下水道事業債、本年度予算額１億６，６６０万円。１節下水道整備事

業債については、江別市南幌関連負担事業に要します負担金、準工業用地等整備事業

の管路実施設計、晩翠汚水中継ポンプ場整備事業の機械設備改築実施設計及び水質対

策基本設計につきまして、財源措置のため借入を行うものでございます。２節公営企

業会計適用債は、公営企業会計移行に要する費用について借入を行うものです。 

以上、歳入歳出それぞれ本年度予算額３億８，７５１万９，０００円。対前年度比 

９，７８７万４，０００円の増額でございます。以上で、下水道事業特別会計予算の

説明を終わります。 

 

続きまして、同時審査、一般会計合併処理浄化槽整備事業費及び上水道費について

ご説明いたします。一般会計予算書８８ページをごらんください。 

４款２項３目合併処理浄化槽整備事業費、本年度予算額３６４万６，０００円。こ

の事業につきましては、農村地区における合併処理浄化槽設置に要する補助金等を計

上しています。本年度の予定基数は７基を予定しており、水洗化に関わる改造資金貸

付金は１件を予定しています。次ページにまいります。 

３項１目上水道施設費、本年度予算額４，９１５万７，０００円。長幌上水道企業

団負担金です。１８節負担金補助及び交付金は、企業団に対しまして南幌関連事業の

第２浄水場フェンス改修事業、第１浄水場整備事業、高度浄水施設等整備事業、水道

施設耐震化事業、水道施設機能維持管理整備事業の起債償還負担金並びに企業長給与

の負担金を計上しています。また、第２浄水場の関連工事として前年度に引き続き配

水ポンプ施設の建設工事を実施いたします。以上で説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

細川委員  ８８ページの合併浄化槽の関係なんですけれども、合併浄化槽の個人負

担の負担割合を教えていただけますか。 

都市施設Ｇ主幹  一応標準工事費という形で、５人槽、７人槽、１０人相槽と設定

してあるのですが、まず、国費、道費、町費も含めて５人槽で３５万２，０００円、

７人槽が４４万１，０００円、１０人槽が５８万８，０００円になります。それで個

人負担は、５人槽では標準工事費が約１１３万で国のほうで設定されていますので、

それから３５万２，０００円を差し引いた分の７７万８，０００円が個人負担です。

７人槽が同じように標準工事費が１２６万８，０００円で、国庫補助金を差し引いて

８２万７，０００円が個人負担です。１０人槽が標準工事費は１７７万６，０００円

で、国庫補助分を差し引いて、１１８万８，０００円が個人負担です。 

細川委員  ありがとうございます。 
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本間委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

では質疑を終結いたします。 

それでは、審査順序１２番、農業集落排水事業特別会計の説明をお願いいたします。 

都市整備課長  それでは、議案第１６号 令和５年度南幌町農業集落排水事業特別

会計予算についてご説明いたします。 

歳出から説明いたします。１１ページをごらんください。 

１款１項１目管理費、本年度予算額１，２６７万３，０００円。農業集落排水事業

に関わります管渠、浄化センターなどの維持管理に要する経費を計上しています。１

２節委託料では、公営企業会計移行に要する経費２２０万円を計上しています。次ペ

ージにまいります。 

１款１項建設費、本年度予算額はありません。 

２款１項１目元金、本年度予算額１０２万７，０００円。元金償還でございます。 

２目利子、本年度予算額１３万６，０００円。利子の償還金でございます。これら

の目では、農業集落排水事業の整備及び公営企業会計移行に要しました費用の一部に

つきまして、起債の借り入れを行いました下水道事業債並びに公営企業会計適用債の

償還費を計上しています。  

以上で、歳出の説明を終わります。続きまして、５ページをごらんください。 

第２表、地方債についてご説明いたします。公営企業会計移行に要します費用につ

いて、借入を行うものです。 

起債の目的、公営企業会計適用債、限度額２２０万円。起債の方法、利率、償還の

方法については記載のとおりでございます。続きまして最終の１３ページをごらんく

ださい。 

地方債に関する調書でございます。農業集落排水事業に対します地方債の令和５年

度中起債額見込額と令和５年度末現在高見込額を示したものでございます。ご参照願

います。 

続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。１款１項１目

農業集落排水事業分担金、本年度予算額１，０００円。徴収猶予を行っております受

益者分担金の科目設定でございます。 

２款１項１目下水道使用料、本年度予算額６４９万５，０００円。１節現年度使用

料は、近年の使用料の動向を考慮して計上しています。２節滞納繰越分は、科目設定

でございます。 

３款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額５１３万８，０００円。管理費および

公債費の起債償還に要します費用の一部に充当するため、不足分を一般会計からの繰

入れを行うものでございます。次ページにまいります。  

４款１項１目繰越金、本年度予算額１，０００円。 

５款１項１目延滞金、本年度予算額１，０００円。いずれも科目設定でございます。 

６款１項１目下水道事業債、本年度予算額２２０万円。歳出で説明しました、公営

企業会計移行に要する費用について借入を行うものです。 

以上、歳入歳出それぞれ本年度予算１，３８３万６，０００円。対前年度比３８０

万４，０００円の減でございます。 
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以上で、農業集落排水事業特別会計予算の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

石川委員  ９ページの歳入の関係で、下水道使用料についてお伺いいたします。こ

の使用料というのは水道の使用料を基にして出されていると聞いておりますが、この

今回の使用料の予算額６４９万円は、昨年に比べて約４０万円減っています。調べる

とその前の年で７００万円でしたから、年々水の使用量が減ってきているというよう

にみえるのですが、これはやはり高齢化の影響なのか、皆さんが節水に協力している

ということなのか、使用量が減っていることに対してどういうふうに考えているのか

お聞きします。 

それと先ほどの下水道事業の関係もそうなんですけども、下水道のほうは市街地の

ほうですよね。今、子どもたちだとか、人が減っていないで増えている状況で、水の

量としては増えるかなと思ったのですが、それもやはり前年に比べて少なめの予算を

組んでいるということで、これについてもどういうふうな形をみておられるのか、そ

の辺りについてお伺いいたします。 

都市施設Ｇ主幹  石川委員おっしゃるように、人口については確かに微増で増えて

きています。基本の下水道料金については、上水道のメーターを基準にして長幌さん

が検針をして、それに下水道の料金のトン数の設定のとおり賦課していくという形に

なりますが、これは上水道においてもいえるのですが、令和４年度についても補正の

減額がされているはずです。新年度予算も補正予算の金額をベースにした形での水道

使用量の見込みの形とされていると聞いてございます。 

下水道についても、農業集落、先ほどの公共下水道もそうなんですが、現状はやは

り減っています。私どもも、人口が増えているのになぜ水量のほうが減ってくるのか

ということで、長幌さんとも話をしながらその原因を確認したのですが、基本的には、

コロナ禍の時には結構皆さんが家にいたのではないかと。それで、ある程度落ちつき

が見えてきて、あまり家にいなくなったのではないかと。こればかりははっきりと分

からないところが多いです。美園地区にこれだけ人が入ってきて、やはりある程度、

上水道も下水道も使用料がもう少し伸びていくと思っているんですが、実際は逆に減

っていっているというような形があるものですから、新年度予算については、公共下

水道、農業集落とも微減という形になります。農集では約４０万円、公共下水道では

２００万円から３００万円減少した形で設定させていただいているところが現状で

す。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

川幡委員  違うことなのですがちょっとお聞きたいんですけど、夕張太西団地を将

来的にやらなければならない時が来ると思いますが、集落排水が夕張太に今あるんで

すけど、もし前みたいな集落排水でやるとしたら大分お金が掛かるのか。また、どの

くらいの試算をされているのかお聞きします。 

都市施設Ｇ主幹  夕張太の浄化センターについては基本的には６４０人槽で、流入

人口と定住人口という形で、あそこの界隈に住んでいる方にプラスして、ふれあい館

や夕張太集落センター、元小学校があった所など、昼間はいるけど夜はいないという、

そういう人口も含めてあわせて６４０人という形で設定されていました。それで、大
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きく変動があったのが、あそこの夕張太小学校の所に日生バイオが入って来られて、

その部分を飲めるかというので一時期検討させていただいて、実際のところ１日に処

理する量に対してはまだそこまでいってないということで、夕張太の小学校の跡地で

日生バイオが入ることについては問題ないということだったんですが、今現状では、

ほとんど飲み込みが大分少ない状況になっています。 

入れるとなると、私の所見ですが、宅地造成だったら大体３０戸程度か、これはち

ょっといろいろ考え方もあるのですが、ほとんどあまり入らない状況になっています。

それは設計してみないことにははっきりしたことは言えないのですが、ただ、もし夕

張太の浄化センターで飲めないという形になると、夕張太のあそこの地区だけで処理

できるように、地下に埋設するような形の、夕張太浄化センターの上屋なしみたいな

形のものをつくらないといけないということになると、かなりの金額については必要

になるのではないかなというふうには考えています。ですから、いざ造成の話とか、

これからどうしていきましょうかという形になった時には、そういったことも含めて、

改めて夕張太の処理という形ができるのかというのも検討して、考えていかなければ

いけないと思っているところです。以上です。 

川幡委員  ではどちらかというと、合併浄化槽で小規模ずつやったほうがお金が掛

からないということですか。 

都市施設Ｇ主幹  今川幡委員言われたように、合併浄化槽で個別にやっていくのが、

集落の大きい所をつくらないのであればそれが最も安価にできるかと思うんですが、

やはりなかなか、個別の今うちのほうで補助を行っている合併浄化槽は、各家に１個

ずつ付いてしまうものですから、大きくコンクリートの面とかも含めて場所を取られ

てしまうという形になると、事業費的にどのくらいになるかというのもあるのですが、

どこかの場所に何十戸単位の容量を処理できる浄化槽みたいなものを付けたほうが、

利便性についてはいいのではないのかなというふうには考えています。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  今少し話が出たんですけども、農業集落排水の機場というか、集落排水

場の容量なんですけども、現在どの程度で、あとどの程度また余力があるのかという

のが分かれば教えていただけますか。 

都市施設Ｇ主幹  余力については、ほぼないと考えていただいて結構です。ただ、

現状は先ほど定住と流入人口という形で言いましたが、流入人口の部分の計算の仕方

がある程度落ちてきているというのもありますし、実際、通常処理場の考え方を持つ

時には、１日平均でどれくらい入るのかとか、日最大でどれくらいの処理水が入るの

かというように考えていきます。ただ、そのなかで現状の浄化センターの処理の形を

考えた時に、若干計画時よりもまだ少しそこまでは行っていないと考えられるもので

すから、それを踏まえてどれくらい空きがあるかというのを見直すことは可能かなと

いうふうに考えているところです。本来でいえば、今の夕張太の稲穂団地とか、通常

の団地と流入で考える人口を考えると、ほぼもう空きはなく、夕張太の浄化センター

に入れるのはかなり難しいというように考えていただいて結構だと思います。以上で

す。 

細川委員  それでは今当たっている稲穂の団地とか、可能性のある所の部分は何と
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か間に合いそうだということで解釈していいですか。 

都市施設Ｇ主幹  通常の南団地や稲穂団地、夕張太の旧住宅団地、それからあの近

辺については元々流入のエリアに入っているものですから、それについては一切問題

ないです。これから増える部分、西とかということが計画で考えていくというふうに

なった時には、本来であれば、夕張太の浄化センターについては、余力が今の段階で

はないと考えていただいても結構かと思います。以上です。 

細川委員  はい、ありがとうございます。 

本間委員長  議長のほうからは何かありますか。 

側瀬議長  ７０人ぐらいは余裕があるという話は聞いていたし、学校だから、その

分そこから２５人くらい、１００人くらいの余裕があるのかなというスタイルで、そ

れとあと、今、合併浄化槽は内地府県では今はもうもう町でやる下水道というのは、

もうほぼ主流でない。もう合併浄化槽の個人の、それで団地造成している県とか町が

たくさんあるから、そこの試算をしていけば、今度造成に、６４宅地３億とか５億、

造成費も掛けたら８億からそんな世界になって割り出したらとんでもない金額にな

って造成することはできないだろうというスタイル。そしたら安価でいく、あとは個

人の持ち物で将来的に何もお金が掛からなければ、合併浄化槽なんかいいんじゃない

か。それを先進的にやっている県とか内地府県を調査して、造成の時には雨水だけで

相当安価でできるわけだから、あと家が建たなければ補助金もいらなければ何もいら

ないから、そういうのを考えていかなければ将来あそこはあんな形で残されるような

形になるから、そういう話にはならないなと思って、本来自分は質問できないから申

し訳ないんだけど、そういうものも検討してください。 

本間委員長  ほかに質疑はありませんか。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終結させていただきます。 

 

以上をもちまして、本日予定しておりました審査項目が終了いたしました。明日１

４日午前９時３０分まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ３時４４分） 
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予算審査特別委員会記録 

（３日目 R5.3.14  9:30～13:57） 

 

本間委員長  おはようございます。 

昨日より延会となっておりました予算審査特別委員会をただいまから再開いたし

ます。本日の出席人員は１０名全員であります。なお、議長も出席をいただいており

ます。それでは直ちに会議を開会いたします。 

審査順序１３番目、第９款教育費について審査を行います。同時審査として、農村

環境改善センター管理費の説明についてもあわせてお願いいたします。よろしくお願

いいたします。 

生涯学習課長  それでは、教育費について説明をさせていただきます。予算書は１

１４ページです。予算資料につきましては、１８ページからとなっております。９款

１項１目教育委員会費、本年度予算額１９７万７，０００円。教育委員会運営経費で

は、教育委員４名分の報酬、旅費、負担金などの経費を計上しています。 

２目事務局費、本年度予算額１３８万６，０００円。事務局経費では、事務局運営に

係る経費のほか、いじめ問題専門委員会委員４名、学校運営協議会委員１５名に係る

報酬、費用弁償及び教育委員会における附属機関のうち、教育文化表彰審査委員会、

いじめ問題対策連絡協議会、学校給食運営委員会の各委員の報酬、費用弁償を計上し

ています。 

次に１１５ページ、３目教育振興費、本年度予算額６，１０７万４，０００円。外

国語指導助手招致事業では、外国語指導助手に係る報酬、旅費など４７４万円を計上

しています。 

次に、１１６ページ、特別支援教育推進事業では、特別支援教育学習支援員を小学

校に４名、中学校に２名を配置するための経費及び小学校に配置する特別支援学級に

在籍する児童の学校生活への補助を行う特別支援学級生活介助職員１名を配置する

経費として７９０万９，０００円を計上しています。 

次に１１７ページ、高等学校等通学費補助事業では、学校毎の定額補助として１，

５２８万６，０００円を計上しています。次に、予算資料１８ページ中段をごらんく

ださい。 

中学生国際留学プログラム事業では、コロナ禍によりこれまで中止や国内での開催

としておりましたが、今年度は、派遣先をオーストラリアとし、生徒１０名を予定し

て６８７万９，０００円を計上しています。予算書１１７ページにお戻りください。 

少人数学級教職員加配事業では、南幌町立小学校適正規模適正配置基本方針に基づ

く１学年２学級を維持するため、第５学年に少人数学級を導入し、町独自による教職

員を配置する費用として５１９万４，０００円を計上しています。 

次に１１８ページ、公設学習塾事業では、基礎学力の向上や家庭学習の定着化など

を目的として、小学４年生から中学３年生までを対象とした公設学習塾運営に係る経

費として４７３万７，０００円を計上しています。 

次に、学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業では、学習支援アプリの使用料、
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転入児童生徒用及び教職員用クロームブックの購入に係る経費など１，１４３万８，

０００円を計上しています。 

次に、英語検定料助成事業では、英語力、学習意欲の向上を図るため、英語検定料

の２分の１を助成するため１７万３，０００円を計上しています。 

次に、教育振興経費では、学校歯科医並びに薬剤師の報酬、児童生徒、教職員の各

種健康診断業務費用、教育文化功労表彰に係る費用、関係団体の負担金及び補助金な

どあわせて４７１万８，０００円を計上しています。 

次に１２１ページ、４目教育財産管理費、本年度予算額４０１万３，０００円。教

育財産管理経費では、教育財産に係る修繕料、火災保険料、維持管理の委託料などを

計上しています。 

次に、５目通学バス運営費、本年度予算額１，９３８万８，０００円。通学バス運

営事業では、スクールバス３台分の運行経費を計上しています。 

次に１２２ページ、２項１目学校管理費、本年度予算額３，１５４万１，０００円。

学校運営経費では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補、公務補の業務委

託料など９６２万４，０００円を計上しています。 

次に、校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守点検委託料など、

校舎管理に係る経費２，１９１万７，０００円を計上しています。 

次に１２３ページ、２目教育振興費、本年度予算額１，２８０万９，０００円。総

合的な学習の時間事業として１５万２，０００円。次ページ、１２４ページの教育コ

ンピューター施設整備事業として、２４２万７，０００円。教育振興経費では、教材

消耗品、スキーバス借上料、教育振興備品、要保護・準要保護児童就学援助費など、

あわせて１，０２３万円を計上しています。 

次に１２５ページ、３項１目学校管理費、本年度予算額２億３，２０１万１，００

０円。学校運営経費では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補・公務補の

業務委託料など８０２万４，０００円を計上しています。 

次に１２６ページ、校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守点検

委託料など学校管理に係る経費のほか、中学校体育館の屋根防水、窓枠、外壁、内壁

などの改修工事に係る経費２億８３６万４，０００円を含む２億２，３９８万７，０

００円を計上しています。 

次に１２７ページ、２目教育振興費、本年度予算額１，５２４万円。総合的な学習

の時間事業として１５万円。教育コンピューター施設整備事業として４２２万５，０

００円。教育振興経費では、教材消耗品、スキーバス借上料、教育振興備品として教

材及び吹奏楽備品の購入、課外体育文化振興事業及び部活動全道大会等補助金、要保

護・準要保護生徒就学援助費などあわせて１，０８６万５，０００円を計上していま

す。 

次に１２９ページ、４項１目社会教育総務費、本年度予算額８３万４，０００円。

社会教育総務経費では、社会教育審議会委員１２名分の報酬及び旅費、消耗品、印刷

製本費、各団体の負担金などを計上しています。 

次に、２目社会教育振興費、本年度予算額６９３万８，０００円。社会教育振興事

業では、ふるさと南幌みらい塾、さわやかカレッジ、二十歳を祝う会、生涯学習サポ
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ーター謝礼などに係る経費１０８万５，０００円を計上しています。 

次に１３０ページ、予算資料１９ページ上段もあわせてごらんください。青少年健

全育成事業では、放課後子ども教室やプロフェッショナル講演会のほか、今年度新規

事業になりますが、町内の小・中・高校生が道内外の大学生などと交流し、将来の自

分を見つめるためのきっかけづくりを目的とした、青少年異世代交流に係る経費５８

５万３，０００円を計上しています。 

次に、予算書１３１ページです。３目子ども未来費、本年度予算額７万２，０００

円。家庭教育支援事業では、すくすく広場、親学講座など、家庭教育支援に係る経費

を計上しています。 

次に、４目文化振興費、本年度予算額１４５万５，０００円。芸術文化推進事業で

は、書初め大会、幼児・児童芸術鑑賞会、文化協会への補助金など、芸術文化の振興

に係る経費８６万７，０００円を計上しています。 

次に、読書活動推進事業では、図書室読み聞かせ、ブックスタート事業、読書感想

文コンクールに係る経費５８万８，０００円を計上しています。 

次に１３２ページ、５目社会教育施設費、本年度予算額２１８万１，０００円。社

会教育施設管理経費では、三重レークハウスの管理経費として、指定管理料などを計

上しています。 

次に、６目生涯学習センター管理費、本年度予算額３，８５６万６，０００円。生

涯学習センター運営経費では、施設消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、管理清掃

委託、各種保守点検などの施設運営経費、図書室備品購入費などのほか、１３４ペー

ジの工事請負費では、多目的ホールの玄関・管理人室改修工事及び照明機器のＬＥＤ

化に係る経費７８１万３，０００円を計上しています。 

次に１３５ページ、５項１目保健体育総務費、本年度予算額７５７万９，０００円。

スポーツ推進委員事業では、委員８名分の報酬など３８万円。スポーツコミュニティ

ー推進事業では、全町ソフトボール大会、キャベッジマラソンなどの開催経費、体育

関係団体への補助金など６０万８，０００円を計上しています。 

次に、子ども体力向上事業では、ジュニアアスリートクラブや、小学生夏休み水泳

教室など、子どもの体力・運動能力の向上を図るためのスポーツ教室の開催経費、ス

ポーツ少年団への補助金など２８５万６，０００円を計上しています。 

次に１３６ページ、健康づくり体力向上事業では、町民スイミングスクール、アク

アエクササイズ、フィットネス教室など、町民が継続的にスポーツ活動に取り組む機

会の提供に要する経費及び学校開放に係る経費として３７３万５，０００円を計上し

ています。 

次に、２目スポーツセンター管理費、本年度予算額２億５，３２５万３，０００円。

スポーツセンター管理経費では、町民プールを含むスポーツセンターの管理に係る経

費を計上しています。１３８ページ中段、１４節工事請負費では、スポーツセンター

の屋上防水、照明器具のＬＥＤ化などの改修工事に係る経費２億６０５万４，０００

円を計上しています。 

次に、３目給食センター運営費、本年度予算額９，３３３万円。給食センター運営

経費では、厨房等の各種消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料、賄材料費、調理配送業
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務委託料など、学校給食に係る全ての経費９，２３７万５，０００円を計上していま

す。なお、賄材料費は南幌産の給食米のほか、麺やパンを含めた主食分を全額町で負

担するため、その費用３４２万４，０００円を含め計上しております。 

次に１４０ページ、予算資料２０ページ中段もあわせてごらんください。今年度新

規事業になります。学校給食物価高騰対策事業では、社会情勢の変化により食材費の

高騰が続いていることから、食材や献立内容を維持し、保護者に新たな負担を求める

ことなく、充実した学校給食を提供するための経費９５万５，０００円を計上してい

ます。次に、予算書９８ページにお戻りください。 

５款１項５目農村環境改善センター管理費、本年度予算額２，０３８万円。改善セ

ンター管理経費では、消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料、管理清掃業務や各種保守

点検業務委託料などの施設運営経費を計上しています。以上で、教育委員会関係の説

明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

西股委員  １点だけお聞きしたいと思います。予算書の１１８ページ、学校情報通

信ネットワークの関係なんですが、このシステムの保守ですとか、ソフトの使用料と

いうのは毎年かかってくるような形になるんでしょうか。これをあわせると大体年間

６００万円くらいは常時かかってくるというような形になるかどうかを確認させて

ください。 

学校教育Ｇ主幹  ただいま質問のありました、学校情報通信ネットワーク環境整備

事業の保守料金等につきましては、今後も毎年かかってくるという経費になってまい

ります。これにつきましては、機器の保守はもちろんでございますが、ＩＣＴ支援員

等の指導等も含めた経費という形になってきますので、今後も先生方の授業の進め方

などはそちらで研修等もできるということから、引き続き毎年かかる経費ということ

になっております。以上です。 

西股委員  大体分かるんですけれども、これはほとんどタブレットではなくて子ど

もたちのマウスのパソコンの関係のやつですよね。 

学校教育Ｇ主幹  クロームブックになっておりまして、キーボートもございますし、

タッチできますので両方で使えるということで、マウスは使用しておりません。 

西股委員  いや、去年コロナで導入したクロームブックですよね。マウスとちょっ

と勘違いしたんだけども、そのクロームブックの場合に子どもたちに全部貸与してい

るような形になっていますよね。それで、今のところ壊れただとか、そういう事故の

発生や、紛失はないと思うんですけれども、そういうような何かトラブルとかがあっ

たかどうか教えていただきたいと思います。 

学校教育Ｇ主幹  機器の故障等につきましては、導入して以来３台ほど壊れており

ますが、それは不慮のという形になりますので、それにつきましてはこちらのほうで

修繕という形をとっております。台数的には予備がございますので、そちらで対応し

ているという形をとってございます。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

佐藤委員  ３点ほどお聞きします。まず、予算資料１８ページの中学生国際留学プ

ログラム事業なんですけれども、今月の広報に、６人以下になった場合には中止しま
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すということが書かれていたんですけれども、その６人以下なら中止になってしまう

理由を教えてください。 

２点目に、読書活動推進事業のリサイクルブックフェアなんですが、昨年、開始前

から親子連れとか多くの利用したいという方がいらっしゃったんですが、コロナとい

うことで整理券をいただいて順番に入っていったんですけれども、先に入った方が全

部古本を持っていってしまうというか、後から入った方が何もなかったという声が聞

かれたんですね。そういう部分で、何かもっと工夫をされたらいいんじゃないかなと

思ったんですけれども、そこのところも教えていただきたいと思います。 

それと３点目なんですが、図書室にＤＶＤが備蓄してあります。結構な枚数がある

んですけれども、そのＤＶＤは貸し出しすることができないんですよね。あそこにあ

る視聴覚室で聞くことしかできないんですけれども、昨年度のＤＶＤの利用数を教え

ていただきたいと思います。 

学校教育Ｇ主査  中学生国際留学プログラム事業の、６人未満の中止の件にお答え

いたします。６人未満になりますと団体割引がきかないため、そのような制限をさせ

ていただいております。以上でございます。 

社会教育Ｇ主幹  ２点目と３点目についてお答えをいたします。まず、リサイクル

ブックフェアの受付の対応でございますが、今年度におきましては、コロナ対策をし

ながら密にならないようにというようなことで、そのような対応をせざるを得ない状

況でございました。どうしても先着順になってしまうものですから、その方が好きな

本を持っていって、後半に来た方がどうしても望んでいる本がないという状況もござ

いましたが、今年度につきましては、今のところそういった先着順ですとか、順番で

人数制限をする予定ではありませんので、今年度からは時間どおり皆さんが入ってい

ただけるような事業の計画をしたいと思っております。 

３点目の、ＤＶＤの配架の状況でございますが、ご指摘のとおりＡＶ資料につきま

しては館内の視聴のみ対応しております。令和３年度が１８件、令和４年度２月末時

点でございますが、４９件の貸出しがございます。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。中学生国際留学プログラムは先ほどそういうお

話でしたけれども、例えばその６人に満たなくても、やはりそれを目指して英検を取

ったりとか、留学に行きたいということでそれだけ頑張っている学生さんもいるわけ

ですので、いろいろな団体割がきくということで、その割引もすごくいいんですけれ

ども、やはり皆さん目指している方は一生懸命勉強されているわけですので、例えば

その６人だけであっても、その分負担が多くなるかもしれませんけれども、今後いろ

いろ考慮してやっていただければなと思います。 

それと、リサイクルブックフェアは私もやりだしてからずっと行っているんですけ

れども、年々人がすごく増えてきている状態なんですね。事業としてはすごくいい事

業だなということを感じまして、ただ、せっかく広報の案内とかを見て行っても、本

が全くないとか、本当に古い本ばかりだとかという声が聞こえたものですから、でき

ましたら本の集め方を、通常でも寄附していただける方がいれば受け付けますという

形に変えれば本の冊数がきちんと整えられると思いますので、そこのところも考えて

いただければなと思います。 
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それとＤＶＤなんですけど、年間で４９回利用された方がいらっしゃるというので、

だんだん増えてきたからいいのかなと思うんですけれども、ほかの市町村をみると、

結構ＤＶＤを貸し出ししている所が多いんですよね。それで、うちの町のＤＶＤの内

容をみると、本当に借りたいなというものがたくさんありますので、ぜひそういうこ

とも今後考えていただけるかどうか、お聞きいたします。 

学校教育Ｇ主査  国際留学プログラム事業についてお答えいたします。６名未満の

団体行動の件なんですけれども、これは集団で活動するということも目的にしており

ます。それと、既に団体での申込みをいたしておりますので、６名未満の場合は中止

ということで、よろしくお願いいたします。 

社会教育Ｇ主幹  ２点目のリサイクルブックフェアの通常時の寄附の受付という

ことなんですけれども、今、現状も年間を通じて寄贈の受付はしております。ただ、

広報への周知ですとか館内の図書室内への表示などはしてございませんので、通常時

でも寄附はお預かりしますというようなことは今後ＰＲをしていきたいなというふ

うに思っております。 

また、ＤＶＤの貸出しについてですが、現在行っておりません。そちらのほうは、

破損や紛失の危険性という部分も考慮したうえでの現在の対応でございます。特にＤ

ＶＤにつきましては映画の著作物ということで、その著作権を処理するという部分で

金額が上乗せになっております。通常２，０００円、３，０００円で買えるＤＶＤが

１万円近くするものでございます。そのため購入する枚数も限定して、そんなに大量

のＤＶＤは購入できない状況でもありますので、現状としては対応を変えない予定な

のですが、令和３年度まで実施していました子ども向けの映画の上映なども復活させ

ることも検討しながら、ＤＶＤ資料の活用についても内部で検討を進めていきたいと

思っております。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

熊木委員  ３点伺います。１点目は先ほども説明がありました、資料１９ページの

青少年健全育成事業の、新規事業である青少年異世代交流についてです。先ほど町内

の中学生、高校生が大学生と交流するという説明だったんですけども、具体的には年

何回くらいあって、どういう規模でやられるのか、その１点伺います。 

２点目は、中学校の改修事業の内容で、資料には窓の改修とかいろいろ書いてある

んですけれども、そのなかに暖房更新、手洗い場混合栓の改修とあるんですが、トイ

レの便座が暖房になっているのか、それから男子トイレの個室化というのは同時に検

討されているのかを伺います。 

３点目は、予算書の１２１ページのスクールバスのことなんですけれども、一度総

務委員会でも聞き取りで伺ったのですが、先日の議会報告懇談会でも、一定の距離か

らちょっと離れている所とかで歩いている子どもたちを見ると、乗せてあげたらいい

んじゃないかというような意見がありました。それから町民の方からも、１２月の夕

方とか、すごく薄暗くなっている時に、小学生が歩いて帰るというのは危険が伴うん

じゃないかというような意見も寄せられています。それで、スクールバスの乗車距離

の緩和や範囲の拡大など、要望に応えるということができないのかどうか、その３点

を伺います。 
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社会教育Ｇ主幹  １点目の青少年異世代交流事業についてお答えをいたします。こ

の事業につきましては、中学生から高校生を対象にしている事業でございます。今年

度につきましては、夏休み中の５日間を１事業として実施する予定でございます。道

内外の大学生、社会人、合計８名のスタッフで中・高生の勉強の補助、そしてフリー

トークをしながら、会話のなかから中・高生の将来のビジョンなどを話し合いながら

勉強していくといった場所を事業化するものでございます。以上です。 

学校教育Ｇ主幹  まず２点目の中学校の改修事業でございます。暖房更新というこ

とにつきましては、まず既存の体育館の暖房が老朽化ということで、改修にあわせま

して更新をさせていただきます。手洗い場の混合栓改修につきましては、１階、２階、

３階それぞれのトイレ前、１階はトイレから離れていますが、手洗い場がございます。

そちらのほうが今まで手を洗えるような温度で温水が出なかったということもござ

いまして、今度は冬場等も温水で手を洗えるように、これにあわせまして改修をさせ

ていただきます。もう１点、トイレの便座のほうにつきましては、特に暖まるという

か、その機能についてはありません。 

３点目のバスについてでございますけども、現状各バスにつきましては、定数より

は少ないというものの、半数以上は乗ってございます。それで、範囲の拡大等もござ

いますけども、現状としては考えてございません。その理由としまして、現状で農家

地区と全てのなかで３０人弱乗っており、拡大してもあまり変わらないというか、拡

大しようがないという部分もございます。拡大をしますと、現状１日３便、それぞれ

５０分後とかで３便走らせてございます。これ以上現状で拡大をしてしまうと、その

便数で間に合ってこないというような絡みもございます。基本的には、特別乗車の部

分もございますけれども、それ以外の２キロ未満の部分につきましては、現状どおり

歩いての登校という形で考えてございますので、範囲の拡大については現状考えてご

ざいません。以上です。 

熊木委員  異世代交流については今説明を受けて、８名のスタッフで勉強の補助と

かを５日間するということで、中学生から高校生の申込みがすごく多かった場合、そ

の対応というのは午前と午後に分けるとか、何かそういうような工夫はされるんでし

ょうか。それを１点伺います。 

それから改修事業なんですけれども、暖房便座は予定にないということでしたよね。

ですけども、今どこの家庭でもほとんど暖房便座だと思うんですよね。それで、やは

りトイレが冷たいから何か嫌だとか、我慢するというようなこともあるのではないか

と思うので、やはり学校のそういう施設が今の時代にあわせたような形で改修してい

くということはすごく大事なことだと思うので、今回の改修事業に当たっては予算の

関係もあるでしょうけれども、ぜひそれを組み入れるような形で修正できないものか

なと思うので、それはここで答えられるかどうか分からないですけども一応要望とし

て挙げておきます。 

それから先ほどもう１点伺ったのは、男子トイレの個室化ということで、今現在男

子トイレは、男子トイレだから私は施設を見てもいないんですけれども、個室も何個

かあるのか、それから普通のトイレというか、今までどおりのそういう形のものがほ

とんどなのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。なぜこれを言うかというと、
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今、ジェンダー平等とかいろんな形で、いろんな施設が男子も個室でという所が多く

なっていると思うんですよね。そういうところにやっぱり教育の場面でも対応してい

くべきではないかなと思うので、それについても伺いたいと思います。 

それから最後のスクールバスのことなんですけれども、特別乗車を今やっていて、

私たちがちょうど視察した時は新学期ということもあって、まだ普通の時間帯になっ

ていないから、バスの中がすごく空いている状況だったんですよね。それで、そうい

うようなことがこの３便ではないのか、もしそういう余裕があるのであれば、やはり

拡大するべきではないかなと思うんですけれども、一切そういうことは考えないとい

うことなのでしょうか。それと夕方のことについても、大人でも夕方４時過ぎとか、

日没が早い時は、本当に暗いですよね。そういうなかで子どもが安全に登下校すると

いう意味では、考えていく必要があるのではないかなと思うので、そこをちょっと再

度お願いします。 

社会教育Ｇ主幹  青少年異世代交流事業の参加者が多かった場合の対応というこ

とでございますが、会場としては、まずぽろろを予定しておりまして、３階のフロア

と体育館の多目的ホールのほうを貸切りのような状態で使えますので、スペース的に

は十分確保しております。また、勉強の補助ということも目的の一つではあるのです

が、マンツーマンのような形ではなくて、グループワークのように対応しながら、同

じような目的で勉強する子を集めて対応するというようなことも今年度やっており

ました。大学生も塾の講師の経験者ですとか、いろいろな留学経験などがあるような

スタッフが多いので、適宜その人数にあわせて対応するということで考えております。

また、午前・午後どのような時間で開催をするかということにつきましても、参加人

数にあわせて検討していきたいのですが、基本的には寺子屋のようなコンセプトでや

るものですから、５日間はいつ来ても空いているよと、大学生がスタッフとして待っ

ているよというような計画を今のところ立てております。以上です。 

学校教育Ｇ主幹  ２点目の男子トイレの個室化という部分でございますけれども、

こちらにつきましては従来の形で、小便器のほうについては個室化ではございません

が、大便器と言いましょうか、その分につきましては従来どおり個室化という形には

なってございます。 

次のバスの乗車の部分でございますが、現状としまして全学年で乗ると、そこまで

拡大できるほどの余力もないということで考えてございます。現状よりも乗車がさら

にもし減るといいますか、半分にでもなるとか、さらに余力ができるようであれば検

討の余地はあろうかと思いますが、現状の余力としては範囲の拡大は考えられないと

考えてございます。以上です。 

熊木委員  １点目の青少年異世代交流については分かりました。 

２点目のトイレのことなんですけれども、暖房便座は今後も考えないということな

のか、そこを確認いたします。それから男子トイレの個室もあるということで、それ

は小便器が何個に対して個室は何個あるのか、それもちょっと教えてください。 

あと、スクールバスのことについては、やはりぜひ見直していくべきだと思うんで

すけれども、それは要望をしておきます。以上です。 

学校教育Ｇ主幹  先ほど便座のことにつきまして回答が漏れてございまして申し
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訳ございません。便座の部分につきましては、改修工事に対するご意見として承ると

いうことで、受けたいと思ってございます。それで、個室の数なんですが、小便器何

個に対してということはなく、そのスペースに何個入るかという部分で入りますので、

中学校につきましては個室でいうと３個入っていることになっています。小便器のほ

うは５個から６個ぐらいということで、申し訳ございませんが数を押さえてございま

せん。 

それとバスの乗れる範囲という部分の、現状２キロの部分の取り扱いでございます

が、それにつきましては、先ほど言いました乗車人数のほうが、現状で余力的なこと

を考えまして２キロのままで考えてございますが、先ほど言いました、将来的な部分

で、その距離が短く、例えば１．５キロとかその辺になるのかどうかという部分につ

きましては、その人数をみながらということにはなってきます。ただ、一度短くした

場合、そのあと増えた場合にまた２キロに戻すというのがなかなか難しいので、そこ

の見極めは必要かなと思ってございます。その形を行ったり来たりしますと、乗れる

年、乗れない年ということができてはなりませんので、その辺は長期的に考えさせて

いただきたいと思っております。以上です。 

熊木委員  今のスクールバスの件なんですけれども、以前総務委員会で聞き取りを

した時にも、今少ないから増やして多くなった時に戻すのが難しいというような答弁

だったんですよね。ですけれども、子どもの安全とかをいろいろ考えた時に、もしバ

スが少ないのであれば、そちらを増やすというような感覚のほうが、子どもの安全を

考えた上ではいいのではないかなと思うので、それをぜひ検討してほしいと思います。

今、人口が増えているけれども、その人口増はスクールバスを利用するという方々で

はないと思うんですよね。東町とか一部はそういう所もあるかもしれないんですけれ

ども、そういう意味で、これからの人口増とか、あとは農村部の人口が逆に減ってい

くとかそういうことを考えた時に、もう少しその子どもの身になってとか、保護者の

身になって検討するということを心掛けてほしいと思いますので、これは要望します。 

それと暖房便座は今はないということだったんですけれども、暖房便座、あとはウ

ォシュレットとか、そういう形で現実の生活のなかではもうほとんど普及しています

よね。ですから、やはりそういうことを教育の場面でもぜひ取り入れてほしいと思い

ますので、今回の改修に間に合わなければ教育委員会としてその予算要求をするとか、

そういう形に持っていってほしいと思いますので、これも要望します。 

本間委員長  ほかにございますか。  

志賀浦委員  今のスクールバスの関連なんですけども、経路図と乗車率をできれば

出してほしいです。最初の答えで、今、半数程度と言っていたはずなんだよね。何百

メートル短くしてどうなのかというのを検証しなきゃ難しいのかなと。実際問題、今

熊木委員が言ったように、これから増える率というのは、美園であれば徒歩圏内です

よね。東町も徒歩圏内だから、今現状これから増えた時の場合というのは、増えた時

にまた考えればいいだけの話だよね。だからその経路と乗車率を出して、資料でほし

いなと思います。 

学校教育Ｇ主幹  １点目につきましては、乗車率と地図ということなんですが、そ

れについては後ほどその地図とあわせた資料の提出ということでよろしいでしょう
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か。 

志賀浦委員  はい。お願いします。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

加藤委員  資料の１９ページの子ども体力向上事業と、健康づくり体力向上事業に

もかかると思うんですけれども、ここに記載されている事業が非常に好評で、保護者

が多いと伺っております。それで自分の子どもに応募させる時に、朝９時に先着順で

という応募の方法だったかと思うんですけれども、現在、どのように参加者を募って

いるのかお答えいただきたいです。 

社会教育Ｇ主幹  子ども体力向上事業の各種目に係る受付の方法ですけれども、今

お話いただいたとおり、日にちを決めて先着順で受けております。以上です。 

加藤委員  現在も先着順でやっているというお答えだったと思いますが、その方法

ってあまり公平ではないのかなと感じているところなんですけれども、期間を設けて

応募を募って抽せんするですとか、さらには応募者が多い事業であれば、この事業の

参加人数の拡充を行うだとか、そういう方向を検討していったほうがいいのではない

かと思うのですが、その辺のお考えを伺います。 

社会教育Ｇ主幹  先ほどの回答のなかで、全ての事業が先着順で定員になったらす

ぐ打ち切っているわけではございません。内容によっては、定員を若干超えてもその

事業の開催に支障がない内容については、定員をオーバーしても受けている場合もあ

ります。ただ、水泳教室につきましては、安全管理上スタッフが見ることのできる人

数というのが限られている、決まっている教室もありますので、そういう場面につい

ては抽せんを行って参加者を確定しているところでございます。以上です。 

加藤委員  拡充については、スタッフを増やすですとか、そういう考えはどのよう

に検討しますか。 

社会教育Ｇ主幹  メニューの参加者人数の拡充という部分でございますけども、水

泳教室につきましては、前期と後期と開催をしているところでございます。そのなか

で抽せんに漏れた子を優先して後期のほうに回したりというようなことも対応して

おります。どうしてもプールなどスペースが限られている教室については、実際に入

ることのできる子どもの数もある程度限られておりますので、基本的には、参加者が

平等にその種目、そのメニューに参加してもらいたいという方向で検討はいたします

けども、すぐ何人から何人に増やしますというところは、スタッフの確保もあります

し、設備的な限界というか、現状もございますので、まずはその種目に応じて、でき

る限り平等にその種目を受けていただけるように検討していきたいと思っておりま

す。以上です。 

加藤委員  平等に皆が参加できるように検討していく方向でということで、こちら

からも要望で終わります。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

内田委員  項目でいえば社会教育になるかと思うんですけれど、先日南幌高校の卒

業式がありまして、農猿さんから卒業証書というか、記念品をいただいていました。

それで農猿の方に今後どうされますかと聞いたら、中学生になるのか小学生になるの

かはわからないけども、何かの関わりは続けたいと思うというお話をしていました。
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教育委員会サイドとしては、農猿さんとしてはそういうイベント等で子どもたちと遊

ぶというのはあるんですけれども、社会教育の立場として何か考える余地はあるのか、

考えていらっしゃるのか、あればお聞きしたいと思います。 

生涯学習課長  農猿さんとの関わりなんですけれども、町全体で考えた時に、社会

教育だけではなくて、いろんな事業をほかの課でもやっております。産業振興課の農

政のほうで、食育事業として農猿さんのお手伝いをいただいて、子どもたちに野菜の

収穫体験ですとかそういうことをされているので、そういう部分では、町としても関

わりを持たせていただいているのかなというふうには考えております。それで、現段

階では、社会教育の事業として何かということはちょっと考えていなかったものです

から、町全体として考えた時にはそういう事業も実施させていただいております。以

上です。 

内田委員  分かりました。今後ははれっぱもあるし、そういう町全体のなかの一部

分として教育委員会の関わりみたいな、そういったものが感じられるようなＰＲです

とか、そういったのを考えて町全体での関わりなどがよく分かるようにお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

本間委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 

それでは質疑を終了したいと思います。職員の入替えがございますので、１０時半

まで休憩したいと思います。 

（午前 １０時１９分） 

（午前 １０時３０分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序１４番、８款消防費について説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の１１３ページ下段でございます。８款１項１目消防

費、本年度予算額２億４，９９１万５，０００円。ここでは、南空知消防組合負担金

事業として、本部費並びに南幌支署費、次ページにかけまして、消防団費、支署施設

費に係る一切の負担金を計上しています。続きまして、予算書の１５７ページをごら

ん願います。 

１５７ページにつきましては、消防費に関する明細書でございます。まず、歳入で

は消防水利整備事業に係る充当財源として７１０万円の起債借入れを計上していま

す。 

次に１５８ページ、歳出では、説明欄でございます。消防組合本部運営助成事業と

して２，０５１万８，０００円。本部運営に係る経費について、構成４町がそれぞれ

負担するもので、例年並みに計上しています。 

次に、消防南幌支署運営事業として２億８万２，０００円。１６１ページ中段にか

けまして、支署職員２３名分の人件費や活動費、庁舎並びに車両の維持管理経費、各

種負担金などを計上しています。 

次に、南幌消防団運営事業として２，５０６万２，０００円。１６２ページにかけ

まして、団員８８名分の報酬、共済費、費用弁償、被服代などを計上しています。 

次に、１６２ページ下段から次ページにかけまして、施設機材更新事業として４２

５万３，０００円。１２節委託料で、耐震性貯水槽整備に対する実施設計、１７節備
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品購入費で、支所庁舎管理用備品の購入経費を計上しています。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

それでは質疑を終了させていただきます。 

続きまして、審査順序１５番の１０款公債費と、１６番の１１款予備費について、

一括で説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の１４０ページをごらん願います。１０款１項１目元

金、本年度予算額６億１，３４６万４，０００円。地方債元金の償還で、前年度と比

較して２，１６５万６，０００円の増額計上となっています。 

次に、２目利子、本年度予算額２，６３２万９，０００円。地方債償還利子のほか、

一時借入金及び基金繰替運用に係るそれぞれの利子を計上しています。続きまして、

予算書の１４１ページをごらん願います。 

１１款１項１目予備費、前年度と同額の１００万円を計上しています。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑を終了いたします。それでは職員が入りますので、暫時休憩いたします。 

（午前 １０時３３分） 

（午前 １０時３５分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。審査順序１７番、一般

会計歳入、①１款町税の説明をお願いいたします。 

税務課長  それでは、予算書１５ページをお開きください。１款町税１項１目個人、

本年度予算額３億１，８５３万９，０００円。１節現年課税分３億１，７５１万円。

均等割、納税義務者数３，７５４人を見込み、１人当たり３，５００円で、１，３０

０万７，０００円。所得割３億４５０万３，０００円、収納率は９９％で計上してい

ます。２節滞納繰越分１０２万９，０００円、繰越見込額に収納率８％で計上してい

ます。 

 ２目法人、本年度予算額４，２４３万５，０００円。１節現年課税分４，２３８万

９，０００円。均等割は２１２法人を見込み２，０９１万９，０００円、法人税割は

２，１４７万円、収納率はいずれも９９％で計上しています。２節滞納繰越分４万６，

０００円、繰越見込額に収納率１０％で計上しています。 

 次に、２項１目固定資産税、本年度予算額３億２，７５３万９，０００円。１節現

年課税分３億２，６９０万９，０００円。土地は７，３４３万７，０００円、家屋は

新築住宅増加により課税客体の増加を見込み、１億９，３２７万１，０００円、償却

資産については、課税免除期間終了などを考慮し６，０２０万１，０００円、収納率

は９９％で計上しています。２節滞納繰越分６３万円。繰越見込額に収納率８％で計

上しています。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額１７４万１，０００円。北海道が

所有する学校公宅、道営住宅等の土地・家屋と北海道森林管理局所有の防風林敷地に

係る価格により計上しています。 次ページへまいります。 

３項１目環境性能割、本年度予算額１１０万６，０００円。 

 ２目種別割、本年度予算額２，５６２万４，０００円。１節現年課税分２，５５６

万８，０００円。原動機付自転車４０万５，０００円。軽自動車２，２２３万円。小
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型特殊自動車２９３万３，０００円。収納率は９９％で計上しています。２節滞納繰

越分５万６，０００円。実績を考慮し計上しています。 

 次に、４項１目町たばこ税、本年度予算額６，２１９万５，０００円。加熱式たば

この紙巻きたばこの本数への換算方法の見直しを考慮し計上しています。 

 ５項１目入湯税、本年度予算額１，３０２万６，０００円。前年度等実績見込によ

り計上しています。以上です。 

本間委員長  ただいま町税について説明がありました。質疑を行います。 

西股委員  １点聞きします。１５ページのふるさと応援寄附金の関係で控除を受け

ている分の金額というのは、新しい方がだんだん増えてきているのですが、そのなか

で増えてきているかどうかということでお聞きしたいと思います。 

課税Ｇ主幹  ふるさと納税が増えているかどうかというご質問かと思います。令和

２年度は１３５名で、寄附額が７３０万２，６６５円。令和３年は１８９名、１，５

４５万４，３１７円。令和４年は２２８名で、ちょっと額は減っているのですが１，

３５３万１，０７１円が寄附額となっています。おおむね増加傾向にあるのかなとは

思います。以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。 

細川委員  今西股委員のほうから出た関連で、似ているような内容になってしまう

んですけども、この町民税のところで、本町の町民が他市町村にふるさと納税するこ

とで、住民税の減額に実際なっている額というのがもし分かれば教えていただきたい

と思います。 

課税Ｇ主幹  先ほど申し上げました、令和２年度から額を申し上げます。減額分の

額を申し上げたいと思います。まず令和２年度は３２３万２，５０６円。令和３年は

４５６万８，６２１円。令和４年は５８９万４９円となっています。以上です。 

細川委員  ということは増えてきているということですね。ありがとうございます。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

それでは質疑を終了いたします。入替えがありますので、暫時休憩いたします。 

（午前 １０時４４分） 

（午前 １０時４５分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。②番、２款地方譲与税

から２２款町債まで説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の１７ページをごらん願います。２款１項１目地方揮

発油譲与税、本年度予算額２，３００万円。国税として揮発油に課税された地方揮発

油税の一定割合分が譲与されるものです。 

２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額６，３００万円。国税として徴収される

自動車重量税の一定割合分が譲与されるものです。 

３項１目森林環境譲与税、本年度予算額７０万円。国税として徴収される森林環境

税の一定割合分が譲与されるものです。 

３款１項１目利子割交付金、本年度予算額５０万円。北海道に納付された利子割額

のうち一定割合分が交付されるものです。 

次に１８ページ、４款１項１目配当割交付金、本年度予算額１５０万円。上場株式
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などの配当に課税される、道税の一定割合分が交付されるものです。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額１５０万円。上場株式などの

譲渡所得に課税される、道税の一定割合分が交付されるものです。 

６款１項１目法人事業税交付金、本年度予算額９００万円。北海道に納付された法

人事業税の一定割合分が交付されるものです。 

７款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額１億６，１００万円。消費税１０％

のうち２．２％が都道府県に配分され、その２分の１が市町村に交付されるものです。 

次に１９ページ、８款１項１目ゴルフ場利用税交付金、本年度予算額４００万円。

リバーサイドゴルフ場利用税の７０％が交付されるものです。 

９款１項１目環境性能割交付金、本年度予算額７００万円。北海道に納付された自

動車税環境性能割のうち、一定割合分が交付されるものです。 

１０款１項１目地方特例交付金、本年度予算額４００万円。減税の影響による地方

の減収分を補てんすることを目的に交付されるものです。 

１１款１項１目地方交付税、本年度予算額２６億７，０００万円。内訳はとして、

普通交付税２２億７，０００万円。特別交付税４億円です。前年度と比較して５，０

００万円の増額計上です。普通交付税につきましては国の地方財政計画を勘案し、ま

た、特別交付税につきましては近年の実績を考慮し計上しています。 

 次に２０ページ、１２款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額８０万円。

交通違反の反則金を原資に、一定割合分を交通安全施設整備のために交付されるもの

です。 

次に、１３款１項１目農林水産業費分担金、本年度予算額１３２万５，０００円。

１節農業費分担金では、排水路整備等に係る分担金を計上しています。 

次に、２項１目民生費負担金、本年度予算額９７２万８，０００円。１節では高齢

者保護措置費用徴収金、２節では学童保育料、３節では保育所保育料、４節では滞納

繰越分をそれぞれ計上しています。 

２１ページ、２目衛生費負担金、本年度予算額９６万円。長幌第２浄水場改築事業

に係る一般会計出資債利子の長幌上水道企業団負担分を計上しています。 

３目土木費負担金、本年度予算額６８２万７，０００円。１節では、南６線道路維

持費負担金、２節では、準工業用地等整備事業に係る北海道住宅供給公社からの負担

金を計上しています。 

１４款１項１目衛生使用料、本年度予算額２１４万８，０００円。１節では墓地の

使用料及び管理料、２節では保健福祉総合センター使用料をそれぞれ前年度並みに計

上しています。 

２目農林水産業使用料、本年度予算額２７万１，０００円。１節では農村環境改善

センター使用料、２節ではふれあい館使用料をそれぞれ前年度並みに計上しています。 

３目商工使用料、本年度予算額６５万７，０００円。ふるさと物産館使用料は、前

年度の実績見込みを考慮し計上しています。 

４目土木使用料、本年度予算額２，７５９万３，０００円。１節では道路占用料、

２節では普通河川占用料、次ページ、３節では公営住宅及び子育て支援住宅使用料、

４節では滞納繰越分をそれぞれ前年度並みに計上しています。 
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５目教育使用料、本年度予算額１４７万５，０００円。１節では生涯学習センター

使用料、２節では、町民プールを含めたスポーツセンター使用料、３節では学校開放

使用料を、それぞれ前年度実績を考慮して計上しています。 

次に、２項１目総務手数料、本年度予算額３８０万１，０００円。戸籍や住民票な

どの証明手数料です。 

２目衛生手数料、本年度予算額２９万２，０００円。畜犬登録及び狂犬病予防注射

などの手数料です。 

３目農林水産業手数料、本年度予算額１６万９，０００円。営農証明などの手数料

です。次ページにまいります。 

１５款国庫支出金につきましては、歳出でそれぞれ説明いたしました事業について、

法令等に基づいた国の負担割合相当分に係る負担金、補助金、委託金が主なものでご

ざいますので、項目のみを中心に説明させていただきます。 

１項１目民生費国庫負担金、本年度予算額３億８，８１２万７，０００円。１節で

は、国民健康保険基盤安定等の負担金、２節では、自立支援医療給付費負担金、３節

では、障がい者自立支援給付費負担金、４節では、介護保険低所得者保険料軽減負担

金、５節では、養育医療給付費負担金、６節では、障がい児施設措置費給付費等負担

金、７節では、児童手当負担金、８節では、子どものための教育・保育給付費等の負

担金をそれぞれ計上しています。次の、衛生費国庫負担金については皆減です。次ペ

ージにまいります。 

２項１目総務費国庫補助金、本年度予算額１，１３７万４，０００円。１節では、

地域内フィーダー系統確保維持費補助金、地域公共交通計画策定に係る補助金、２節

では、マイナンバーカード交付事務費補助金、戸籍総合システム改修に係る補助金を

計上しています。 

２目民生費国庫補助金、本年度予算額２，３４２万１，０００円。１節では、地域

生活支援事業費補助金、障がい者福祉システム改修に係る補助金、２節では、子ども・

子育て支援交付金、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金、子育て支援対

策臨時特例交付金を計上しています。 

３目衛生費国庫補助金、本年度予算額１，０４９万２，０００円。１節では、疾病

予防対策事業費等補助金、妊娠・出産包括支援事業補助金、産婦健康診査事業補助金、

出産・子育て応援支援金給付事業費補助金、２節では、循環型社会形成推進交付金を

計上しています。 

 ４目土木費国庫補助金、本年度予算額７，３２７万３，０００円。１節では、道路

事業に係る社会資本整備総合交付金、道路メンテナンス事業補助金、２節では、都市

公園・緑地等事業に係る社会資本整備総合交付金、次ページ、３節では、地域住宅計

画事業に係る社会資本整備総合交付金を計上しています。 

 ５目教育費国庫補助金、本年度予算額３９万６，０００円。１節では、小学校特別

支援教育就学奨励費補助金、２節では、中学校特別支援教育就学奨励費補助金をそれ

ぞれ計上しています。 

次に、３項１目総務費委託金、本年度予算額１９万３，０００円。１節では、自衛

隊募集事務委託金、２節では中長期在留者住居地届出等事務委託金を計上しています。 
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２目民生費委託金、本年度予算額２２２万９，０００円。１節では、国民年金事務

費交付金、２節では、特別児童扶養手当事務取扱委託金を計上しています。次ページ

にまいります。 

１６款道支出金につきましても、国庫支出金と同様に法令等に基づいた事務事業に

対する道からの負担金、補助金、委託金が主なものでございますので、項目のみを中

心に説明させていただきます。 

１項１目民生費道負担金、本年度予算額２億３，１２６万６，０００円。１節社会

福祉費道負担金から、１０節児童福祉費道負担金までの内容については、それぞれ説

明欄に記載のとおりです。 

２目土木費道負担金、本年度予算額４１０万４，０００円。道営住宅管理費負担金

を計上しています。次ページにまいります。 

２項１目総務費道補助金、本年度予算額５，５４２万円。北海道権限移譲事務交付

金、土地利用規制等対策事業交付金のほか、地域づくり総合交付金では、移住促進事

業、賑わい創出広場整備事業、災害備蓄品整備事業分を計上しています。 

２目民生費道補助金、本年度予算額３，８４０万１，０００円。１節障がい者福祉

費道補助金から、６節児童福祉費道補助金までの内容については、それぞれ説明欄に

記載のとおりです。 

３目衛生費道補助金、本年度予算額３８６万８，０００円。疾病予防対策事業費等

補助金、出産・子育て応援支援金給付事業費補助金を計上しています。次ページにま

いります。 

４目農林水産業費道補助金、本年度予算額５億２，５１２万５，０００円。内容に

つきましては、農業委員会活動促進事業交付金から、水利施設等保全高度化事業補助

金まで、それぞれ記載のとおりです。 

 ５目教育費道補助金、本年度予算額１５６万７，０００円。放課後子どもプラン推

進事業費補助金などを計上しています。 

次に、３項１目総務費委託金、本年度予算額１，４９９万２，０００円。１節では、

道税徴収委託金、２節では、経済センサス委託金から、次ページ、農林業センサス委

託金まで、３節では、知事・道議会議員選挙費委託金を計上しています。 

２目民生費委託金、本年度予算額１万円。人口動態調査委託金を計上しています。 

３目土木費委託金、本年度予算額１４万４，０００円。１節及び２節につきまして

は、それぞれ説明欄に記載のとおりです。 

次に、１７款１項１目財産貸付収入、本年度予算額２，２３８万５，０００円。１

節では、土地貸付料として町有地３４件、工業団地２件分を、建物貸付料では教職員

住宅や移住体験住宅分などを見込み計上しています。２節では、光ファイバ整備に伴

い、ＮＴＴからの貸付収入を見込み計上しています。 

２目利子及び配当金、本年度予算額１４万４，０００円。各基金から生ずる利子を

計上しています。 

３目基金繰替運用収入、本年度予算額１０万円。基金等から資金を繰り替えての運

用を見込み、計上しています。次ページにまいります。 

２項１目不動産売払収入並びに２目物品売払収入は科目設定のための計上です。 
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次に、１８款１項１目一般寄附金並びに２目教育費寄附金についても科目設定のた

めの計上です。 

 ３目ふるさと応援寄附金、本年度予算額１億６，０００万円。前年度実績を考慮し

計上しています。 

次に、１９款１項１目財政調整基金繰入金、本年度予算額２億１，０９９万１，０

００円。本年度予算の編成にあたり不足財源分を繰り入れするもので、前年度と比較

して２，３４７万８，０００円の減額計上となります。 

２目減債基金繰入金、本年度予算額２億円。財政調整基金と同様に不足財源分を繰

り入れるもので、備荒資金組合超過納付金の還付金を含め１億６，４３５万２，００

０円を増額計上しています。次ページにまいります。 

３目南幌温泉ハート＆ハート基金繰入金、本年度予算額１，６８０万円。指定管理

料、町民入館料負担事業に充当するものです。 

４目ふるさと応援基金繰入金、本年度予算額１億８，３４０万円。子育て支援や高

齢者支援などの寄附指定事業を中心に充当するもので、前年度と比較して８，３８０

万円を増額計上しています。 

５目森林環境譲与税基金繰入金、本年度予算額２０万１，０００円。地域材活用推

進事業に充当するものです。 

次に、２０款１項１目繰越金、令和４年度会計からの繰越金で、前年度と同額の２，

０００万円を計上しています。 

 次に、２１款１項１目延滞金は、科目設定でございます。次ページにまいります。 

２項１目町預金利子は、科目設定です。 

 次に、３項１目地域総合整備資金元金収入、本年度予算額２６６万６，０００円。

町内事業者によるサービス付き高齢者向け住宅及びグループホームなどの整備事業

に対して、町が資金貸付を行った分割償還分で、前年度と同額を計上しています。 

２目水洗化資金貸付金元金収入、本年度予算額９万円。水洗化資金貸付金の元金収

入を見込み計上しています。 

次に、４項１目北海道住宅供給公社受託事業収入、本年度予算額１，５８５万１，

０００円。北海道住宅供給公社が所有する管理用地の草刈り業務などを受託するもの

です。 

２目後期高齢者医療広域連合受託事業収入、本年度予算額１，０３５万９，０００

円。後期高齢者医療業務広域連合受託事業収入、高齢者保健事業と介護予防特別調整

交付金です。 

３目土地改良事業調査受託事業収入、本年度予算額１，３８３万８，０００円。全

５地区に係る換地業務分です。次ページにまいります。新型コロナウイルスワクチン

接種等受託事業収入につきましては皆減です。 

次に、５項１目総務収入、本年度予算額３３万８，０００円。まちづくり・人づく

り推進交付金として、道町村会より交付されるものです。 

２目民生収入、本年度予算額４６３万１，０００円。介護予防サービス計画費収入

を計上しています。 

３目農林水産業収入、本年度予算額７，８８０万２，０００円。内容につきまして
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は、農業者年金業務委託手数料から揚水機場維持管理負担金まで、それぞれ記載のと

おりでございます。 

４目給食費収入、本年度予算額２，５７７万３，０００円。１節では、児童・生徒

及び教職員分の給食費を、２節では、滞納繰越分を見込み計上しています。次ページ

にまいります。 

５目雑入、本年度予算額３億９，４３３万２，０００円。内容につきましては、北

海道町村会町村助成金から、３５ページ、その他雑入まで記載のとおりでございます。

なお、備荒資金組合より、超過納付金の還付を受け、減債基金へ積立てを行うため１

億円を計上しています。 

次に、２２款１項１目農林水産業債、本年度予算額６，９１０万円。１節では、農

業競争力基盤強化特別対策事業、２節では、農業水路等長寿命化整備に係る起債の借

入です。 

２目土木債、本年度予算額３億３，２３０万円。１節では、町道及び橋梁長寿命化

整備、次ページ、河道浚渫事業、２節では、公園施設長寿命化整備、３節では、公営

住宅改修、４節では、準工業用地等整備事業に係る起債の借入です。 

３目消防債、本年度予算額７１０万円。消防水利整備に係る起債の借入です。 

４目教育債、本年度予算額４億２，２１０万円。１節では、中学校改修事業、生涯

学習センター改修事業、２節では、スポーツセンター改修事業に係る起債の借入です。 

５目臨時財政対策債、本年度予算額１，８００万円。地方交付税の振替分として借

入ができるもので、国の地方財政計画に基づき、前年度と比較して２，７００万円を

減額計上しています。以降の、総務債から商工債までについては、皆減です。以上で、

歳入の説明を終わり、次に、予算書の９ページをごらん願います。 

 第２表、債務負担行為です。中小企業総合振興資金利子補給については、北海道の

融資制度資金借入金の利子補給分です。なお、期間及び限度額については、それぞれ

記載のとおりです。次に、１０ページをごらん願います。 

第３表、地方債です。１３事業分に係る起債を予定しており、それぞれの限度額は、

先ほど２２款の町債のなかで説明した予算額と同額でございます。なお、起債の方法、

利率及び償還の方法は、それぞれ記載のとおりです。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

熊木委員  １点だけちょっと分からないのでお聞きします。２９ページの財産収入

のところなんですが、土地貸付料、建物貸付料とありますけれども、これはどこの土

地とどこの建物のことなのか、１点お願いします。 

財務Ｇ主査  ただいまのご質問でございますが、土地貸付料につきましては所管が

それぞれ分かれていまして、例えば財務グループで所管する土地につきましては、一

般的な町有地の貸付料もこの中に含んで計上しております。建物貸付料に関しては、

例えば職員住宅ですとか、あとは新規就農者の方が住まれている住宅ですとか、そう

いったものを積み上げて計上しております。以上です。 

熊木委員  ということは、１か所ではなくて、何か所かが混ざっているということ

ですね。１か所だけなのかなと思って、それならどこなのかと思って質問したので、

分かりました。 
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本間委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

それでは質疑を終了します。 

続きまして、審査順序１８番、債務負担行為に関する調書と、審査順序１９番、地

方債に関する調書についても説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書の１５４ページをごらん願います。予算書１５４ペー

ジ、債務負担行為に関する調書の説明でございます。１５５ページにかけまして、全

２８事業分です。 

表下の合計欄、左が限度額で２億３，９８５万３，０００円。その右は令和４年度

末までの支出見込額で、１億７，４７０万６，０００円。この右は令和５年度以降の

支出予定額で６，５１４万７，０００円となっています。続きまして、予算書の１５

６ページをごらん願います。 

地方債に関する調書の説明を行います。全２０事業分です。左の令和３年度末現在

高から、右端の令和５年度末現在高見込額について記載をしています。表下の合計欄

でございますが、令和３年度末現在高は７０億５，０６０万７，０００円で、既に決

算により確定をしてございます。 

次に、令和４年度末現在高見込額は７３億４１２万４，０００円です。 

次に、当該年度、令和５年度中増減見込みですが、起債見込みでは、１番、一般公

共事業債２，３６０万円。２番、財源対策債１，８８０万円。４番、公営住宅建設事

業債１９０万円。１１番、一般単独事業債２億５，２４０万円。１３番、緊急防災減

災事業債４億２，９２０万円。１４番、辺地対策事業債２，１９０万円。１８番、臨

時財政対策債１，８００万円。１９番、道貸付金８，２８０万円で、合計につきまし

ては８億４，８６０万円です。その隣の令和５年度中、元金償還見込額合計は、６億

１，３４６万４，０００円です。最後に、令和５年度末現在高見込額合計は７５億３，

９２６万円で、前年度末と比較しまして２億３，５１３万６，０００円の増額となっ

ています。以上で説明を終わります。 

本間委員長  ただいま説明が終わりましたので、質疑を行います。ないようですの

で、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

午前中に予定されました内容については、以上で終了させていただきます。 

それでは、午後１時まで休憩といたします。 

（午前１１時１２分） 

（午後 １時００分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序２０番、病院事業会計についての審査を行います。説明をお願いいたしま

す。 

病院事務長  令和５年度病院事業会計予算を説明いたします。主に、要点や前年度

予算と比較して増減が大きい項目を中心に説明させていただきますので、あらかじめ

ご了承願います。最初に、予算書の７ページをお開き願います。収益的収入及び支出

のうち、収入です。１款病院事業収益１項１目入院収益、本年度予算額３億３，６７

２万円。前年度比９２万円の増です。前年度同様、入院患者を１日平均４０人、平均

単価を２万３，０００円と見込んでおりますが、令和６年は閏年となりますので、３
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６６日分を計上してございます。 

２目外来収益、本年度予算額１億８７５万１，０００円。前年度比７２５万９，０

００円の増です。外来患者１日平均単価を、前年度６，９５６円から２０７円増の７，

１６３円と見込み計上してございます。 

３目その他医療収益、本年度予算額６，９２２万４，０００円。前年度比４６９万

２，０００円の減です。主な理由は、１節医業相談収益の予防接種のうち、新型コロ

ナワクチン接種収入の未計上によるものでございます。令和５年度のワクチン接種に

つきまして、当初予算編成時に国の方針が示されておらず、町保健福祉課も関連予算

を計上していなかったため、町立病院も計上してございません。今後、保健福祉課の

動きにあわせて補正予算対応となる見込みでございます。８ページをごらん願います。 

２項医業外収益、本年度予算額２億４，０２３万９，０００円。前年度比で２，３

４２万４，０００円の減です。 

このうち、４目他会計繰入金で、本年度予算額２億１，３５８万７，０００円。前

年度比２，２６４万円の減です。資金不足に伴う繰入金は、医業収益の増や事業費の

精査などにより、前年度当初予算額５，０００万円から２，０００万円減額し、３，

０００万円とします。令和２年度の当初予算額７，０００万円に対しては、４，００

０万円の減額となります。７ページにお戻り願います。 

収益的収入全体で、本年度予算額７億５，４９３万４，０００円。前年度比１，９

９３万７，０００円の減となります。続きまして９ページをごらん願います。 

ここからは、収益的支出の説明に入ります。１款病院事業費用１項１目給与費、本

年度予算額４億２，８１４万円。前年度比２，９７１万９，０００円の減です。常勤

医の給与関連予算を当初では３人分計上していることによる減でございます。なお、

４人目の常勤医を確保した場合、必要な予算は補正対応する予定となってございます。

１２ページをお開き願います。このほか、５節退職給付費で、本年度予算額１，３５

１万７，０００円。前年度比１，４８３万６，０００円の減です。負担率低減に伴う

退職組合負担金の減によるものでございます。続きまして、１４ページをお開き願い

ます。 

３目経費、本年度予算額１億８，６１４万４，０００円。前年度比１，３１９万８，

０００円の増です。７節光熱水費で、電気料４１３万円のほか、１６ページに入りま

して、１８節手数料でございますが、臨床検査１９８万円、１７ページ、２０節委託

料で、人件費の上昇のほか、医師事務作業補助者、いわゆる医療クラークなどで７７

５万円の増によるものでございます。２０ページをお開き願います。 

４目減価償却費、本年度予算額５，３９８万９，０００円。前年度比１７４万３，

０００円の減です。２節機械備品減価償却費で、医療機器等の減価償却資産の減によ

るものでございます。２１ページをごらん願います。 

２項医業外費用、本年度予算額４２０万２，０００円。前年度比１００万円の増で

ございます。３目雑損失で消費税納税分の増によるものでございます。９ページにお

戻り願います。 

収益的支出全体で、本年度予算額７億２，５５３万８，０００円。前年度比１，８

９９万４，０００円の減となります。２２ページをお開き願います。 
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ここからは、資本的収入及び支出に入ります。初めに、資本的収入について説明い

たします。１款資本的収入予算額４，１７１万７，０００円。前年度比７３８万４，

０００円の増です。 

１項１目出資金、予算額２，７３１万７，０００円。前年度比４１０万１，０００

円の増です。企業債償還元金の増によるものでございます。 

２項１目繰入金、本年度予算額３００万円。前年度比１９８万３，０００円の増で

す。補助金を活用した、医療機器購入によるものでございます。 

３項１目企業債、本年度予算額１，１４０万円。前年度比１３０万円の増です。病

院事業債を活用した医療機器購入及び設備整備によるものでございます。２３ページ

をごらん願います。 

ここからは、資本的支出に入ります。１款資本的支出、本年度予算額５，５５１万

３，０００円。前年度比９４４万円の増です。 

１項建設改良費１目固定資産購入費、本年度予算額８２４万６，０００円。前年度

比６０１万３，０００円の増で、説明欄に記載のとおり、財務会計及び医薬品在庫管

理システム、電動リモートコントロールベッドの購入によるものでございます。 

２目病院整備事業費、本年度予算額６２９万２，０００円。前年度比２７２万４，

０００円の減です。経年劣化しました小荷物専用昇降機、非常用発電設備の改修工事

を予定してございます。 

２項企業債償還金１目企業債償還金、本年度予算額４，０９７万５，０００円。前

年度比６１５万１，０００円の増です。平成２９年度に借入れました企業債の元金償

還が始まるためでございます。２４ページをごらん願います。 

２４ページから３２ページにかけましては、給与費明細書となってございます。こ

の項目は、概要説明とさせていただきますのでご了承願います。１、総括です。職員

給与費における令和５年度と前年度の比較となってございます。２５ページでは、会

計年度任用職員以外の職員、正職員と再任用職員の給料及び職員手当について、２６

ページでは、会計年度任用職員の報酬及び職員手当について、それぞれ前年度との比

較増減を示してございます。２７ページ、２８ページにかけましては、給料及び手当

の増減額の明細。２９ページに入ります。３で給料及び職員手当等の状況について、

３０ページでは、級別職員数、級別の基準となる職務内容について、３１ページは、

昇給、特殊勤務手当の内容となってございます。続きまして３２ページは、期末手当、

勤勉手当の支給率、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当の支給率、その他の手当の

支給率となってございます。以上が給与費明細書関係でございます。続きまして、３

３ページをお開き願います。 

３３ページから３９ページにかけましては、財務諸表となってございます。こちら

も概要説明とさせていただきます。３３ページ、３４ページは、令和５年度予定貸借

対照表となってございます。このうち、３４ページ下段の７、剰余金、（２）欠損金、

ロの当年度純利益でございます。令和５年度中の収益的収入と支出を差し引きで、２，

９３９万６，０００円を見込んでございます。 

３５ページから３６ページにかけましては、令和４年度予定損益計算書となってご

ざいます。 
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３７ページから３８ページは、令和４年度予定貸借対照表となってございます。い

ずれも、直近の状況を踏まえまして、令和４年度の収支を見込んで作成してございま

す。３９ページです。 

こちらは予定キャッシュフロー計算書となってございます。病院事業会計の１会計

期間における資金の流れをあらわしているものでございます。４０ページをお開き願

います。注記事項となってございます。記載のとおりでございます。最後の４１ペー

ジでございます。 

企業債に関する調書で、令和５年度借入予定の２件を含む、全１２件の企業債の明

細となってございます。それでは、１ページにお戻り願います。 

第１条、令和５年度南幌町病院事業会計の予算は、次に定めるものとするとし、第

２条、業務の予定量です。病床数を、一般病床６０床、年間延べ患者数は入院１万４，

６４０人、外来１万５，１８３人、１日平均患者数は入院４０人、外来６２人を見込

んでございます。 

続きまして、第３条、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額につ

きまして、収入７億５，４９３万４，０００円。支出７億２，５５３万８，０００円

とし、収入と支出の差引き２，９３９万６，０００円の純利益を見込んでございます。

２ページをごらん願います。 

第４条、資本的収入及び支出です。資本的収入及び支出の予定額につきまして、収

入４，１７１万７，０００円、支出５，５５１万３，０００円とし、収入と支出の差

引きで不足します１，３７９万６，０００円は、損益勘定留保資金で補填するもので

ございます。 

第５条、企業債です。医療機器購入事業に係る借入限度額を５２０万円、病院設備

整備に係る借入限度額を６２０万円とし、起債や償還方法、利率を記載してございま

す。 

３ページ、第６条、一時借入金です。限度額を５，０００万円とします。 

第７条、議会の議決を経なければ流用できない経費です。給与費４億２，８１４万

円、交際費を３０万円とするものでございます。 

第８条、たな卸資産の購入限度額４，５１２万円とするものでございます。以上で、

令和５年度病院事業会計予算の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

熊木委員  ２点伺います。１点目は、コロナが５月から５類に変わりますよね。そ

れで、町立病院の診療体制とか、いろいろ今までのものと大きく変わることがあるの

かどうか、それが１点です。 

２点目は、町民から寄せられた要望なんですけれども、病院の待合の椅子がすごく

座り心地が悪くて、結構長く待たされたりするので、何とか改善してほしいというよ

うな声が届いているので、そういうのはほかにあるのかどうか、そして改善できるか

どうかの２点です。お願いします。 

病院事務担当主査  まず、最初のご質問のコロナが５類に変わってからの病院の診

療体制につきましては、今のところ変更する予定はございません。病院に受診されて

いる方は、重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患を持つ方が多くおりますので、やは
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りコロナが５類に変わったとしても、コロナ自体の性質は変わらないので、今のとこ

ろ発熱外来を屋外で行うことを先生方のほうで確認しておりまして、体制を変更する

予定はございません。ただし、今後コロナに対する薬ですとか、あとはワクチンなど

の状況、感染状況の変化があれば、その都度院長をはじめ医師が話し合いをしまして、

体制を変更する可能性はございます。その際には必ず町民の皆様にきちんと周知して

対応させていただきたいと考えております。以上です。 

病院事務担当主幹  待合の椅子の関係でございますけれども、実は院内のプロジェ

クト的なものでもそういったことを検討しておりました。ただ、１脚現在税込みで、

４人掛けで３０万円程するものですから、長く使えるものなんですけれども、そうい

ったこともございまして、経営の面もみながら考えてはおります。ただ、待合ホール

か、それとも外来の待合かは検討中でございますけれども、できる範囲で今準備を検

討しているところでございます。以上です。 

熊木委員  待合の椅子は検討しているということで、よかったなと思いますので、

高いものですけれども、順次やってほしいなと思います。 

コロナの５類については今ご答弁いただいて、それで発熱外来とかも、今までどお

り当面はやっていくということで捉えてよろしいですか。 

病院事務長  まず椅子の関係ですけれども、令和４年度の予算で、ロビー側ではな

くて外来の待合スペースの所、そちらでまずは２脚更新をさせていただきます。その

後につきましては先ほどの主幹の答弁のとおりでございます。検討しながら順次更新

してまいりたいというふうに考えてございます。 

それとコロナの診察の関係でございますが、当面は今答弁したとおりで、引き続き、

現行のままで診察を続ける予定でございますが、コロナの感染力、あるいは先ほどあ

りましたけれども、飲み薬、経口薬であるとかそういったことも踏まえながら、医局

のほうで検討していただきながら、その結果を町民の方にアナウンスして、我々も対

応していきたいというふうに考えてございます。よろしくお願いします。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

石川委員  今の関連なんですけども、外来の待合の廊下の椅子の関係で、私も以前

行ったことありますが、ちょうど椅子に座ったら背中の部分に手すりが当たって、そ

れが固いものですからすごく背中が痛くなるということで、椅子をもう少し前に出し

たらという話もしたことがあったのですが、今回椅子を一部取り替えるというふうな

話も言われていましたけども、どう考えてもあそこの廊下って、両方に手すりが付い

ているけども、椅子側の手すりは全く使っていないはずなんですよね。ですから、い

っそのこと手すりを外してしまったらいいんじゃないかなという感じがするんです

けども、そうなれば背もたれ部分も痛く感じないでしょうし、そういうふうな工夫も

検討されてはいかがかなと思うんですけども、いかがでしょうか。 

病院事務担当主幹  椅子の関係でございますけれども、先ほど事務長申しましたと

おり、とりあえず２脚４人掛けを購入予定でございまして、その際は今よりも背もた

れの長い椅子ということで、現状の手すりがあっても支障のないものを購入予定でご

ざいます。それで、背もたれが高いものでございますので、手すりがあっても支障の

ないものを購入予定でございます。手すりを取り外すというのは、構造上、また安全
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上考えてはおりません。また、外すとなると、もう取り付けられなくなるようなこと

も言われておりましたので、そういったことで、背の高い椅子を購入していこうと考

えております。また、令和４年度ですけれども、リハビリの職員とも相談して、１人

掛けの椅子を置いて、手すりの付いている、自力で起き上がれる椅子を４、５脚購入

しておりますので、そういった面でも専門の職員と協議して、支障のないように進め

ていきたいと考えております。以上です。 

石川委員  ということは、背もたれの前に椅子が行くことですから、ちょっと椅子

が前で出てくるというふうな感じですか。 

病院事務担当主幹  私の説明が足りず、申し訳ありません。背の高い椅子になりま

すので、手すりがあったら、背中が高くなりますので、くっつけて設置しても支障の

ないものを買っていきたいと思っております。今、手すりがあって、椅子の背中がこ

のあたりですので、ちょうど当たってしまうということを言われているのかなと思う

んですけれども、徐々に購入を検討していきたいと考えております。以上です。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

志賀浦委員  まず診療体制というか、医師の診療体制を聞きたいんですけど、かか

りつけ医という名目で今一生懸命やられているかと思いますが、苦情が来ていたのが、

同じ先生にかかりたくて行っているんだけども、先生がころころ変わってしまうとい

うのを聞いたことがあるんですよね。何とかならないかという話で。それが事実だっ

たらどうしてなのか。例えば、先生は何曜日の午前中とかそういう割り振りが決まっ

ているから問題ないかとは思うんですけど、その辺が事実なのかどうか教えていただ

きたいと思います。 

それと、待ち時間がすごく長いという話で、待合室にはそんなに人がいないのに、

なぜ１人の診察が終わったら次の診察までに時間が長いと。今回、新しいシステムを

入れて、カルテを後で書けるようにすると短くなるのかなと思うんだけど、長くなる

理由というのが分かっていたら教えてください。 

病院事務担当主査  診療体制につきましては、病院だよりなどでお知らせしている

とおり、院長、それから医長の２人の先生が出る日程については周知させていただい

ております。ただ、やはり先生たちもプライベートなことで有給休暇を取得すること

もございますので、その際には出張医が対応しているような状況でございます。たま

たまその時に受診されて、ちょっと先生がいなくてということで、その目的の先生に

かかれなかったという方がいらっしゃると思いますけれども、できれば事前にそうい

ったことがないように、病院のほうにお電話をいただいて、先生の出ている時間を聞

いていただいたりということもしていただいてはいますけれども、必ず周知を皆さん

にさせていただいております。 

また、待ち時間が長くなる理由ということですけれども、これにつきましては、先

生方も外来だけではございませんので、例えばですけれども、消防からの救急要請で

すとか、あとは病棟に入院されている患者様が急変した場合、ドクターがそちらのほ

うに行ってしまって、待ち時間が長くなるということがございますので、その辺は申

し訳ないんですけれどもご了承いただきたいということで、お待ちいただいている患

者様には、必ず理由を説明してお待ちいただいております。以上です。 



 

 １０８ 

志賀浦委員  事情は聞けば分かるんだろうけども、例えば、患者さんも広報とか病

院だよりとかに、何曜日の午前中は何先生というような表が出ていますよね。皆さん

それを見ていくと思うんです。例えば院長先生に診てほしかったら院長先生の時間に

あわせて。それを受け付ける時点で今日はこの先生いないですがいいですかとか、そ

ういう対応はしているのかな。 

あと、待ち時間に関しても、しっかり患者さんに説明しているのか。それとも例え

ば、次は私の番なんだけど３０分以上かかるんですよと言うんですよね、診察の所に

行っても。そういうのが往々にしてあるのかどうか。たまたまだったらいいんだけど、

何かしょっちゅうみたいな言い方をするから、それはせっかく病院がよくなってきて

いるのに、患者に対する対応が悪ければ、せっかく改善計画を立てて繰入れが少なく

なっている状況なのに、また元に戻ってしまうんじゃないかという心配のほうがある

んですよね。実態はどうなんですかということを聞いているんです。 

病院事務担当主査  受付の時点で先生の変更があった場合、今出ている先生につき

ましてはお知らせしておりまして、どの先生にかかりたいですかということは必ずお

伺いしております。その際に目的の先生が出ていなければ、こちらの先生でどうでし

ょうかということでお話をさせていただいております。 

また、患者様の待ち時間が長くなっている場合、皆さんにスタッフ全員でこういっ

た理由でお待ちいただきますということで、説明はさせていただいております。それ

が頻繁に起こっているということではないんですけれども、あと、待ち時間が長いと

いうことは個人の感覚でもありますけれども、ちょっと処置とかが長くなりそうだと

いう時は、看護師、また受付などの事務が全員で患者様にご説明に当たっております。 

志賀浦委員  説明いただいて理解はするんですけども、さっきも言ったように、せ

っかく外来も入院もそれなりにも戻ってきていて、よくなってきている状況だから、

お客さんというか、患者さんも繊細だから、ちょっとしたことでも嫌になったら来な

くなってしまうので、そういうのを気をつけてやっていただきたいなと思います。こ

れは要望です。 

病院事務長  ご意見ありがとうございます。ただいまいただきましたご意見につき

ましては、病院に戻りましてスタッフと共有して、よりよい病院づくりに引き続き努

めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

西股議員  予算書７ページの予防接種の関係で、まずコロナの集団接種の関係につ

いては今月でもう終わったという感じなんですが、今後はまだ決まっていないという

ことなんですけれども、流れが分かるような形になった時に、やはり町民に素早くお

知らせするような体制を組んでいただきたいなという要望がまず１点です。 

それと、インフルエンザワクチンの接種の関係では、１０月の段階ですぐなくなる

というのがあるものですから、どのくらいの数を用意できるのかということをお聞き

したいと思います。 

病院事務担当主幹  コロナの集団接種につきましては、タイムリーなものであれば

町広報並びに病院だより、また、今年に入りましていろんな情報を町のＬＩＮＥでも

載せさせていただいておりますので、漏れのないように周知させていただきたいと考
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えております。 

病院事務担当主査  令和４年度のインフルエンザワクチンの状況につきましてご

説明させていただきます。１０月１７日から大人は１２月２６日まで、お子さんは１

月３０日までインフルエンザの予防接種を行っております。接種者数は１，２３２名、

うち６５歳以上の方は６２１名がインフルエンザワクチンを接種しております。今年

度は、昨年度町民の方がなかなか予防接種を受けることができなかったというお声も

あったものですから、南幌町の町民の方、それから長沼町に小児科がないものですか

ら、長沼町の小児の方は入れさせていただいて、それで限定をさせていただいて予約、

接種をさせていただいております。また、今年はインフルエンザワクチンの不足とい

うことがなかったものですから、例えばですけれども、定期受診をされている患者様

につきましては、予約がなくても定期受診時にインフルエンザワクチンを打ちたいと

いうことで言っていただければ、先生とご相談のうえですけれども、その時に接種す

るという対応もさせていただいております。ただし、やはり通常の外来受診や訪問診

療、加えて今年度は発熱外来にかかる患者様も多数いるものですから、１日の接種患

者数を大幅に増やすということはなかなか難しく、そこも医師や看護師等のスタッフ

が協議を重ねて、最大限でこの人数だったら何とか接種できるんじゃないかという人

数を対応させていただいております。大体毎年１，２００人程度接種しておりますの

で、今年度につきましても、大体おおむね予定どおりの人数に接種していただいてお

ります。ただし、やはりこちらのほうでも予約が取れなかったというお声はいただい

ておりますので、そのお声を踏まえて、来年度のインフルエンザワクチンの予約の体

制などを考えていきたいと思っております。以上です。 

西股委員  今最後に言われたように、予約が取れなかったというところもあって、

また一方では余っていて外来で打ったという実績もあるわけですよね。予約されてい

る方とちょうどいいタイミングで行った方で何かおかしくないだろうかと。予約され

て、ちょっと様子を見て後からもう１回というような形でストップしておいてもらっ

て、そしてその方を優先で打つとかという形は組めないんでしょうか。タイミングよ

くその方だけ打てたということになってくると、ちょっと予約の必要性がなくなるよ

うな感じもするし、その辺の押さえ方を教えてください。 

病院事務担当主査  定期受診でインフルエンザワクチンを打てるということにつ

きましては、電話予約をいただいた際にお伝えもしておりますので、それで来ていた

だいている方も多数いるかと思います。不公平感は出ないように、そのような対応を

させていただいたんですけれども。 

西股委員  一般的な接種では１０月１７日から予約ですよね。その段階では、何日

かの間でもうほとんど埋まってしまったということですよね。そのあとも余っている

部分についてはということで今言われた部分があったので、そうであればちょっとど

うなのかなと思ったんですけれど、勘違いですか。 

病院事務担当主査  余っている分を打っているというわけではなくて、あらかじめ

定期受診者の方のワクチンは一応確保させていただいて打っているという形で、例え

ばですけれども、予約の電話があってすぐに埋まってしまって、その時に申し訳ない

んですけれども予約はもう埋まってしまったんですけれども、定期受診をされている
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方については先生とご相談いただいて、その時に打てることがございますので、ご相

談くださいというご案内をさせていただいております。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

佐藤委員  これまであまり話は出ていなかったと思うんですけれども、病院内の防

災対策について、また、院内の防災訓練などはしているのか、そのことについてお話

を聞かせていただきたいのですが。 

病院事務担当主査  院内の防災対策でございますけれども、胆振の地震があった時

に改めて院内で防災対策を見直しまして、施設的にも非常用発電機がございますので、

そういったものを使いながら、あとは病院のほうに出てくる基準といったものも整備

して対応させていただいております。また、年２回の火災の避難訓練につきましても

実施しております。 

佐藤委員  火災訓練をされているということだったんですけれども、やはり昨今地

震が群発しているということと、あそこは水がつきやすい地域ということを聞いてお

りまして、入院患者さんは皆さん２階以上なのでそういう部分では安心なのかもしれ

ないですけれども、こういう時期なので、火災訓練だけではなくて地震とか防災に対

しても訓練をしていただきたいなと思います。 

それと、備蓄とかはどのくらいの形でされているんでしょうか。 

病院事務担当主査  ご意見ありがとうございました。火災訓練のほうは先ほどお話

ししたとおり行っているんですけれども、改めて地震についての備えなどは院内で協

議、確認させていただきたいと思います。 

また、備蓄につきましては委託業者が入っているんですけれども、そちらと契約し

まして患者様３日分の食料は備えている状況でございます。 

本間委員長  ほかに質疑はございませんか。（なしの声） 

ないようですので、質疑を終了します。 

それでは、病院事業会計の審査が終わりましたので、職員が退席するまで暫時休憩

といたします。 

（午後 １時３９分） 

（午後 １時４１分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

それでは、理事者に対する総括質疑について議事に入ります。１０日から本日まで

３日間にわたり各説明員からの説明により、令和５年度一般会計ほか６特別会計予算

並びに関連１議案の審査を行ってきたところです。会計の審査が終了しましたので、

これより理事者に対する総括質疑についてお諮りします。 

初めに、３日間の質疑の状況を事務局長が記載しておりますので、そのなかで説明

員の答弁漏れなどについて確認をいたします。 

議会事務局長  それでは３日間の審査のなかでの質疑ですけれども、３日間で延べ

５２人、８７件の質問となっております。大体去年と同程度かと思います。質問のな

かで、教育費で志賀浦委員のスクールバス関連の質問で、乗車率と経路図、これが一

応後日提出させてくださいということになっていますので、預かりという形になって

おりますが、それ以外については、今回主査までということで本来の形に戻ったわけ
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ですけれども、特に答弁漏れ等はなかったのではないかなと思います。以上です。 

本間委員長  局長報告のとおりと考えますが、特に理事者に質問すべき事項がある

かどうかをお諮りいたします。（なしの声） 

それではなしと認めますので、理事者に対する総括質疑は行わないことに決定をい

たしました。 

特別委員会の意見についてお伺いいたします。特別委員会の意見について特に付す

べき事項があるかどうかをお諮りいたします。 

志賀浦委員  取扱いは別として、今回の予特のなかで、総務費のはれっぱの指定管

理の部分の説明で、予算審査であるべきなのに、補正予算のような説明があったと。

なぜ予算審査も通らないうちに補正するような話を説明するのかと。その辺のことは、

やはり委員会としてはっきり申しつけるというか、どういう方法がいいかは分からな

いのですが伝えてほしいんですよね。質問する側もちょっと悪かったのかもしれない

けど、どうみても予算審査の報告、説明ではなかったですよね。だからその辺で、皆

の意見が私と違うのであれば別だけど、申し入れてほしいなと思うんですが、いかが

でしょうか。 

本間委員長  ほかにこの件について意見はありますか。 

熊木委員  私もこの指定管理のことは質問をして、先日の臨時議会で答弁したのと

同じようなことを、また今回も説明員が説明しているんですよね。それで、私から言

わせると、ますますその２，１００万円をはるかに超えるというような形の答弁に聞

き取れるんだけれども、そうなってはいけないということで臨時会でも言っているん

だけども、それを何かまるでもうここで既成事実のような形で言っていることは、ち

ょっと違うんじゃないかなと私も感じました。だから、もし皆さんがそうであれば、

この予算審査特別委員会として話をするというか、意見として付すというか、どうい

う形がいいのか分からないんですけれども、私と志賀浦さんだけがそういうふうに思

っているのかどうかちょっと分からないので、聞いてください。 

本間委員長  ほかにこの件についての意見は。 

西股委員  今、指定管理料の関係で１番のネックになっているのが、やはり光熱費

の関係とかで値上がりの幅がまだはっきりしないという部分があって、暫定的な形で

出したのかなというふうには思っているんですけれども、そこの部分については、あ

る程度やはり確定した段階での、それにまつわるものであれば補正も仕方がないのか

なというような気持ちで私はいます。 

志賀浦委員  西股委員が言われたように、私も質問のなかでもはっきり言っている

はずなんですよね。例えば、補正以前の話なんだけども、光熱費とか人件費の上昇は

致し方ないのではないかなという思いはあるんだけど、集客数に関しては指定管理者

側が自分たちでシミュレーションしてつくったものですよね。それを変更になるとい

うことは、状況がよっぽど変わらない限りあり得ないはずですよね。それを最初から

否定して、全部込みで上がりますみたいな説明があったと。だから私は、例えば理事

者に対する総括でこれを聞きたいというわけじゃないんだけども、委員会に対する説

明員の姿勢が違うんじゃないかと。予算審査のなかで何で補正するような説明をして

くるんだということを言いたいんですよね。だから、取扱いは委員長にお任せするけ
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ど、やっぱり予算委員会としての説明ではないんじゃないかというところを私は言っ

ているので、その辺をちょっと皆に聞いてもらってほしいんですよね。 

石川委員  志賀浦さんの言う話も分かります。もう冒頭からそういうふうな形で、

補正ありきというふうな課長の説明は確かに違和感を覚えましたし、これから質問す

るなかでそういうふうな形で答弁するならいいんでしょうけども、最初の段階で言っ

たことに対して、補正は十分あり得るというふうな形の説明は、我々がこうやって認

めるということに対しての、議員としてのプロセスとしては確かに異論があるかと思

います。ただ、今までも過去にいろんな臨時会などでの説明もあったので、それは十

分我々としては理解していたはずですから、西股委員と同じようなことになるんです

けども、いずれにしても担当課の説明は、確かに冒頭の説明としてはあれはミスだっ

たんじゃないかなと、悪いんじゃないかなというふうに思います。 

本間委員長  ほかにありませんか。これは意見を付すというのも難しいですね。 

局長  今、特別委員会としての意見というところでのお話なんですけど、手続き上、

基本的に総括質疑なしに意見を付すというのはあり得ないのかなと思いますので、意

見を付すのであれば、理事者に対する総括質疑があって意見を付すという形になろう

かと思いますし、それ以外というのであれば、どうなのかなと。あとは説明があまり

よろしくなかったという部分なのかなと思うんですけれど。 

本間委員長  一度、暫時休憩します。 

（午後 １時４９分） 

（午後 １時５５分） 

本間委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。先ほどの志賀浦委員の

意見については、そういうことで局長のほうからお願いをしたいと思います。 

それでは特別委員会としての意見は付さないということでよろしいですか。（はい

の声） 

それでは御異議なしと認めます。よって、意見を付さないということに決定をいた

しました。 

それでは、採決に入らせていただきます。 

本特別委員会に付託されました、議案第１１号から議案第１８号までの８議案の審

査が終了しましたので、８議案について一括採決を行います。 

採決は起立採決といたします。 

議案第１１号 南幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１２号 令和５年度南幌町一般会計予算 

議案第１３号 令和５年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

議案第１４号 令和５年度南幌町病院事業会計予算 

議案第１５号 令和５年度南幌町下水道事業特別会計予算 

議案第１６号 令和５年度南幌町農業集落排水事業特別会計予算 

議案第１７号 令和５年度南幌町介護保険特別会計予算 

議案第１８号 令和５年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

以上８議案について、賛成の議員の起立を求めます。 

（起立９名、着席１名） 



 

 １１３ 

お座りください。起立多数であります。よって、本８議案は原案のとおり可決すべ

きものと決定をいたしました。 

ただいま採決のとおり、本委員会に審査付託された８議案については、会議規則第

７７条の規定により、本日付けをもって賛成多数により可決すべきものとして、議長

に報告書を提出いたします。 

その他、皆さんのほうから何かあれば、お諮りをいたします。（なしの声） 

 

それでは、以上で予算審査特別委員会の審議全てを終了いたしました。本日までの

３日間、委員各位に御協力をいただきありがとうございました。ただいまをもって予

算審査特別委員会を閉会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後１時５７分） 

 

 

 

 

 


